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─────────────────────── 

○出席委員（15名） 

委  員  長   井 戸 達 也 

副 委 員 長   金 兵 智 則 

委     員   石 垣 直 樹 

          小田部   照 

          栗 田 政 男 

          里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 
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─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長   平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   後 藤 利 博 

企 画総務部長   秋 葉 孝 博 

建 設港湾部長   立 花   学 

水 道 部 長   柏 木   弦 

企 画調整課長   佐々木   司 

総 務防災課長   日 野 智 康 

財 政 課 長   小 西 正 敏 

建 築 課 長   小 原   功 

都 市整備課長   村 上 雅 彦 

都 市管理課長   近 藤   賢 

港 湾 課 長   澁 谷 一 志 

下 水 道 課 長   中 村 昭 彦 

………………………………………………………… 

教 育 長   岩 永 雅 浩 

学 校教育部長   北 村 幸 彦 

社 会教育部長   吉 村   学 

学校教育部次長   大 垣 正 紀 

学 校教育課長   高 橋 善 彦 
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○事務局職員 
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午前10時00分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

ただいまから、令和７年度予算等審査特別委員

会を開会いたします。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、土木費、教育費及びその特定財源

に関する歳入の細部審査に入ります。 

 なお、関連議案であります議案第11号につきま

しても、併せて審査をいただきます。 

 本日の審査については、土木費と教育費とで理

事者を入れ替えて審査を行いますが、質疑応答時

間は両費目合わせて１時間になりますので、時間

配分は各自で御留意をお願いいたします。 

では、最初に土木費及びその特定財源に関する

歳入と関連議案であります議案第11号の細部質疑

を行います。 

質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

○深津晴江委員 それでは、天候も心配でありま

すので、てきぱきと参りたいと思います。 

それでは、予算説明書97ページ。 
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まず、道路維持補修事業についてです。昨年か

ら増額されておりますが、その内容について御説

明お願いいたします。 

○近藤賢都市管理課長 道路維持補修事業につい

てでございますが、その概要でございますが、日

頃のパトロールや市民からの問合せによる道路施

設の損傷について、応急補修修繕を行うことや安

全な交通を確保するための道路維持を行っている

ものです。 

今回、道路舗装のパッチ、縁石の補修、砂利の

補充や敷きならしといった道路の補修が多く、ま

た、植樹桝の草刈りなどもありまして、委託で

やっておりますので、事業費が増えたことにつき

ましては、労務単価の増額が主な要因となりま

す。 

○深津晴江委員 ただいま、労務単価が上昇した

ことに伴う予算の増額というふうに御説明があり

ましたけれども、実際に道路自体、結構クラック

ですとか、ポットホールと言うのでしょうか、凸

凹がひどい状況になっているかと思いますが、そ

の点につきましては、どのような計画なのでしょ

うか。 

○近藤賢都市管理課長 都市管理課で行う道路の

維持補修は、簡易的な補修が多くありまして、先

ほども説明したのですが、道路のパッチ、縁石、

砂利の補充といったことをやりますが、一方、大

規模な修繕が必要な場合は、都市整備課のほうで

路盤損傷、それから広範囲にわたる改修、例えば

道路に大きな亀裂が入っているとか、大きな穴が

空いているといったことにつきましては、都市整

備課のほうで道路の整備事業を行って改修をして

いるところでございます。 

○深津晴江委員 御説明いただいた内容について

は理解していたところではございますが、やはり

補修箇所などが増えているかと思いますが、その

点につきましては、どのように原課としては御認

識なさっているでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 現在、道路の老朽化の進

行はさらに進んでいくと考えております。我々と

しましても、安心・安全な道路維持に努めていま

すが、小さな穴が空いたり、路面の亀裂が発生す

るといった事案につきましては、きちんとパト

ロールをした上で、必要なところについては、路

盤から直す抜本的な対策を取っていくことが必要

と、長寿命化を図られることになりますが、全て

の道路を全部直していくということは非常に大き

な費用がかかっていくので、そこは地域ごとに優

先順位をつけながら進めていきたいと考えており

ます。 

○深津晴江委員 下のほうの道路整備事業とも関

連していて、そちらの事業費も増額しているとこ

ろだとは認識しております。今お話ししたところ

で言いますと、確かにすごく、さらに道路の老朽

化ということで抜本的な改修が必要な箇所もある

かと思いますし、簡易的な補修で済む場所もある

かと思いますが、それについては確かにどのよう

な計画があるかというところもお示しください。 

○近藤賢都市管理課長 道路維持補修につきまし

ては、パトロールの都度直していきますので、大

規模な修繕箇所が発生したり、予想される場合に

つきましては、部内で協議しまして、改修に向け

た手続を進めていきたいと考えております。 

○深津晴江委員 それでは、今のところを保留に

させてください。 

その下のほうの市道整備事業について、約

6,000万円ほど増額しておりますが、この概要に

ついて御説明をお願いいたします。 

○村上雅彦都市整備課長 市道整備事業について

お答えをさせていただきます。 

令和７年度の主な市道整備事業の予定工事路線

につきましては、天都山南線の延長を施工いたし

まして、平成30年度から継続していた工事箇所を

完了したいと思っております。そのほか、大曲地

区の生活道路である第２天都山線に接続している

道路の舗装化、また、緑町４号線の舗装化などを

予定しております。そのほか、北浜丸万川沿線の

国道244号のホクレンスタンドがある交差点の工

事を、国や公安委員会などの御協力が得られたた

め、交差点改良工事を行うなどして、市道整備事

業につきましては、舗装化ですとか安全対策の工

事を行っているところでございます。 

○深津晴江委員 今年の市道整備事業については

理解いたしました。完了していく部分と、新たに

始めていく部分があるのだなとは感じますが、抜

本的な市道の整備事業と、あと道路の維持補修事

業と、そこら辺の計画というのでしょうか、先ほ

どの御説明で地域の優先順位を考えてというふう

にありましたが、本当に今、市内どこもかしこも

凸凹がひどい状況かと考えますので、それを地域

で優先的にというふうにおっしゃっていても、な
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かなか難しい状況があるかなと思いますので、し

かし多額の費用もかかるというのは十分に理解す

るところではありますが、その計画がどのように

なっているのかというところの見通しというので

しょうか、方向性というのでしょうか、そういう

のがありましたら、御説明をお願いいたします。 

○村上雅彦都市整備課長 市道の補修系に関係し

て都市整備課で行うのは、市道改修事業のほうで

事業を実施させていただいております。 

今年度につきましても、舗装道路上のクラック

ですとか、ポットホールが大変目立ってきている

ということで、３月10日に市道整備事業などの落

札差金を活用して、舗装工事を約280万円ほど発

注させていただいて、ポットホールなどに対応さ

せていただいております。 

計画的に舗装の改修ですとかを行うのは、各種

起債事業を使わせていただいて計画的に進めてい

るところでございます。昨年度、舗装の路上の調

査点検を行ったのですけれども、前回10年前、修

繕が必要だと言われた延長が約54キロに対しまし

て、新たに全路線で調査をしたところ、74キロ

と、かなり老朽化が進んでいるということは、

我々も把握しているところでございます。限られ

た予算の中で、地域の要望ですとか、緊急度など

を考慮して、舗装改修事業等を行っているところ

でございます。 

○深津晴江委員 地域の要望を聞いてくださって

というところでは、ただ、１人でも大事な市民で

ありますし、1,000人だったらいいのかというよ

うな話になってきますので、道路の補修が必要な

状況によって、これについては道路の整備、本当

にタイヤがパンクしたりですとか、いろいろな事

故にもつながりかねない道路状況かと考えますの

で、ぜひ計画的に、ここは前向きに進めていただ

ければと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

それでは、次に参ります。 

101ページの公園整備事業の都市公園等ストッ

ク再編事業についてお伺いいたします。 

まず、この２億6,685万円の内訳について、御

説明をお願いいたします。 

○村上雅彦都市整備課長 都市公園等ストック再

編事業について、お答えをさせていただきます。 

令和７年度の工事箇所につきましては、12公園

で遊具ですとか休憩施設の更新をさせていただき

ます。また、４公園で撤去工事を行う予定として

いるところでございます。 

国の補助事業であるため、国からの内示が出な

いと事業費等は正確には確定しないですけれど

も、そういった内容で行うこととしております。 

主に整備を行う公園といたしましては、総合拠

点型ということで、拠点となる大きな公園を南公

園を含めて２公園、子育て支援型、単体の遊具な

どを整備する公園といたしまして、既存の公園等

になるのですけれども、中台町児童公園などを含

めて９公園、多世代交流型ということで、広場と

か休憩施設などを置く公園として、しおさい公園

の１公園、また、撤去を行う公園として、台町第

１児童公園など４公園を予定しているところでご

ざいます。 

○深津晴江委員 公園整備については継続してい

るところかと思いますので、理解したいと思いま

す。 

「ことしのまちづくり」の15ページには、用地

取得とあります。網走市は今、ゾーンを分けてい

ろいろ整備をしているということは、私自身も理

解しているところではありますが、この用地取得

がどの辺りなのかということと、取得した後にど

のように利用、活用していくのかという計画につ

いて、御説明をお願いいたします。 

○村上雅彦都市整備課長 用地取得について、御

説明をさせていただきます。 

取得の理由といたしましては、エコーセンター

第３駐車場に隣接していた工場の跡地、約1,700

平方メートルの用地を取得しようとしているもの

でございます。これは、都市機能誘導構想検討協

議会におきまして、教育文化ゾーンとして提言を

受けた場所ということになります。 

また、網走かわまちづくり計画において、散策

路が開通したことなど、エコーセンター周辺の緑

地と一体的に利用するため、取得を予定している

ものでございます。 

場所と使い方ということですけれども、網走橋

側を現在、緑地帯として利用しております。取得

しようとしている用地の上流側はエコーセンター

の第３駐車場となっている、その間の土地を予定

しているところです。隣接地と同様に緑地帯です

とか駐車場を想定し、公園事業で購入を予定しよ

うと考えているところでございます。 

具体的な利活用につきましては、都市機能誘導
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構想検討協議会におきまして、教育文化ゾーンと

提言を受けていることなどを考慮して、利用方法

などを今後検討していきたいと考えております。 

○深津晴江委員 大枠の計画については理解した

いと思います。 

昨年開通しましたかわみちですかね、冬場は多

分そのままですので、あまり散歩されている方も

私は見かけなかったのですが、そこも含めて、と

てもいいことだとは思うのですよね。その辺りを

緑地化して、教育文化交流ゾーンにしていこうと

いうところはいいかと思うのですが、何か中途半

端に終わっていないかなと。今後は冬場、やはり

網走の場合は、冬場、降雪した場合にどうするの

かということも含めて、土地はあります、夏場は

使えるけれども冬はそのままというところはもっ

たいないかなと思いますので、ぜひ通年通した利

用の在り方というところも御検討いただければと

考えますが、いかがでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 現状、冬場は除雪を実

際行えていない状況になっております。また、冬

場の利活用ということで、利用方針も現在、これ

といったものがない状況ですので、今後、かわま

ちづくり検討協議会、ウォーターフロント検討協

議会のほうで、協議をさせていただきながら、冬

場はどうするというような話も進めていけたらと

思います。 

○深津晴江委員 今のところは特に冬場の計画は

ないというふうに理解したいと思いますが、やは

り雪が降っている期間というのは、網走の場合は

長いわけですから、そこを活用していくというと

ころはすごく重要だと思います。市民の健康です

とか、子供たちの遊び場ですとか、いろいろなこ

とは考えられるかなと思いますので、ウォーター

フロント協議会の皆様とも、ぜひ積極的な御相談

というか、御検討していただければと思います

が、ちなみにこの用地取得に関わる、先ほど広さ

については御説明いただきましたが、予算はお幾

らの予定でしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 事業費としてつけさせ

ていただいているのは、およそ3,400万円となっ

ております。 

○深津晴江委員 それについては理解いたしまし

た。ぜひ、公園、すごく重要な部分かと思います

ので、整備事業をさらに進めていただければと思

います。 

それでは、次に103ページの住環境改善補助金

についてです。 

これも補正予算が組まれていた部分かなと思い

ますが、この増額理由について御説明をお願いい

たします。 

○小原功建築課長 本年度は２回の補正予算を計

上したところであり、現在4,200万円ほどの申請

となっております。次年度におきましても、

4,200万円ほどの申請があるものと見込んでいる

ため増額となっているものでございます。 

○深津晴江委員 これについては活発に市民の皆

様が御利用いただけているということで、それに

ついて見込んで増額していくということについて

は理解したいと思います。 

この内容なのですが、住宅の長寿命化ですとか

省エネですとか、昨年はエアコンの設置がかなり

増えたための補正というふうに理解しております

が、どのような状況か御説明いただけますか。 

○小原功建築課長 主に大きく伸びたのが、委員

おっしゃるとおりエアコンでございまして、現在

一般世帯の改修などとの併用もございますが、今

のところ518件のエアコンの申請があったところ

でございます。 

○深津晴江委員 それでは、それ以外の利用理由

というのがありましたらお示しください。 

○小原功建築課長 本年度また大きく伸びたもの

につきましては、窓の断熱改修、昨年度60件に対

しまして、現在のところ106件の申請があるよう

な状況でございます。 

○深津晴江委員 エアコン設置もかなり多いとい

うことと、あと窓を整えていくというところが多

いということは理解したいと思います。 

かなり市民にも周知というか、理解されている

部分かと思いますので、この増額については理解

したいと思います。 

それでは次に、その下のほうの市営住宅建設事

業についてです。 

ことしのまちづくりにも書かれているのです

が、１棟30戸ということなのですが、この中身に

ついて、どのような整備などがあるのかというこ

とについて、御説明をお願いいたします。 

○小原功建築課長 今回、２か年をかけて整備い

たします潮見の建て替えでございますが、１棟30

戸、部屋のタイプ別の内訳でいきますと、２ＤＫ

が12戸、主に単身用と考えております。また、２



 

－ 227 －

人以上世帯用の12戸、３人以上世帯の３ＬＤＫが

６戸、合わせて30戸を整備することとしておりま

す。 

○深津晴江委員 例えば何階建てとか、エレベー

ターの設置をどうするかとか、ではないのですよ

ね、多分、１戸１戸ですものね。１棟だからいい

のですよね。ということについて、もう少し詳し

く御説明をお願いいたします。 

○小原功建築課長 建物につきましては、鉄筋コ

ンクリート造、いわゆるＲＣ造の三階建てになり

ます。各階10戸の３階建てということになりま

す。 

30戸建設の特徴的なものになりますが、新たな

ものといたしましては、入居者がエアコンを設置

する場合に備え、専用電源と外壁に配管用の穴を

整備することとしております。また、駐車台数を

住戸数に対して1.5台分を確保したことにより、

来客用としての２台分の駐車スペースのほか、入

居者用として45台分の駐車スペースを整備いたし

ました。このことで、介護事業所などの車も安心

して駐車できるものと考えております。 

引き続き、誰もが安心して暮らせるよう配慮

し、先ほど申したエレベーターの設置のほか、敷

地から住居内まで全てバリアフリーの対応を取っ

ているところでございます。 

○深津晴江委員 新築でできるということで楽し

みにする市民も多いかと思いますので、６億

7,000万円、かなり大きな予算かと思いますが、

２年とおっしゃいましたけれども、今年度の予算

ということで、どこまで進む予定で、入居時期と

いうのはいつぐらいかという御予定なのでしょう

か。 

○小原功建築課長 本事業につきましては、令和

７年度と令和８年度の２か年で整備を行います。

令和７年度につきましては、３階の軀体程度が上

がるまでになるかと思っておりまして、その後、

内装工事等、令和８年度に行い、夏頃をめどに完

成したいと考えております。 

○深津晴江委員 わかりました。承知いたしまし

た。 

次ですが、その下の市営住宅解体事業について

です。 

５棟を20区画に整備するということでしたが、

解体の終了期間と、あと、その後どのような利活

用の御予定があるのか、御説明をお願いいたしま

す。 

○小原功建築課長 潮見団地の建て替えにつきま

しては、この後、先ほど申したＲＣ造のほかに木

造平屋なども建てていきます。その工事が全体

で、令和11年度を現在予定しておりますので、そ

の間に解体工事を全て終わらせる予定としており

ます。最後は、令和11年度になる見込みで、現在

のところ考えております。 

○深津晴江委員 全体的なところは令和11年とい

うことはわかりましたが、来年度の予算について

います解体事業については、いつぐらい終了なの

かお示しください。 

○小原功建築課長 令和７年度は、潮見７丁目の

あれこれ屋の並びで除雪センターへ向かう道路沿

いにある５棟を解体いたします。完成につきまし

ては、これから５棟に入居しております世帯がま

だございますので、その方の意向調査を行い移転

を進め、その後、解体は秋からを考えており、年

度内、秋から通常二、三か月かかりますので、そ

のぐらいの期間で解体を終わらせたいと考えてお

ります。 

○深津晴江委員 すみません、聞き間違いだった

かもしれないのですが、意向調査はこれからとい

うふうにお伺いしましたけれども、今現在入って

いらっしゃる方、もし出ていかないといったらど

うする御予定でしょうか。 

○小原功建築課長 既に意向調査、何年に建つ団

地に住みたいというような調査を行っているので

すが、今、具体的に解体する住棟が決まったもの

ですから、それに併せて詳細な調整を図って、住

み替えたいという住宅の修繕などを行う、そうい

う必要がありますし、また、過去に取った調査か

ら、また世帯数が減少している方もおりますし、

ほかへの希望もあるものと考えておりますので、

再度確認の意味で意向を確認したいと考えている

ところでございます。 

○深津晴江委員 もう既に、意向調査は一度は終

わっているということで、その間にやはりいろい

ろな変化があるかと思いますので、再度丁寧な意

向調査をしていくというふうに理解したいと思い

ます。 

わかりました。私の質問は以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○里見哲也委員 重複するところは割愛して質問

いたします。 
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説明書103ページ、資料は19ページですけれど

も、今、民間住宅建設促進事業というのがあった

上のところの住宅リフォーム資金貸付事業、これ

が昨年より予算が大きく減っていますけれども、

これについて中身と今後の方向性などをお知らせ

ください。 

○小原功建築課長 本事業につきましては、平成

14年度から平成29年度まで実施してきた制度で、

１戸につき50万円から500万円を年利１％で貸付

けを行っていたものでございます。予算額につき

ましては、年度末貸付残高の４分の３を金融機関

に対し預託する予算計上となっておりますので、

年々予算額については減少していくことになりま

す。 

現在、早期完済等の状況にもよりますが、令和

９年度で完了する予定としているところでござい

ます。 

○里見哲也委員 よくわかりました。ありがとう

ございます。 

それでは、説明書で101ページ、資料では14

ページの都市計画変更とマスター、この二つにつ

いて伺います。 

都市計画変更事業については、昨年から継続で

すが、金額が半分ぐらいになっていて、道路とい

うような形で書いてあるかと思うのですが、もう

少し中身を教えてください。 

○村上雅彦都市整備課長 都市計画変更事業につ

いて、御説明させていただきます。 

事業費といたしましては、旅費、印刷製本費、

会場使用料、委託料などが主な中身となっており

ます。 

委託料の中身といたしましては、高規格道路関

連となります。網走呼人から網走間のうち、仮称

となりますけれども、網走西インターチェンジか

ら網走インターチェンジまでは、新規事業化にす

るためには北海道決定の都市計画変更が必要とな

ります。また、この高規格道路の整備の計画に併

せて、関連する既存の都市計画道路であります潮

見台通り、こちら道道中園網走停車場線の延伸で

すとか、長期で未着手なっています市道天都台通

線を廃止いたします。 

都市計画変更手続を行うための資料の作成です

とか、資料の変更、また、それらを行うための外

部委託を行うものとなっております。 

○里見哲也委員 昨年、消防の土地の関係であっ

たかと思いますし、７年度はいよいよ高規格道路

のまちということで、実際の事業は建設などは何

年もかかると思うのですけれども、いよいよ高規

格道路と網走のまちがつながるということで期待

しますというか、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

続いて、その下の都市計画マスタープラン、事

業としては拡充となっていますが、過去の経過等

の兼ね合いもあると思いますし、法定計画という

ことになっている中で、コンパクトで利便性と持

続性の高いまちづくりという標榜もあるので、こ

のマスタープランについて内容の御説明をお願い

します。 

○村上雅彦都市整備課長 都市計画マスタープラ

ン策定事業について、御説明をさせていただきま

す。 

現計画であります都市計画マスタープランの見

直し時期を迎えていること、また、高規格道路の

事業化ですとか、中心市街地へ移転した市役所な

ど、近年、まちづくりに大きく影響を与える事業

が動き出しているところでございます。ですの

で、網走市都市計画マスタープランの改定という

よりは、新たにつくり直すというようなイメージ

で私どもはいます。 

見直しの内容といたしましては、平成26年度に

施行されました都市再生特別措置法の一部を改正

する法律に基づきまして、令和４年度に網走市立

地適正化計画を策定しているところでございま

す。また、当初、現計画となっております都市計

画マスタープランは、令和４年度に計画期間を迎

えております。これまでの見直しですとか、立地

適正化計画を踏まえて、また、高規格道路や市役

所新庁舎などを考えまして、網走市マスタープラ

ンの改定を行うというふうな内容となっておりま

す。 

○里見哲也委員 理解いたしました。 

少子化の中でインフラの在り方なども問われて

いるかと思いますので、ぜひ将来の子供たちに

とっても生活のしやすいまちづくりということも

目指して頑張っていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○澤谷淳子委員 それでは、予算説明書の97ペー

ジ、道路照明設置事業についてお伺いいたしま

す。 
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こちらの道路照明維持管理事業で、昨年より

400万円ぐらい増えていると思うのですが、この

理由をお願いいたします。 

○近藤賢都市管理課長 道路照明維持管理事業で

ございますが、新たに426万8,000円を増やしてお

りまして、これは、交通安全上必要と判断された

２か所の交差点部に新しく道路照明灯を設置しよ

うとするものであります。 

○澤谷淳子委員 それでは、今まで全くそこには

照明はなくて、新たに２か所設置ということでい

いのですか。 

○近藤賢都市管理課長 具体的に場所を申し上げ

ますと、向陽ケ丘に１基、そこは道路照明灯が全

くないエリアです。それから、潮見の９丁目辺り

なのですが、潮見７条通線に１基つけるのです

が、そこは防犯灯があるのですが、交差点部にき

ちんとした道路照明がないことから設置して、交

通安全対策を図るという内容でございます。 

○澤谷淳子委員 やはり設置がされるということ

で、ちなみにわかればでいいですけれども、網走

市全体に道路照明は何本あるかというのがわかれ

ば。 

○近藤賢都市管理課長 道路照明灯の基数は、市

道の部分で1,392基となっております。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

それでは、もう少し下に積雪深自動モニタリン

グシステム運用事業とあるのですが、こちらは逆

に昨年540万円ぐらいあったのが、今度はぐっと

安くなったのですけれども、この理由をお願いい

たします。 

○近藤賢都市管理課長 積雪深自動モニタリング

システム運用事業でございますが、昨年につきま

しては、新たに機械を設置するということで500

万円ほどの予算がついておりましたが、今年度に

つきましては、そのつけたシステムを運用すると

いうことで、新たな増設とかもございませんの

で、その運用の経費を計上したことから、昨年と

大きく事業費が変わっている内容でございます。 

○澤谷淳子委員 それでは、設置は全部で何台で

きたのでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 設置につきましては、市

内５か所となっております。 

○澤谷淳子委員 それでは、それを運用する経費

ということなのですが、どのように運用していく

のでしょうか。これをつけることで、モニタリン

グを見れば、除雪の出動が簡単にわかるようにな

るとか、どういうように運用するものでしょう

か。 

○近藤賢都市管理課長 このシステムでございま

すが、遠隔でその地点の積雪量がわかるもので、

実際にパトロールをしなくとも、積雪状況、例え

ば５センチ積もったとか、７センチ積もったとい

うことが確認できるシステムです。 

なお、このシステムと事業所といいますか、都

市管理課のパソコンですとか委託業者のパソコン

にメールが送られてくるようにしておりまして、

今の市の除雪基準というのは、10センチ以上とい

うことなのですが、こちらは、随時パソコンを開

いて、スマホでもいいのですが、そこに接続する

と、現時点で何センチ積もっているという状況が

わかっておりますし、なお、７センチを超えた場

合は、登録している先にメールが届くように設定

されておりますので、今後はパトロールをしなく

とも、その場所がわかるようにしていきたいとい

うシステムでございます。 

○澤谷淳子委員 それでしたら、本当によかった

と思います。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者。 

○古田純也委員 予算書97ページです。 

ロードヒーティング管理事業についてお尋ねい

たします。 

昨年度よりも増額になっておりますが、その理

由をお聞かせください。 

○近藤賢都市管理課長 昨年度より増額になって

いるのは、電気料、電力料が上がっている関係で

増額となっております。 

○古田純也委員 電気料の増額ということで理解

いたしましたが、実際に今、市道でロードヒー

ティングされている箇所は何か所ぐらいあるので

しょうか。 

○近藤賢都市管理課長 車道のロードヒーティン

グの箇所は20路線、21か所となっております。 

○古田純也委員 もう大分前からロードヒーティ

ングという工事はされていると思いますが、今

後、新たに新設の予定の箇所などはあるのでしょ

うか。 

○近藤賢都市管理課長 現状、新設の予定は持っ

ておりません。 

○古田純也委員 ある程度落ち着いたというふう
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に認識したいのですけれども、実際に過去にロー

ドヒーティングされたのですが、ロードヒーティ

ングが撤去された場所というのもあるのでしょう

か。 

○近藤賢都市管理課長 ロードヒーティングの撤

去された箇所についてですが、どこを撤去したと

いう資料を今持ち合わせていないのですが、実際

には、現状、現場を把握して、不要であるという

ことが確認されたところは廃止しているところも

ございます。あと、壊れた箇所であって、そこは

ロードヒーティングが必要かということを改めて

精査した際に、不要で、何とかヒーティングがな

くても行けるというところであれば、そういった

ところは撤去に至っているところもございます。 

○古田純也委員 ちなみに、ロードヒーティング

の耐用年数はどのぐらいなのでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 ロードヒーティングの耐

用年数は、一般的に15年から20年と言われており

ます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 では、同じく97ページの道路賠償責任保険加入

事業についてお尋ねいたします。 

賠償責任なので、契約内容でどのぐらいの補償

をされるのか、補償範囲とか契約内容についてお

尋ねいたします。 

○近藤賢都市管理課長 現在、加入している賠償

責任保険では、身体障がいを負われた場合、１名

につき１億円、それから、１事故につき10億円、

それから、財物損壊、例えば建物を壊したとか車

を壊してしまったとか、そういった事例があった

場合は、１事故につき2,000万円の契約内容と

なっております。 

○古田純也委員 では、昨年、支払い事例という

のは、何回、何個かあったと思うのですけれど

も、どのような内容ですか。 

○近藤賢都市管理課長 令和６年度は２件ござい

まして、これは道路の段差、穴ぼこによるパンク

の事案でございます。 

○古田純也委員 そのとき支払った金額というの

はどのぐらいなのでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 ２件で15万8,200円と

なっております。 

○古田純也委員 わかりました。 

令和６年度の保険料、保険料というのですか、

事業費と令和７年度は、支払い事由があると保険

料は上がるというイメージがあるのですけれど

も、今回、減額になっている理由というのはある

のでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 こちらの保険料の算定で

ございますが、市道の延長によって、掛金額が変

わるもので、今回下がったということで、そんな

大きな金額ではないのですが、市道の延長が変

わったことから、1,000円減額になっているとい

う形になっております。 

○古田純也委員 わかりました。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○永本浩子委員 それでは、97ページの除雪事業

についてお伺いいたします。 

今年は、流氷まつりの前に排雪を行わなかった

わけなのですけれども、結構私のところにも、な

ぜ排雪をしないのかというお問合せをたくさんい

ただきました。まず、そういった問合せは原課に

はなかったのか。そして、流氷まつり前の排雪が

市内全域ではなくて、一部のみになった理由をお

伺いいたします。 

○近藤賢都市管理課長 今シーズン、一部排雪と

なったことでございますが、排雪はしないかとい

う御要望は多くいただきました。ただ、排雪の作

業は、２月末までに必要な箇所を実施することと

して当課では進めております。なお、今シーズン

は、市役所内部で２月初旬、流氷まつり前に協議

し、当時は積雪量が少なかったことから一部排雪

としました。 

実際、排雪を行った区域ですが、向陽ケ丘地区

の全域、それから、幹線道路を中心とした潮見地

区の一部、鱒浦の羽衣団地内のバス路線を中心に

したところ、それから、台町大通線の一部、桂町

の通学路の一部を排雪したところでございます。 

○永本浩子委員 向陽のほうは結構早くに排雪が

入ったということで、それを見聞きした人が期待

して、もうすぐ来るかなという思いで、大体流氷

まつりの前には入るのではないかなと、市民の皆

さんがそんな期待があったかなと思っておりまし

たけれども、確かに今年は、流氷まつり前の積雪

が本当に少なかったわけなのですけれども、その

後の降雪が結構ありまして、中には、流氷まつり

の前に排雪をしておけば、そこまでひどくならな

かったのではないかという声もいただいておりま

すけれども、流氷まつり以降の降雪で、角々の見
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通しがかなり悪くなって危険なので何とかしても

らいたいという声もたくさんいただきました。原

課のほうにも御相談した経緯もありまして、角々

の排雪、雪山を削るためのショベル等と、また

削った雪を排雪するための４トントラック、この

二つを組にしてやらないと駄目なので、さらに日

中の作業だと交通整理の人員も必要になるという

ことで、なかなか人員的にも機材的にも課題があ

るのだなということはわかったのですけれども、

結局、流氷まつりの前に排雪しておいたほうが、

たらればになりますけれども、金額的にも人的負

担も少なかったのではないかという声もありまし

た。この点について、原課としては、除雪に対す

る評価はどのようになっているのでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 委員おっしゃったよう

に、国道の交差点部、あると思うのですが、４ト

ンダンプとかミニショベルで雪山を削る排雪をさ

れていたということも認識しております。 

令和６年度は一部の排雪となったところです

が、このため、２月下旬以降の暖気の影響から、

雪が残ったところがざくざく路面となって、皆さ

んに迷惑をかける状況になりました。 

排雪を行わなかった路線では、路面整正といい

まして、雪の堆積を削って路肩側に積んで、そう

いったことで今度は道幅が狭い道路、特に生活道

路ですね、幹線道路以外のところでは、道幅の狭

い道路も発生しました。 

また、除雪は早朝に行うこととしていました

が、今シーズンは、評価としましては、昼に出動

することが２回ありまして、効率が悪いときもあ

りました。 

気候の変化に対応するためにも、効率的な除雪

の方法を、今後は研究していく必要があると考え

ております。 

○永本浩子委員 確かに自然相手で、近年の気候

の変動で、なかなか今までと状況が違う面という

のがあるかと思いますけれども、多分、２月下

旬、３月に入ってしまうと、農家とか漁師が本来

の仕事が始まるということで、人員的にも確保が

かなり大変になるのではないかなと思います。 

また、除雪・排雪の技術の継承という面から

も、経験豊かなベテランの方が、年々、年を取っ

ていく中で、できるだけ若手の方たちへの技術の

継承を実際の現場でしていただきたいという、そ

ういった面もあるかと思いますので、多少、雪が

少なくても排雪はするということを基本にしたほ

うがいいのではないかというふうにも考えますけ

れども、この点はどのようにお考えでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 排雪の必要性については

十分認識しておりますので、必要であれば、こち

ら、財政的な要因も絡むこととなりますが、早め

に判断をして、排雪をするかしないかの判断は進

めていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

また、令和６年度は、重機の更新料がかかりす

ぎるということから、１社組合から撤退をされま

したけれども、１台だけだったので、ほかの会社

が重機１台とオペレーターも１人増やして対応し

ていただいたということをお聞きしておりました

けれども、実際の除雪体制には支障はなかったと

いうことでよろしかったでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 オペレーターの人数は確

保されておりまして、実際に支障はなかったと認

識しております。 

○永本浩子委員 ちょっと安心いたしました。 

令和７年度予算が結構増額になっておりますけ

れども、その理由についてお伺いいたします。 

○近藤賢都市管理課長 事業費が増額になった理

由でございますが、こちらも委託業務となります

ので、労務単価の増加、また、資材費や燃料費の

高騰によるものでありまして、新たに新しい事業

を増やした内容にはなっておりません。 

○永本浩子委員 中身的には変わらないというこ

とで、社会状況等を踏まえてということで、了解

いたしました。 

また、令和７年度の取組ですけれども、除雪人

材の確保、育成、参加企業の拡大などが課題とし

てあるかと思いますけれども、その辺の取組はど

のように考えていらっしゃいますでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 令和７年度の担い手確保

に向けた取組でございますが、令和６年度から始

めました消防広場での除雪機械の展示を実施し

て、子供たちにも除雪機械、除雪作業に興味を

持っていただく取組は継続します。 

また、担い手の確保に向けたアンケートも継続

するとともに、関係機関、関係事業者と意見交換

を行って、今後の方向性を考えていきたいと思っ

ております。また、アンケートの回答者や企業の

方もさらに訪問して、担い手の確保に取り組むこ
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ととします。 

○永本浩子委員 本当に、除雪関係の人材の高齢

化がかなり年々進んできておりますので大変かと

思いますけれども、この辺のところをしっかりと

推進していただいて、除雪がスムーズに行われる

ようにお願いしたいと思います。 

続きまして、同じく97ページの電子調達システ

ム運用事業についてお伺いいたします。 

令和６年度の電子調達システム導入事業、615

万円で導入が完了し、新年度からいよいよ運用が

始まるということだと思いますけれども、この電

子化した入札システムは、どのような入札に運用

されるのでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 電子調達システム、電

子入札を行うシステムとなりますけれども、一般

競争入札、指名競争入札ともに、こちらを使用し

ていくこととなります。 

○永本浩子委員 そうすると、全ての入札に電子

入札が使用されるということになるかと思います

けれども、どれぐらいと言ったらいいのかわから

ないですけれども、効率化はどれぐらい図れると

いうことになるのでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 工事ですとか委託の発

注に使うシステムで、システム上で行う主なもの

といたしましては、指名通知ですとか、入札告示

の送信また受信、入札書の提出及び受領、開札結

果の情報の送信・受信、また全てシステム上で行

われますので、参加事業者への電話連絡が市役所

からすることもなく、事業者も市役所に来ること

がなくなるというふうなものになっております。 

○永本浩子委員 そうしますと、今まで市役所ま

で来ていただいた入札ということもなくなり、郵

便で送っていたりとか、じかに届けたりとかとい

うこともなくなり、全て電子化されて、メールの

送信という中で全てが終了するという理解でよ

かったのでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 基本的にはこのシステ

ム上で行われることとなります。 

○立花学建設港湾部長 若干補足させていただき

ますと、今回、電子入札で行うのは工事、それか

ら工事に関わる測量であるとか設計であるとか、

そういった委託に関して行うものです。 

業者によっては、なかなか電子入札に参加でき

るシステムといいますか、環境を整えることがで

きない業者も実はおりまして、そういった業者に

ついては、入札日に合わせて、入札札というので

すか、それを持参していただいて、当日電子入札

にその金額を入力して、そのような形で対応して

いくということになります。 

様々業者がいらっしゃいますけれども、御負担

になるような金額ではないのですけれども、機械

を取り扱うというのがなかなか難しいという御意

見もありまして、そういったことについては丁寧

に教えていきながら電子入札を進めていきたいと

考えております。 

○永本浩子委員 そこのところは本当に、私もど

ちらかというと高いほうの年齢の部類に入ります

ので、こういったところがあまり得意ではない部

分もあり、業者の中にはそういう方も結構いらっ

しゃるかと思いますし、環境的に整っていないと

ころもまだまだあると思いますので、そういった

ところもぜひ配慮しながら、行く行くはそういう

ふうに一本化されるかとは思いますけれども、そ

の移行期に関しては丁寧な対応をお願いしたいと

思います。 

また、そういったところで差が出るようなこと

はないということでよろしかったでしょうか、手

続上の。 

○村上雅彦都市整備課長 電子入札で応札される

方も、また、持参なり郵送なりされる方も、同じ

く入札には参加して行われますので、差があると

いうことはないと思います。 

○永本浩子委員 その辺のところ、ぜひよろしく

お願いいたします。 

また、効率化される以外の何かメリットという

のはありますでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 市としてのメリットと

いたしましては、ペーパーレス化が図れるですと

か、拘束される職員が少なくなったり、ヒューマ

ンエラーが少なくなったりすると考えられます。 

また、参加される事業者につきましては、入札

手続において、来庁が不要となったり、月曜日か

ら土曜日の夜中11時から翌朝８時まで、また、日

曜祭日を除き、このシステムにアクセスできるこ

とから、自己の都合に合わせて手続が可能となる

ところでございます。 

○永本浩子委員 日曜祭日を除いて夜中でもとい

うことは、すごくもしかしたら便利になるかなと

は思いました。 

また、反対にデメリットというのは考えられる
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ものは何かありますか。 

○村上雅彦都市整備課長 すみません、先ほどの

お話ですけれども、夜中は対応できませんので、

すみません。 

それと、デメリットについて御説明させていた

だきます。 

市としてのデメリットといたしましては、やは

りまだシステム導入時期ですので、少し不慣れな

ところがありまして、時間がかかっているという

ような状況となっております。 

参加事業者のデメリットといたしましては、や

はり導入に慣れていない事業者もおられることか

ら、間違って違うボタンを押してしまったりです

とか、間違った内容を入力してしまったりという

ようなことが考えられると思います。 

○立花学建設港湾部長 若干補足させていただき

ますと、今回４月１日から電子入札を導入したい

ということで計画しています。それに先立って、

テスト入札というのを３月に各業者、各ランクに

分けた形で細かくテスト入札を行っております。

その中で、押してはいけないようなボタンである

とか、金額的な入力に間違いがあるといった事例

があったものですから、そういうようなことがな

いように、やはり紙に書いて提出するということ

から、完全にキーボードを活用して打ち込むとい

う作業になりますので、しっかり確認をしていた

だかないと、そのまま入札に参加されるというこ

とについては注意をしていただかなければならな

いということでございますので、その辺について

も丁寧に説明しながら運用していきたいと思って

おります。 

○永本浩子委員 ぜひその辺のところ、電子関係

は、自分でいろいろ入力しても、言葉としてこれ

でオーケーですよとか返ってこないので、何か不

安になるというか、私もそういう世代なのですけ

れども、やはり今まで慣れていない業者は、ボタ

ン一つで会社の事業が大きく変わってしまうとい

うことなので、そういったことがないように、ぜ

ひ導入当初、しばらくは注意しながら運用を開始

していただければと思います。 

続きまして、99ページの客船誘致受入事業につ

いてお伺いいたします。 

今回、193万3,000円の予算がつきましたので、

令和７年度は客船の受入れがあるということで、

よろしかったのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 今年の客船の予定は、８月

に新しい船であります飛鳥Ⅲの寄港が予定されて

おります。 

○永本浩子委員 飛鳥Ⅲが来てくれるということ

で、久々の客船で大変うれしく思いますけれど

も、この飛鳥Ⅲは何人ぐらいの乗船規模になるの

でしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 飛鳥Ⅱよりも若干大きいの

ですが客室は減るような形で、ゆったりとした

ゴージャスな感じの船になっておりまして、飛鳥

Ⅱの客室というのが436室に対して、飛鳥Ⅲが385

室となっております。 

○永本浩子委員 船は大きくなっているけれど

も、中身がゴージャスで広々とということで、客

船の室数はちょっと減っているということなのだ

と思います。 

日本船籍なので、いろいろな連携というのは比

較的安心して取れるかと思いますけれども、以

前、ダイヤモンド・プリンセス号が入港したとき

に、かなり混乱したということがありました。新

年度は日本船籍の飛鳥Ⅲなので、事前の連携等は

取っていただけるかと思いますけれども、今後の

取組として、このときは港湾と観光の連携がなか

なか取れていなくて、港でのお迎えは、かなりボ

ランティアの通訳も用意して大変スムーズだった

のですけれども、その後、道の駅に移動した段階

で、通訳の数が全く足りずに、また、客層の掌握

ができていなかったことから、バスもタクシーも

足りず、バスに乗る誘導するにも道の駅の人手も

足りず、船の中で、「月」でリーズナブルにおす

しが食べられるという案内があったので、皆さん

そこに行きたいというところで、そこに殺到して

しまって、バスの中はぎゅうぎゅう詰めで、押し

たくても押せなくて、降りたいところで降りられ

なかったとか様々なことがありまして、また市民

会館での集まりもあって、市内タクシーもそちら

のほうにかなり取られてしまったということで、

大変大きな反省があったわけなのですけれども、

こういった客船の受入れに関しては、今後、令和

７年度は飛鳥Ⅲなので、ある程度安心できるかと

思いますけれども、外国船籍の客船とかの入港の

ときには、こんなことをきちんとしたいというよ

うなことはもうできているのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 今回は飛鳥Ⅲということ

で、国内船社になりますので、事前の共有はでき
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る状況でございます。 

今、委員がおっしゃったように、外国船籍とな

れば、なかなかそこら辺が難しくて、過去にも、

寄港する前にいろいろこちらのほうからメールと

かで問合せをしたこともありますが、なかなか

返ってこないと。それで、寄港する直前にそうい

う返答が来るなど、そういうことがありましたの

で、もし今後、外国船籍が来るとなった場合、も

し網走以外の日本のどこかの寄港地があれば、そ

こら辺と、どういう状況なのか、客層なのかとい

うのも事前に情報共有して、今後は対応していき

たいとは考えております。 

○永本浩子委員 外国船籍の難しさは、このとき

いろいろと伺って、現実はすごく大変な課題があ

るのだなと思いましたけれども、網走の前の寄港

地に確認をするとか、そういったことは大変大事

だと思いますし、例えば、港湾で用意していただ

いたボランティアの通訳の方たち、そのまま道の

駅に移動していただければ、あそこまでの混乱は

なかったかと思いますので、そうした港湾と観光

との連携もぜひやるようにしていただきたいと思

います。 

また、飛鳥Ⅲに関しては、令和６年度の取組の

結果として令和７年度に来ていただけるというこ

とになったかと思いますけれども、令和７年度の

取組としては、どういったところに客船誘致に動

こうと考えていらっしゃるのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 令和７年度も、引き続き国

内船社にトップセールスを行いまして、観光面で

のＰＲとか、網走港への寄港をお願いしたいと考

えております。 

○永本浩子委員 今回は日本船籍でしたけれど

も、外国船籍とかそういったところの誘致にも動

こうという考えはあるのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 昨年、観光庁の事業を活用

しまして、北海道運輸局、北海道の協力の下、外

国船社のキーパーソンを招聘いたしまして、観光

地の視察や意見交換を行い、クルーズ船のアドバ

イスをいただいたところでございます。 

アドバイスの主なものとしては、英語ができる

ガイドの確保、あと数百人規模の昼食会場の確保

や外貨両替機がないことなどであり、こういった

アドバイスをいただいておりますので、これらを

参考に、今後もこの事業がございますので、ク

ルーズ船誘致につなげたいと考えております。 

○永本浩子委員 やっと久々の入港になりますの

で、令和７年度もまた誘致活動を頑張っていただ

いて、令和８年度の誘致も成功できるように、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

○井戸達也委員長 永本委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩といたします。 

 再開は午前11時15分といたします。 

午前11時07分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

永本委員の質疑から。 

○永本浩子委員 それでは、103ページの市営住

宅維持修繕事業についてお伺いいたします。 

まず、この事業ですけれども、3,603万4,000円

から新年度は4,560万7,000円ということで、かな

り増額されておりますけれども、その理由につい

てお伺いいたします。 

○小原功建築課長 大きく予算が増額になった理

由でございますが、本年度開始いたしました市営

住宅の就労対策としての活用によりまして、住宅

を修繕する必要があることから、新年度において

15戸の修繕に要する費用を新たに見込んだことに

よるものでございます。 

○永本浩子委員 ということは、目的外使用の新

たに社宅等に使っていいということになったとこ

ろの修繕ということで、今15戸ということでお話

がありましたけれども、どこの市営になるので

しょうか。 

○小原功建築課長 大曲１丁目団地で９戸、台町

団地で６戸でございます。 

○永本浩子委員 修繕内容なのですけれども、大

曲等に入っていただいた外国人労働者の方たちの

雇用の企業に聞いてみると、事前の点検が済んで

いたはずなのに、入居してみると水漏れがあった

りとか、換気扇のひもがなかったりとか、そう

いったこともあったようですけれども、修繕内容

というのはどういう内容になっているのでしょう

か。 

○小原功建築課長 今、委員おっしゃったような

ことは当然こちらでも把握いたしており、もう少

し細かな修繕の確認が必要だった部分もあるかと

思います。ただ、長い間空いていたものですか
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ら、点検時に大丈夫でもその後不具合が出るとい

う部分もございます。そうしたものについては随

時対応していきたいと思いますが、今回修繕で行

うものにつきましては、通常募集を行っておりま

す入居に支障がない程度の修繕を予定しておりま

して、水回り、あと、床、壁、天井の不具合があ

るところについては改修を行うという修繕内容に

なっております。 

○永本浩子委員 確かに目的外使用になったとこ

ろというのは、長い間空いていたというところば

かりですので、やはりそういったことによって、

普通のずっと使っていたところと違う意味で、わ

からない部分の傷みとかそういった部分があるか

と思いますので、入居した後も連携を取りなが

ら、その辺のフォローをしっかりとお願いしたい

と思います。 

現在、この目的外使用で入居されている状況

と、今後の入居見込みについてお伺いいたしま

す。 

○小原功建築課長 本年度募集した団地につきま

しては、大曲１丁目団地で16戸を募集いたしまし

て、現在15戸が埋まっております。また、台町団

地につきましては、４戸募集し、４戸が埋まって

いる状況になっております。 

令和７年度予定しておりますのが、全体で20戸

予定しております。大曲１丁目団地で10戸、台町

団地で10戸でございます。 

先ほど、15戸の修繕を次年度予算では見込んで

いるのですが、５戸分につきましては、本年度の

中で修繕を終えておりますので、全体で20戸を募

集する予定としているところでございます。 

○永本浩子委員 新年度も令和６年度同等ぐらい

の入居を見込んでいるということかと思いますけ

れども、今入っている外国人労働者の方の人数

と、利用する企業についても教えていただければ

と思います。 

○小原功建築課長 現在入居されている方でござ

いますが、全体で先ほど申した19戸で43人が入居

している状況でございます。 

企業につきましては、大曲１丁目団地で２企

業、台町団地で２企業となっております。 

○永本浩子委員 大体１戸につき２人から３人ぐ

らいの利用状況かと思います。 

利用されている企業については、２企業、２企

業で４企業で、やはり水産関係ということでよろ

しかったでしょうか。 

○小原功建築課長 企業の数につきましては、実

３企業になります。水産加工業が２企業、あと食

肉加工が１企業ということになっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 令和６年度からの新事業で、なかなか利用のあ

れもよくて、好評の事業だと思いますので、今後

も引き続き皆さんに喜んでいただいて、外国人労

働者もたくさん来ていただける一助になるように

お願いしたいと思います。 

私からは以上で終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

石垣委員。 

暫時休憩いたします。 

午前11時22分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時23分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

石垣委員の質疑から。 

○石垣直樹委員 すみません。マイクを、移動す

る際に電池を落としてしまいまして。 

それでは、予算書の97ページ、除雪事業につい

て伺います。 

先ほども永本委員、ほかの委員からもございま

したが、前年度より2,200万円増額となっており

ます。燃料費や事業費の単価の変更というお話が

ありましたが、毎年上がっているわけですが、働

いている方の人数の推移というのはどのような感

じなのでしょうか、作業員のです。 

○近藤賢都市管理課長 除雪に携わる人数でござ

いますが、組合に加入している事業所です。組合

のほうですが、50名ほどの作業員、運転手がいま

す。それから、組合に加入している借上車両とな

りますが、そういった方のオペレーターは45名い

るということになっております。 

○石垣直樹委員 増えているのですか、減ってい

るのですか。 

○近藤賢都市管理課長 オペレーターは前年同様

です。それから、作業員は、今年は増やして対応

しています。 

○石垣直樹委員 増えているということは理解い

たしました。しかしながら、先ほどもありました

とおり、流氷まつり前の排雪がなかったりとか、

なかなか本年度は市民の批判が大きな声となって

きて届いておりますので、令和７年度はしっかり
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と対応していただければと思います。 

次に移ります。 

その前の職員給与費について伺います。97ペー

ジ、土木総務費の職員給与費です。 

昨年度16人の給料を払っていたと思いますが、

本年度は15人になっておりまして、１人減ったま

まの状況かと思います。なかなか忙しいかと思い

ますが、補充とかは考えていないのですか。 

○秋葉孝博企画総務部長 職員につきましては、

全体の中で調整をさせていただいております。予

算上程に当たりましては、現状の配置、それから

来年以降の状況を鑑みて予算を組んでいるという

状況です。 

なお、その１名減につきましては、育児休業に

入る職員の関係で１名が減になっているというよ

うな状況と、予算額が減っているというようなお

話かと思いますけれども、その見通しで減ってい

るということでございます。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。育児休業と

いうことですので、育児が終われば復活されるか

と思います。 

続きまして、99ページのみなと観光交流セン

ター整備事業について伺います。 

こちら、昨年度までは、みなと観光交流セン

ター管理運営事業が計上されていたかと思うので

すけれども、本年度は計上されていないのです

が、別な……理解いたしました。すみません。失

礼しました。見るところを間違っていたようで

す。 

続きまして、公園施設修繕事業について伺おう

と思いましたが、昨年度が130万円のところ、本

年度は530万円と増額になっておりますが、これ

は単純に修繕する公園が増えたという認識でよろ

しかったでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 増額の理由でございます

が、令和３年度以降、順次公園の遊具を更新して

おります。更新した遊具の多くは、鋼製の遊具か

ら樹脂製遊具に変わっていることで、交換の部材

が増えたことに加えて、利用頻度が高くなってい

ること、そういったことで部材の摩耗が激しく、

交換費用が増えていることによります。 

○石垣直樹委員 過去には子供が転落するという

事故もありましたので、しっかりと対応していた

だければと思います。 

続きまして、先ほどもございましたが103ペー

ジの市営住宅解体事業について伺います。 

解体した後の土地をどうするのかお伺いいたし

ます。 

○小原功建築課長 解体によりまして、宅地20区

画分の整備が可能となりますことから、解体後は

造成を行い、令和８年度の宅地分譲を予定してい

るところでございます。 

○石垣直樹委員 令和８年度に宅地の分譲を行う

というお話ですが、以前も問合せがあったのです

けれども、分譲の際には、市民の方、個人の方に

販売するかと思うのですけれども、法人でも買い

たいという要望が聞こえてくるのですけれども、

法人にも対応されるのかどうか伺います。 

○小原功建築課長 現在のところ、これまでも

行ってまいりました一般的な個人向けとしての分

譲を考えているところでございます。 

○石垣直樹委員 住宅の件数が年間40件程度と大

分減ってきている中で、法人で建て売りしている

企業も市内には存在しております。個人で土地を

買って住宅を建てるという考え方と、建て売りを

買うという考え方があると思いますので、法人対

応も今後検討していただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

○小西正敏財政課長 今の潮見住宅解体後につき

ましては、市有財産のこちらのほうに引継ぎを受

けて、こちらの財政課のほうで公売を予定するこ

とになると思います。 

それで、先ほどの法人関係というのを申しまし

たけれども、今まで分譲を各種行ってきたときに

は、一般的な個人向け住宅の画地の整備を行っ

て、個人の方の住宅ということで売却をしている

ことでございまして、基本的には一般の方向けに

販売を予定しております。法人向けに関しまして

は、今年度の市有財産のほうでも一部大区画がご

ざいますので、そういったところで随時、そう

いった物件がありましたら検討してまいりたいと

考えております。 

○石垣直樹委員 よろしくお願いします。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○村椿敏章委員 それでは、一つ目に雪対策事

業、事業費が増えたなどについてもわかりました

が、まず一つ、排雪が今年全面的にできなかった

ということは、２月中までの雪の量が少なかった

とか、そういうことによって全面的にできなかっ
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たということなのですけれども、雪が少ないこと

によってできなかったというよりも、基準がある

と思うのです、排雪する基準が。排雪をする決定

に至る基準というのはどのようなものなのか、伺

いたいと思います。 

○近藤賢都市管理課長 現在、排雪に係る基準と

いうのは特に持ち合わせていないのですが、その

ときの雪の堆積量を見て判断をしております。今

年につきましては、２月初旬の段階では、まだ積

雪量が少なかったことから、一部排雪ということ

で対応させていただきました。 

○村椿敏章委員 どちらにしても、２月初旬の雪

の量が少ないから、その決断に至らなかったとい

うところなのですが、その後も雪が降るわけです

よ。だから、今まで降った雪を排雪しておけば、

次の雪に備えられるという状況になると思うので

すけれども、そういうことは考えなかったのです

か。 

○近藤賢都市管理課長 排雪の状況でございます

が、排雪をすることによってざくざく路面とかが

発生しづらくなるということは、重々承知してい

るところですが、今回は本当に２月の初旬の段階

で、まだ積雪量が少ないということで、こういっ

た判断となり、一部排雪となった次第でございま

す。 

○村椿敏章委員 雪の量が少なかったというだけ

で排雪するかどうかの判断に至るのではなく、そ

の辺の考え方、基準を変えていくという必要があ

ると思うのですけれども、いかがですか。 

○近藤賢都市管理課長 雪の降り方、降雪の量と

いうのが、その時期その時期で年々変わってきて

いる傾向にもありますので、こういった今年のよ

うなことも踏まえて、今後は適切な時期にまた排

雪をする判断をして、進めていきたいと考えてお

ります。 

○立花学建設港湾部長 排雪の基準がないという

言い方をしていますけれども、基本的に交通の安

全が確保されないような堆積されている雪、この

状況を見て排雪の判断をしています。おおむね大

体１メーターから１メーター50ぐらい、路肩にた

まってきている、交差点部が非常に高くなってき

ているということをまず目安にはしていますけれ

ども、今回、少雪に加えて１月は暖気もありまし

て、堆積した雪がだんだん暖気で解けて下がって

きているという状況もございました。 

幹線道路については、排雪ではなくて、道路幅

を広げるための路肩の部分に堆積を、雪を押すと

いう作業をした中で、２月の上旬の段階では、交

通の安全を確保できるという判断の下、排雪は一

部行ったという経過でございます。 

結果として、今、２月の下旬から３月にかけ

て、雪が結果としては例年どおりの積雪の状況に

はなったということでございますけれども、結果

的に私たちとしても、排雪をすべきだったのかど

うかというのは、２月の上旬の段階で、ここまで

降るかというところが予測できれば、それは前

もって排雪を積極的にすることはできますけれど

も、ここまで異常気象の中で降雪量も少なく、12

月、１月にプラス気温になるなんていうことが今

までもなかったということもございますので、私

たちとしては、２月の段階での判断については、

その中でも向陽であるとか、幹線道路のバス路線

であるとか、そういったところの安全を確保する

ことで対応できるという判断の中で、今回は進め

ていたという状況でございます。 

○村椿敏章委員 理由としては、何となくそうい

う理由があったのかと思う部分もあるのですけれ

ども、でも、人員が３月になったらいなくなるわ

けですよね。３月になって排雪してといっても、

できないという現状があるということですよね。

そういう中で、今の理由は成り立たないような気

がするのですけれども、どうでしょうか。 

○立花学建設港湾部長 実際に排雪を担っていた

だいている方というのは、漁業者であるとか農業

者、そういった方の担い手の方たちの力がないと

排雪ができないというのは、私たちも知っており

ます。ですので、２月の中旬から下旬にかけて、

排雪としては終わらせていかなければならないと

いうことを念頭には置いて、２月の上旬に内部で

協議をした中で、今回の判断に至っておりますけ

れども、結果として、今回このような形で、２月

の下旬、３月に降雪があったということについて

は、結果としては排雪をすべきだったのかなとは

思われるのかもしれませんけれども、これが、雪

が降るかどうかというのは、未来の話の中で、そ

のときそのときに、私たちとしては判断をする中

で、２月中の排雪というのは、そのときの判断の

中で、向陽であるとかバス路線に限ってしたとい

う流れでございますので、そこについては御理解

いただきたいと思っております。 
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○村椿敏章委員 その後、２月の中旬ぐらいに、

雪が降って、高い山が333本通りにできて、やは

り見通しも悪くて、市民から要望が出たけれど

も、なかなかそれもできなかった。非常にもどか

しさも職員の方々は感じたと思うのです。ですか

ら、そうならないように、来年度からは検討して

いってもらいたいなと思います。 

先ほども、答弁の中では検討するという部分も

あったので、そうなっていくだろうなとは思うの

ですけれども、実はこの排雪の技術がなかなか継

承されづらくなったというのが、４年前ぐらいか

ら、３年間排雪しなかったでしょう。それで、班

数も減ってしまって、人員もいなくなって、技術

も継承できなくなった。あのときに私たちが指摘

したら、やはり技術の継承もしなければならない

し、１年に１回は排雪はするのだというような考

えもあったのですよね。そういうところも、改め

て見直してもらって、検討してもらいたいなと思

いますが、いかがでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 排雪していないというこ

とでございますが、今回、そういった技術の継承

もあるということから、全く排雪しないという対

応はせずに、予算の範囲内で、向陽ケ丘の一部で

すとか、幹線道路を中心とした潮見地区、それか

ら羽衣団地といったところ、台町大通線、桂町と

いったところを排雪をしましたので、そこがその

状況に合わせて、排雪をしないということではな

く対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 まずはわかりました。 

それで、今年、委託事業者が１社減ったことに

よっての影響です。オペレーターの人数は同じと

言っていますが、それで影響はなかったのかな

と。特に桂町とか変わりましたよね。市民からの

苦情とかは出されなかったのかどうか、伺いたい

と思います。 

○近藤賢都市管理課長 事業所が１個減って、運

転手が替わるということもありますので、そう

いった場合は、影響がないということはないので

すけれども、去年と除雪の仕方が違うというお話

をいただければ都度対応して、委託業者と話をし

て、改善に向けて進めております。 

○村椿敏章委員 そういうふうに丁寧に市民にも

説明していただきたいと思います。 

やはり市民の方々も、オペレーターが替わった

らどうなるのだろうと心配されていますから、そ

ういうところも、替わるときには、やはり今の委

託機関ですか、それよりも以前に引継ぎとかをし

ていく必要もあるのではないのかなと思うので

す。今、引継ぎ期間というのはあるのですか。そ

の辺について伺いたいと思います。 

○近藤賢都市管理課長 毎年、雪の降る前に除雪

計画を策定しております。それを策定するに当た

りまして、委託事業者、あと車両センターの常駐

する職員と話合いをしながら、そこはきちんと引

継ぎをするように進めてまいります。 

○村椿敏章委員 それは、引継ぎされているかど

うかというところは、されているのですか、され

ていないのですか。事前にしているということな

のですか。 

○近藤賢都市管理課長 除雪担当の職員のほうか

らきちんと委託業者と話をしている形になってい

ます。 

○村椿敏章委員 除雪している職員からというの

は市役所職員なのかなと思うのですけれども、そ

うではなくて、それだけではなくて、やはり前に

やっていた事業者から声も聞かなければならない

でしょうし、そういうことを考えたら、しっかり

その部分の期間も取って、時間も取り、お金も若

干払いながら丁寧にやってもらいたいなと思いま

すが、いかがですか。 

○近藤賢都市管理課長 除雪路線、新規にお願い

するところに当たりましては、雪が降る前に現地

の確認も行っておりますので、そこはきちんと引

継ぎするようになっております。ただ、新しい運

転手さんの方が、また入ったときには多少トラブ

ルがあると思いますので、そこは都度対応して改

めていきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 そうお願いしたいと思います。 

もう一つ、オペレーターを増やすためのアン

ケートの調査をされていると思いますが、その状

況というのですか、今までのところの実績などに

ついて伺いたいと思います。 

○近藤賢都市管理課長 今回始めたアンケートの

状況でございますが、10月下旬に始めたところで

す。個人の方８件、事業所の方１件の回答があり

ました。そして、アンケートに回答された方の中

で、除雪の事業に参画できる可能性があるという

回答をいただいた方、３件の方に詳しくお話を

伺ったところです。３件の個人の方なのですが、
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「機械の維持管理費や燃料費が支給されると助か

る」「除雪が副業となるため、本業に影響がない

時間帯には携わることができる」、また、中には

すごく優しい方で、「実家に帰っているときには

除雪を手伝える」というお答えもございました。

また、アンケートとは別に、実際に除雪の業務を

されている方、市内の商業施設だとか、そういっ

たところで除雪の業務をされている方にお話も伺

いました。その事業所の方からは、除雪車の維持

費が負担となるということから、運転手と作業員

は確保できるのですが、機械のリース代を見てい

ただければ可能性はあるといった御意見をいただ

いたところです。市としましては、除雪機械の維

持費の負担や購入など、様々な方策を立てていく

ことが必要と感じたところです。 

現時点では、具体的な担い手の確保には至って

いません。このたびの除雪シーズンが終わる頃、

改めてアンケートの実施を発信して、今後も多く

の意見を伺いたいと考えております。 

○村椿敏章委員 まだまだこのアンケート、市が

これに取り組んでいるということを、市民の皆さ

んは知らないと思うのですね。気軽に答えてほし

いという部分も含めながら進めてほしいのと、あ

と、ネットによる申込みだけではなくて、紙によ

る申込みができるようにするための方策も、例え

ば返信用封筒まではいかないまでも、ここに郵送

してくださいという紙を全戸配布するとか、それ

をすることによって、あの人いるじゃない、この

人いるじゃないという周りの人が声をかけてくれ

る可能性もありますよね。ぜひ、今の人材確保す

るための努力を引き続き続けていただきたいと思

いますが、どうでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 今回は、除雪に関する五

つのお願いを配るときに、そういったアンケート

もやりますということを発信しました。ただそれ

も年に１回しかないものですから、機会あるごと

に何かまた発信をして、例えば広告等を載せるだ

とか、新聞のかわら版を活用するとか、そういっ

た形でも、その中から回答できないですが、市役

所のほうで紙を用意しているだとか、そういった

ことも発信して、なるべく担い手が確保できるよ

うに進めてまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に、河川整備事業について伺いたいと思いま

す。 

予算書で言えば、99ページ、１億円なのです

が、内容は浚渫事業かと思いますけれども、もう

事業の実施から約３年ほどたっていると思いま

す。河川にたまった土砂を取り除く事業ですね。

氾濫を防いで、農地や住宅の被害を少なくして、

住民を守るためには欠かせない事業だと思いま

す。この事業のことについて、これまでの推移や

実績などについて伺いたいと思います。 

○村上雅彦都市整備課長 事業の中身、浚渫の中

身について、御説明をさせていただきます。 

本年度は、藻琴川の支流であります、豊栄川で

すとか、昭和川、また、ピットカリ川ですとか、

トモルベシュベ川などを実施する予定としており

ます。 

今までの実績といたしましては、令和４年度に

２河川、令和５年度に３河川、令和６年度に５河

川を実施してきたところでございます。 

○村椿敏章委員 これからの予定は、要はしなけ

ればならない河川はまだまだあるのかなと思うの

ですけれども、その河川がどれくらいあって、こ

れから何件ぐらいずつやっていく予定なのか、国

の予算もあると思いますが、その辺の状況につい

ても聞きたいと思います。 

○村上雅彦都市整備課長 浚渫を行う河川の計画

を持っておりまして、その中では27河川の浚渫を

計画しているところではございます。 

ただ、実際、農業従事者の方からの要望ですと

か連絡また通報などがあったり、河川のパトロー

ルによって、埋塞が確認されたりというように、

計画どおりになかなかいかないところもございま

すので、その辺は、氾濫が起きないように、先手

を打って浚渫を行っていきたいなと考えていると

ころです。 

○村椿敏章委員 国の予算としては、毎年１億円

程度ぐらいになるのでしょうか。もうちょっと増

やすことができないのかどうなのかとか、そんな

見通しなどがあれば。 

○村上雅彦都市整備課長 この河川整備事業の内

訳といたしましては、浚渫を行う事業と護岸を整

備する事業の二つに分かれております。それら２

事業を合わせて１億円で大体例年推移していると

ころですので、その中で対応していきたいと思っ

ております。 

○村椿敏章委員 まず、今の現状で進むというこ

とですね。そこは理解しました。 
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次に、高規格道路整備推進事業、101ページの

178万9,000円、事業の内容は何なのか、今後の予

定はどうなのか、伺いたいと思います。 

○村上雅彦都市整備課長 高規格道路整備推進事

業の内容について、御説明をさせていただきま

す。 

一般国道39号女満別空港網走道路の女満別空港

から網走呼人が令和６年４月に新規事業を発表さ

れたところです。残りの網走呼人から網走間の新

規事業化と全線開通を目指しまして、要望活動な

どを行う事業となっております。 

北海道横断自動車道北見網走間建設促進期成会

の事務局を網走市が担っておりますので、要望活

動に係る要望書等の作成、印刷、また要望活動へ

の旅費などが主な内容となっております。 

○村椿敏章委員 今、空港と網走間で言えば、空

港から呼人までのルートを決定していこうという

調査が始まっていると聞きますけれども、これ

は、網走まで来る時期というのは、大体何年ぐら

いを想定しているものなのか聞きたいと思いま

す。 

○村上雅彦都市整備課長 高規格道路に関する今

後のスケジュールというお話ですけれども、現在

のところ、網走呼人から網走までにつきまして

は、都市計画決定が必要ということで動いており

ますので、そちらにつきましては、事業化を目指

して動いているところでございます。 

事業全体が終わるというようなお話は、国から

の公表は今のところございませんが、一昔前まで

は、新規事業化からおおよそ10年と言われていた

ところですけれども、近年の物価上昇ですとか、

高難易度の工事が発生する区間があるなど、それ

ぞれ条件が違いますので、正確なところはわから

ないというような状況です。 

○村椿敏章委員 そうですよね、なかなか簡単に

いついつまでという答えは返ってこないなとは

思ったのですけれども、やはりまだまだ先の話な

のだなと思います。 

市長は、高規格道路ができることが決まった

と、網走のこれからの発展のためにはとても大事

なものが決まったということは言っております。

ただ、これから人口減少がどんどん進んでいく中

で、時期的な混雑なども今まであったと思います

けれども、道路だけ立派になっても人口が減って

しまったら、やはり元も子もないのかなと私は思

います。 

何を網走市はやっていけばいいのかなと思った

ときに、先ほどの答弁にもあったように、市道の

整備ですね、今ある市道の整備、そういうところ

をもっともっと手厚くしていくことによって、住

みやすいまちになっていくのではないのかなと思

います。河川整備のことも同じです。 

最近、多いのは、結構保険によって車を直して

いるというのも先ほどありました。こういうのが

増えないような市政運営が必要なのかなと思いま

すがどうでしょうか。 

○立花学建設港湾部長 今、委員からお話あるよ

うに、市民生活を守るために市道の整備というの

は必要です。高規格道路においても、人口減少社

会になるということはわかってきておりますけれ

ども、物流であったり、緊急搬送する安心・安

全、命を守る道路であったり、観光周遊のための

道路であったり、様々な今後網走にとって必要な

事業だと思っておりますので、やはり高規格道路

も必要ですし、市道の改修整備についても必要だ

と思っております。 

○村椿敏章委員 そうですよね。どちらも必要だ

ということなのでしょうけれども、ただ、やはり

国の予算というのは決まっていますよね。その中

で新規の事業を、特に高規格道路の場合、1,000

億円かかると言われているわけですから、そうい

う大規模な開発、公共事業をすることによって、

逆に維持管理のほうの予算、起債の予算もあるで

しょうが、そちらのほうがやはり減らされている

というのが現状だと思うのですよ。逆に、高規格

道路も要望するのであれば、当然維持管理事業、

それから今ある事業を、今ある道路をどう住みや

すくしていくかというところについても要望も当

然していると思いますが、それを市として、全体

的に見て、まだまだ直すところがたくさんあるの

だと、そのための事業費をもっと増やしてほしい

という要望事業も必要なのかなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○立花学建設港湾部長 高規格道路の要望、中央

要望に行くのですけれども、その際には、高規格

道路の早期完成に向けた要望に加えて、今、委員

からお話があるように、国土強靭化のための老朽

化対策の予算についても要望しておりますので、

高規格道路にだけ予算をつけてくださいという要

望ではなく、老朽化対策にも併せて要望をしてい
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る状況でございます。 

○村椿敏章委員 どちらもしているということは

わかりました。 

ただ、住みやすいまちというところを、もっと

市民にアピールできるような取組にしてもらいた

いと思います。 

次に、住環境改善補助金、これも先ほどから何

度もされていますが、窓工事が106件ということ

で、これの推移がどんな状況なのか伺いたいと思

います。 

○小原功建築課長 窓断熱工事につきましては、

平成31年度から申し上げますが、平成31年度22

件、令和２年度35件、令和３年度46件、令和４年

度41件、令和５年度60件、本年度２月末の状況で

すが106件ということになっております。 

○村椿敏章委員 今、燃料費が上がって、本当に

市民の生活が大変な中で、やはりそれを応援する

のは断熱工事、省エネ工事が一番なのかなと思い

ます。 

そうした中で、何で増えているのかなというの

もちょっと気になったのですが、国のほうも窓工

事の補助金を出していますよね。それを合わせる

と、実際に国のほうの補助金ももらいつつ網走市

の補助金ももらいながら窓工事をしたら、何％ぐ

らいが補助されて、自分の持ち出しはどれくらい

でいけるのだというモデルケースみたいなものを

つくってみて、そういうのを市民にお知らせして

いくというのも、これからのＣＯ₂削減にもつな

がるかなと思うのですけれども、そんなことは考

えたことはないでしょうか。 

○小原功建築課長 国において実施されておりま

す窓リノベ工事ですとか、子育て向けとかでリ

フォームしたりとか、様々な補助事業がこの間、

近年用意されております。それにつきまして、市

の補助を使っている割合と、要件とかがございま

すので、国だけで補助を頂いている方、様々だと

思っております。 

今、委員がおっしゃったような詳細な部分のお

示しはなかなか難しいと思っておりますけれど

も、市においては、国がどんな制度をやっている

かといった部分については、市民にお知らせして

いくことは重要だと考えております。 

○村椿敏章委員 そうですね。それをすることに

よって、ハードルがぐっと下がりますよね。その

国の事業の補助をもらうためには、企業側の建築

屋さん側のほうの認定とか、そういうのも必要な

のかなと思うのですけれども、その状況について

はどんな状況なのか、つかんでいますか。 

○小原功建築課長 断熱窓の改修で国が行ってい

る補助につきましては、事業者が申請をするよう

な立てつけになっております。市内の事業者が、

現在ホームページで確認したところは、15社が登

録しているという状況は把握しているところでご

ざいます。 

○村椿敏章委員 15社あるということで、多くの

建築業者がいると思うのです。その何％になって

いるか、わかれば教えてほしいというところです

けれども、そこをもっと広げて、網走市の活性化

にもつながりますよね。それだけ工事が増えて、

お金も動いて、そして、断熱もできて、ＣＯ₂の

削減にもつながる。これは非常に好循環が生まれ

るのかなと思いますので、ぜひその辺やっていた

だきたいと思います。 

次に移ります。 

○井戸達也委員長 村椿委員の質疑の途中です

が、ここで昼食のため暫時休憩といたします。 

再開は午後１時といたします。 

午後12時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 村椿委員の質疑を続行いたします。 

○村椿敏章委員 それでは、引き続き質問いたし

ます。 

次は、住生活基本計画策定事業、103ページの

848万5,000円です。この内容について伺いたいと

思います。 

○小原功建築課長 計画策定の目的でございます

が、本計画は現行の網走市住生活基本計画、これ

は平成28年度から10年間を計画期間としているも

のでございます。それが次年度で満了することか

ら、令和８年度からの10年間の計画を策定するも

のでございます。 

本計画は、本市における住宅施策の目標、推進

計画を定め、具体的な住宅施策を推進することを

目標に策定するものであり、住宅施策の基本とな

る計画でございます。網走市総合計画の住宅施策

部門の個別計画に位置づけられているものでござ

います。 
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○村椿敏章委員 住生活ですから、例えば網走市

内の民間アパートの料金や家賃が高いという問題

もあると思うのです。そういうところを補えてい

るのが公営住宅なのかなと思ってはいるのですよ

ね。公営住宅の戸数などは今現在幾らあって、そ

して、例えば10年前のつくった計画、そこでいう

と何戸にしようと考えていたのか、その辺につい

て伺いたいと思うのですけれども、やはり先ほど

言っていた市営住宅の見直しなどもこの間されて

きていて、外国人も入ってきているというのはわ

かっておりますが、そういう意味でも市営住宅の

利用価値は上がっているのかなと思います。そん

なのも含めて考えていくことも必要なのかなと思

うのですが、まずは前回の計画について伺いたい

と思います。 

○小原功建築課長 市営住宅についてでございま

すが、現行の計画では、令和７年度において、市

営住宅の必要とされる個数を1,515戸と見込んで

おりました。今、実際、市営住宅に入居されてい

る世帯が、本年４月１日時点で1,168世帯となっ

ておりますので、計画よりも入居されている方の

減少が進んでいるという状況でございます。 

○村椿敏章委員 入居者が1,000……もう一度お

願いします。 

○小原功建築課長 1,168世帯です。 

○村椿敏章委員 これだけ計画から見ると減って

いるというのは、一つは人口減少もあるかなと思

いますが、もう一つは、１人世帯の入れる住宅が

少ないということがあったり、または設備が古く

て利用しづらいとか、そういうのもあると思うの

です。そういうところから言ったらどうなのかな

と思います。できれば、やはり入居者を増やすた

めの工夫が必要ですし、先ほどの外国人に入って

いただくこととか、単身者の世帯が入れる、そう

いう見直しも必要だと思うのですけれども、どう

でしょうか。 

○小原功建築課長 人口減少に伴って、今、空い

ている市営住宅が多いという状況が今現在ござい

ます。そうしたものの活用について、本年度より

市内に就労する方への社宅としての活用、また本

年度から、世帯向け住宅、３人以上世帯を２人以

上でも入れるようにしたということもございま

す。大曲地区につきましては、３ＬＤＫを単身で

も入れるというふうな形にしております。実際、

単身で本年度２件、２世帯入られております。そ

うしたことをしながら、活用については、同時に

進めていかなければならないとは考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 そういう工夫もしていただいて

いるということはわかりました。 

また、住宅自体が３ＬＤＫとなると大きすぎる

というのもあるでしょうね、やはりね。そんな気

もしますが、そういった中で、例えば、その部屋

を二つに区切るとか、そういう大規模的な改修も

しながら、公営住宅の利用を促進できればいいの

かなと思うのですけれども、国では、そういうリ

フォームだとか、それから大規模な改修に対して

助成金、補助金や交付金などの手当もあると思う

のですが、その辺についてあれば伺いたいと思い

ます。 

○小原功建築課長 市営住宅長寿命化計画という

のがございまして、そちらを本市も作成し、一定

程度の修繕計画を位置づけておりますが、それに

位置づけたものにつきましては、国の社会資本整

備総合交付金の中で、45％から50％程度の交付金

が当たるような補助メニューはございます。 

○村椿敏章委員 そういうものもあるということ

です。 

 そして、先ほどのリフォームの関係で、断熱化

などもどんどん進んでいるというか、多くなって

いるというのもわかりましたから、やはりここで

市営住宅の利便性を高める断熱性についても、そ

ういう補助金を使いながら、社会資本整備総合交

付金を活用しながら検討していく必要があると思

いますが、いかがでしょうか。 

○小原功建築課長 先ほど申したように、当市に

おいては、市営住宅が入居される方よりも数が多

く、過年度に整備されたものが今現在残っており

ます。こうしたものについては、まだ耐用年数が

ございますので、そうした住宅の長寿命化という

ものを、ここはやっていかなければならないもの

だと思っております。屋上防水、外壁改修、そう

いったものは必要だと思っております。 

また、次年度、予算化しているものについて

は、ＬＥＤ化、こちらは市内の市営住宅全てで、

今後５年程度をかけて取り替えていきたいと考え

ておりますが、今、委員おっしゃったような断熱

に特化したようなことについては、今現在はその

対応をする予定はないところでございます。 

○村椿敏章委員 今のところはないというところ
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ですけれども、この住生活基本計画策定事業、こ

こにそういう部分をぜひ反映させていただきたい

なと思いますが、いかがでしょうか。 

○小原功建築課長 大きな市内の住宅全般に係る

部分の計画を策定いたしますので、一般住宅を含

めた省エネ化という部分は、現在もそれの目標な

りを持っておりますし、次もまた省エネというの

は外せない部分だと思っております。 

一般住宅につきましては、先ほど来の住環境改

善補助金の中で一定のメニューがあります。 

市営住宅につきましてですが、先ほどと同様な

答弁になりますが、そうした長寿命化のためのも

のは行ってまいりますが、大きな計画ですので、

10年間の間でどうするかといった部分はこの計画

では記載はできませんが、先ほど申した長寿命化

計画、これの更新等のときに、そういったことが

必要であれば、大規模改修も含めてそういった改

修が入るということも考えられると思っておりま

す。 

○村椿敏章委員 全国的に言うと、公営住宅の戸

数というのはどんどん減っていて、国もそれの戸

数をどんどん増やすというような考えはなく、減

らしていくというふうに考えているのですよね。

ですけれども、網走みたいに、先ほどの、民間の

住宅の料金が高い中で、家賃が高い中で、果たす

役割は非常に多いですから、大きいですから、ぜ

ひ減らすことのないような、そういう仕組みに、

そういう計画にしていってほしいなと思います。 

今も私の希望についてどうするかというのは話

されなかったですけれども、検討してほしいなと

思います。 

この策定はいつぐらいまでにつくるような予定

なのですか。計画について伺いたいと思います、

スケジュールです。 

○小原功建築課長 本計画策定のスケジュールで

ございますが、６月頃をめどに業者に委託をいた

しまして、その後、８月をめどに市民アンケー

ト、今、2,000世帯を考えておりますが、こちら

を実施いたします。その後、網走市住宅審議会を

開催いたしまして、年内をめどに北海道へ中間報

告、内容の確認をしていただき、完成は令和８年

３月を考えているところでございます。 

○村椿敏章委員 その審議会というのは公開でさ

れるのですか。 

○小原功建築課長 公開になるものと考えており

ます。 

○村椿敏章委員 わかりました。今のことは終わ

ります。 

除雪の関係で、先ほど聞き忘れたところがあっ

たので、もう一つ伺いたいのですけれども、排雪

ですね、当初の予算５億円、これは来年度か、今

年の予算の中に、排雪の経費というのはもともと

入っているものなのかどうか伺いたいと思いま

す。 

○近藤賢都市管理課長 当初の予算に、全ての箇

所をやる排雪ではないですけれども、今回であれ

ば、延べで10日間分の排雪の費用を見込んでおり

ました。 

○村椿敏章委員 10日間分ということはわかりま

した。できたら、全路線できるような、全路線や

るとしたらもっともっとかかるのですか、１か月

ぐらいかかるのですか。 

○近藤賢都市管理課長 全排雪した、近年ですと

令和３年、このときは雪の量が多くて、延べ76

日、令和５年は延べ56日となっております。 

○村椿敏章委員 理解しました。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○山田庫司郎委員 私から２点ほどですが、質問

をさせていただきたいと思います。 

まず、予算説明書の97ページになりますし、既

に澤谷委員が質問していますから、重なるところ

はなるべく工夫しながら質問させていただきたい

と思いますが、実際、御存じだと思うのですが、

地方創生事業でやられた事業でありまして、全国

的にも非常に注目されている事業の一つだと思っ

ていまして、今、国が紹介している事業なので、

非常に今後の部分では大事な事業だろうと私自身

も思っています。 

それで、先ほどもちょっと議論しておりました

けれども、昨年は５か所設置して、今年の除雪の

出動についても利用させていただいたと思ってい

ますので、実際、評価として、５か所に設置をし

たモニタリングの状況について、原課としてどう

いう評価をしているか、お聞かせいただきたいと

思います。 

○近藤賢都市管理課長 今年度、先ほど委員から

ありましたとおり、デジタル田園都市国家構想交

付金というのでつけさせていただきました。今年

度につきましては、初めてセンサーをつけたわけ
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ですから、センサーの測定精度、７センチになっ

たときに登録してある端末にメールが届きますの

で、その際、その７センチの状況が正しいかどう

か、現地に行って測量し、誤差は１センチ未満と

いう形でかなり精度は高いと考えております。 

５か所設置したわけですが、郊外地区に設置し

まして、パトロールの状況を判断しやすくできる

ものかどうか、検討をしているところでございま

す。 

○山田庫司郎委員 今までは目測といいますか、

10センチ以上になったなということも含めて、出

動しましょうということで動いていた経過の中

で、このモニタリングからの情報を含めて、現地

にまた出向いて誤差確認をしたというお話があっ

たのですが、やはりよくなりましたか。人員配置

を含めていろいろなことを考えると、トータル的

にはこういうものをやはりきちんと入れて、今後

もやるべきだという原課としての考え方がきっと

あるのだと思うのです。７年度に130万円くらい

また運用管理するための予算措置をしていますか

ら、それがやはりよかったという判断をされてい

るのですね。 

○近藤賢都市管理課長 状況が瞬時に把握できる

こと、またふだんから登録してある端末を開け

ば、現在の積雪の情報も常に見られるシステムな

ので、そこは非常に据えてよかったと考えており

ます。また、まずは市街地ではなく今回郊外のほ

うに置いているので、郊外のほうは特に風が吹い

ただけで、雪が降っていなくても風が吹いただけ

で吹きだまりもできますので、そういうものをこ

のシステムで確認もできるので、非常によかった

とは感じております。 

○山田庫司郎委員 ただ、除雪を受ける側の市民

の立場になりますと、今年はどうしてかなという

のが全てではないのですが、何か出動するのが遅

くなったのではないかという実感もちょっと正直

言って私はありましたし、例えば２月20日あたり

には、これは皆さん御存じだと思いますし、原課

も押さえていると思いますが、通学路が除雪に

なっていなかった状況もあったのがひとつ、そう

いう日もあったのですよね。そんなことを考えま

すと、元に戻れという意味ではないのですが、そ

ういう出動が遅れたという経緯はなかったのかど

うか、原課としてどう考えていますか。 

○近藤賢都市管理課長 除雪の出動に当たりまし

ては、きちんとパトロールを夜中のうちにやりま

して、例えば遅れたという言い方はちょっと語弊

があるのですけれども、例えば雪の降り出しが４

時とか４時半とか、遅くなったときはどうしても

出動も遅くなります。基本的には全除雪すると

いったら３時ぐらいに出動するのが通常なのです

けれども、その降り出しが遅ければ、除雪のス

タートも遅くなるという現状はありますので、そ

こは適切に業務をこなしているというふうに考え

ております。 

○山田庫司郎委員 それはわかりますよ。当たり

前のことです。それはしなければならないこと。 

ただ、このモニタリングを入れたのと、今まで

の従来の方式とで、私にすればちょっと遅れた状

況が今年なかったかなと思ったのですが、ただ、

課長が答えたように、雪の降り出しが遅かったと

か、そういうときにぶつかったのが２月20日、本

当に通学路が空いていなかったのですよ。そうい

う箇所もあったというのは、今まではあまり考え

られないことなのですが、その辺については原課

はどういうふうに捉えていますか。 

○近藤賢都市管理課長 遅れたところは、そこは

やはり雪の降り出しの関係で遅れたと考えており

まして、このモニタリングシステムにつきまして

は、市街地のほうは見ておりませんので、今のと

ころ。モニタリングシステムとは関係なく、やは

り雪の降り出しの時間で時間が遅くなったという

ことはあると思いますので、そこはきちんと業務

はしていると考えております。 

○山田庫司郎委員 しっかり検証していただい

て、今後もちろん私は続けていくべきだと思って

いますけれども、改善点があるのかどうか含め

て、しっかり私は検証してチェックすべきだと思

うのですね。問題点があれば、機器ですから直す

こと、対応することが可能なら、そういう対策を

していくと。それと、実際５か所で足りたか足り

ないかも含めてですが、原課としてどういうふう

に思っていますか。もう少しあったほうがいいの

かどうかも含めて。 

○近藤賢都市管理課長 ５か所設置して、その状

況を常に確認できるので、費用対効果もあります

が、多ければ多いほどそこは活用できるとは考え

ております。 

○山田庫司郎委員 そうしたら、５か所設置をし

たことで、今後はやっていくという考え方と、や
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はり１年間、もう少しすると雪が解けまして、こ

のモニタリングがどういうふうに活用されて、ど

ういう形で生きたのか、また問題点はなかったの

かということを、しっかりまた検証していただき

たいと。このことについてはよろしいですか。 

○立花学建設港湾部長 今回、この積雪深自動モ

ニタリングシステムというのを初めて設置して検

証を進める中で、令和６年度の除雪については、

このセンサーの状況を踏まえた除雪の出動という

のはまずしていません。しんしんと降る雪につい

ては、リアルにそこの降雪状況というのはわかる

のですけれども、やはり吹きだまりの状況である

とか、場所によってどのような雪が堆積されるか

ということについては、まだこのセンサーだけで

は、出動の判断は全て任せていくことは難しいと

思っています。この積雪深のモニタリングに加え

て、例えばカメラをつけるであるとか、どのよう

な形でさらにパトロールをせずに出動することが

できるかということについては、もう少し時間を

かけて、このシステムをどういうふうに活用する

かということについては、もうちょっと時間をか

けながら進めていきたいと思っております。 

箇所数についても、増やせば増やすほど確かに

パトロールの部分は少なくなりますけれども、吹

きだまりの解消がならないと、増やしてもパト

ロールはどうしても、どちらにしても行かなけれ

ばならないとするならば、あまり増やせば確実に

パトロールが減るということについては、私とし

てはまだそこまでには至っていないかなとは思っ

ております。 

○山田庫司郎委員 再確認しますが、去年設置し

たものを今年の出動には使わなかったという答弁

だったのですが、私は使われたと思って、その前

提で聞いたのですが、そういう状況なのですね。

だから、今、部長から答弁あったように、今回い

ろいろ現地に走って、７センチということで現地

で確認したら、誤差が１センチ以内ぐらいに大体

終わっていたと。出動の基準は10センチですか

ら、その辺を含めて、今後はそのモニタリングが

いかにうまく利用できるか、そういうことも含め

て、出動の判断というのはどういうふうにするか

というのは今後の課題だと、こういう答弁だとい

うことで、そうですか、令和６年度の出動には使

わなかったですか。わかりました。 

ぜひ、きちんと検証していただいて、いい意味

で利用していただくように、夜中に行って大変で

すから、そういうことも含めてお願いをさせてい

ただきたいと思います。 

この質問については終わりますが、次に予算説

明書101ページになります。街路樹の維持管理事

業についてです。 

これは昨年より約110万円ぐらい増額になって

います。ただ、私も古い議員になりましたから、

昔は1,000万円以上、街路樹の維持管理について

いたというふうに記憶があります。今、街路樹、

植樹桝も含めてになると思いますが、やはり植樹

桝の中の灌木という低い木が街路樹として植えら

れているところもありますし、桜があったり、い

ろいろな木も植えられるのが植樹桝で、街路樹だ

というふうに思っているのですが、今、非常に大

きくなりすぎて、除雪の邪魔になったり、交差点

等については、車が出るときに非常に目視の関係

でかえって危ない場合などがあって、カットをし

ている、切っていっている状況もきっと私はある

のだろうと思っています。 

それで、今、街路樹、植樹桝の管理も含めてな

のですが、一時期、私も道路を造る担当をしたこ

とがあるのですが、はやりと言ったら言葉が語弊

ありますけれども、街路などは特に植樹桝をつけ

て木を植えていきましょうという時期があったの

ですが、今はそんなにそこには力を入れていない

のかもしれませんが、今後、街路樹を含めた植樹

桝、まだまだ低木が生えているところもまだ何か

所かございますけれども、最終的にはどういうふ

うにしていこうかという何か考え方があるのな

ら、お示しいただきたいと思うのですが。 

○近藤賢都市管理課長 街路樹についてでござい

ますが、現在、市道延長48キロ、総本数が2,686

本、街路樹があります。その多くが30年以上経過

して、委員おっしゃられたように大きく成長した

ことによって、標識が見えない、電線等に接触し

ているという状況もございます。 

また、植樹桝では根っこが歩道に隆起している

とか、歩行空間にも影響を与えている状況であり

ます。 

今後、将来の人口減少を考えると、維持管理

上、街路樹の再編計画により街路樹の廃止を見直

したいと考えておりまして、網走市街路樹再編計

画の案を策定したところです。令和７年度はこの

案を地域のほうに説明し、皆さんの御意見を伺い
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ながら、街路樹配置計画を策定して、この計画に

基づいて管理していきたいと考えております。 

○山田庫司郎委員 せっかく成長した木を切らな

ければならないということも当然出てくると思い

ます。黙って置いておけば、倒木として危険な状

況もひとつ出てくるわけですから、いろいろなこ

とを考えながら、今説明があったように、本当に

路線ごとにいけば、どこどこと言ってもいいぐら

いですが、この木大丈夫かなという道路もありま

すので、ぜひその辺しっかり計画案を市民に示し

て、切ってしまった後に市民に言われないよう

に、きちんと事前の説明と納得していただくこと

が大事ですから、その辺しっかりお願いしたいな

と、こんなふうに思います。 

それで切った後の今度植樹桝は撤去になりませ

んから、そのまま残るのですが、維持管理を含め

て考えますと、根っこがあるというのが非常に困

る場合もあるのですね。ですから、できれば木を

切った場合については、抜根も含めて、植樹桝自

体がなくなるような抜根になると、これまた別の

対応になるかもしれませんが、ぜひ抜根も含めた

作業をお願いしたいと。なぜなら、その後に地域

によっては、今、花いっぱい運動で植樹桝に花を

植えたりしているような地域もあるのですよね。

そういう利活用もできますので、ぜひお願いした

いのと、植樹桝に今度草が生えてきます。今、草

刈りを植樹桝の管理として市がやってくれている

のですが、なかなか手が回らない。お金が足りて

いるのか足りていないのかも私はわかりません

が、ぜひきちんとした草刈りをお願いしたいの

と、順番を、公共施設がある、例えばコミセンが

あるとか、いろいろな施設がある周りの植樹桝の

草については、やはりきちんとしていくようなこ

との考え方も含めて対応ができるかどうか、その

辺の可能性についていかがでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 令和７年度におきまして

は、計画的に進めている南４条通線、こちらにつ

いては根っこを抜く抜根を考えているところで

す。またそのほかの植樹桝につきましても、先ほ

どこれからつくる街路樹再編計画の中で、どこを

残しどこを生かす、そこも含めて検討してまいり

ます。 

○山田庫司郎委員 ぜひお願いしたいので。 

それで、先ほど説明があったように、案につい

て今お手元にあるということですから、それを市

民に説明して、最終的には８年からその計画を基

にして、街路樹なり植樹桝の維持管理をやってい

くということの先ほどの答弁ですが、令和８年度

からということでよろしいですか。 

○近藤賢都市管理課長 現在予定しているところ

ですが、今年の２月に、まずは町内会連合会の理

事会で概要を説明させていただきました。その

後、今年の４月には町内会連合会の総会もござい

ますので、そこでもまた説明をさせていただき、

その後はまちづくり懇談会の中で概要説明をし

て、同時にパブリックコメントも実施して、令和

７年度中に運用を開始したいという予定でおりま

す。 

○山田庫司郎委員 予算600万円程度のお金です

けれども、やはり観光のまち網走という視点もあ

りますから、きちんと道路管理はもちろんですけ

れども、この街路樹、植樹桝の管理も私は大切な

ことだと思いますので、今説明あったように、き

ちんとした計画案を、最終的に計画に切り替えて

いただいて、それをベースにしっかり取り組んで

いただくことをお願いしたいと思います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○松浦敏司委員 大分重複しておりますので、重

なっていない部分についてだけ、まず質問してい

きたいと思うのですが、住環境改善補助金の関係

ですが、大変、前年より大幅に予算が増えている

ということで、前年度より1,940万円ほど増えて

いますから、必要があって、こういうふうに予算

づけしたのだろうと思うのですが、昨年までの補

助金の実績について、原課としてどんなふうな評

価をして、今回のような形になったのか伺いま

す。 

○小原功建築課長 この間の推移を見ますと、令

和３年度が245件2,300万円、令和４年度が260件

2,400万円、令和５年度が293件で約2,700万円で

ございました。 

本年度、エアコンを対象にしたことと窓の断熱

改修が進んだということで、全体で853件の申請

を現在受けているところで、約4,200万円の申請

があるところです。エアコンと断熱改修につきま

しては、次年度においても同様の傾向になるもの

と見込んでおりますので、本年同様4,200万円程

度のニーズがあるものと考えたところでございま

す。 
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○松浦敏司委員 その辺、わかりました。 

この補助金というのは、経済波及効果が大きい

と言われております。毎年聞くのですが、この辺

についてどんなふうに評価しているのか伺いま

す。 

○小原功建築課長 本年２月末の状況ですが、先

ほど申し上げた853件の補助額、約4,200万円に対

し、実際の工事の契約額は約８億8,000万円と

なっております。経済波及効果、約1.5倍といた

しましても、13億2,000万円程度の効果があった

ものと推計をしているところでございます。 

○松浦敏司委員 非常に経済的な効果があるとい

うことでありますので、引き続き努力をしていっ

てほしいと思います。 

次に移ります。 

住宅リフォーム資金については里見委員が質問

しましたので割愛します。 

それと、都市公園等ストック再編事業というこ

とで、これはさきに質問がありましたけれども、

ここで私が聞きたいのは、更新整備についてはわ

かったのですが、撤去というのが４公園であるの

ですけれども、それなりの理由があって撤去とい

う形になるのでしょうけれども、その辺はどんな

主な理由としてあるのか伺います。 

○村上雅彦都市整備課長 現在進めております都

市公園等ストック再編事業につきましては、一定

エリアについて集約を行っていくという考えで

行っておりますので、公園の遊具が設置された公

園等ができてくれば、周りの公園で老朽化が進ん

でいる遊具やベンチなどを撤去していくというよ

うな内容になっております。 

今年行うところも、台町ですとか大曲ですと

か、周りで公園整備が進みますので、それ以外の

小さな公園の施設を撤去していくということに

なっております。 

○松浦敏司委員 つまり撤去というのは、近くに

新しい公園といいますか、それが整備されたの

で、古いところについては必要がなくなったので

撤去と、こういうふうに受け止めてよろしいので

すか。 

○村上雅彦都市整備課長 基本的には使えるうち

は使っていこうとは思っているのですけれども、

やはり老朽化がかなり進んでおりますので、そう

いったもの、老朽化が進んでいるものからだんだ

ん撤去していくというふうになっております。 

また、今回撤去する公園におきましても、休憩

施設を更新したりするような公園も２公園含まれ

ているのが現状です。 

○松浦敏司委員 結果として、人によっては自分

の家の近くにあった公園がなくなってしまって、

子供たちも遊んでいたのにというようなことも、

話も聞いたことがあるものですから、多分、近隣

の町内や町内会などとは相談した結果、撤去して

もいいというふうな合意があるので、撤去に至る

と考えてよろしいですか。 

○村上雅彦都市整備課長 整備する公園につきま

しては、周りの近隣の町内会等もお話をしており

ますけれども、撤去する公園につきましても、周

知を行っていきたいと思っております。 

○松浦敏司委員 ぜひその辺をできるだけ丁寧

に、地域の人たちに説明をする必要があるかなと

思います。 

それで、あとは用地取得の関係で、緑地と駐車

場というような、先ほどの質疑の中で答弁があっ

たかと思うのですが、例えば、第３駐車場のとこ

ろのすぐ隣だということなのですが、これまで、

第３駐車場も含めてエコーセンターの利用をする

中で、駐車場が不足していますよと、止めるとこ

ろがもう満杯ですよということが度々あったの

か、それともどの程度把握しているのか伺いま

す。 

○村上雅彦都市整備課長 今の御質問ですけれど

も、すみません、施設のほうでどのように駐車場

があふれてきたかというのは、さすがに私のほう

では押さえていないのですけれども、駐車場にす

るのか緑地にするのかも含めて、これから検討さ

せていただきます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、駐車場にする

のであれば、必要性があって、どうしてもやはり

広げたほうがいいというようなことが説明できる

ようにしなければならないし、緑地であれば緑地

として、市民がしっかり憩える、そういった場所

にふさわしいものにしていくのだと、いずれにし

ても、そういったわかりやすいように説明できる

ようなことが必要だと思うので、その辺、しっか

りとやっていってほしいと思うのですが、いかが

ですか。 

○村上雅彦都市整備課長 委員からそういう御提

案もありましたので、しっかりと検討を進めさせ

ていただいて進めていきたいなと思います。 
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○立花学建設港湾部長 今、土地を取得しようと

している場所については、都市機能誘導構想の提

言の中で教育文化交流ゾーンという位置づけで

す。場合によっては、社会教育施設のエコーセン

ターが今後どのような形でということも含めて、

そこの土地について、現段階では緑地と駐車場と

の間ということで、公園整備の中で取得をします

けれども、様々な今後の活用については検討を深

めて、そこの土地について有効的に使っていきた

いと考えております。 

○松浦敏司委員 そういうことでいいのかなと思

います。 

次に移ります。 

市営住宅の建設事業ということで、先ほど来、

他の委員から質問がありましたけれども、あらあ

らわかってきたのですが、もう一つ聞きたいの

は、今まで、潮見の市営住宅、最高時、どれくら

いあって、そして、今回建て替えをすることに

よって、全体でどのくらいの市営住宅の戸数にな

るのか、その辺教えていただきたいと思います。 

○小原功建築課長 潮見団地につきましては、昭

和48年から昭和61年度にかけて建設された団地

で、建て替え前の管理戸数は86棟430戸ございま

した。その後、火災による焼失で、建て替え計画

が始まる前は429戸からスタートしたという状況

でございます。 

現在、令和２年度に策定いたしました潮見団地

建て替え計画に基づき整備を進めておりまして、

建て替え後の戸数につきましては、新たに令和４

年度及び令和５年度に整備した子育て世帯向けの

戸建て住宅10戸のほか、従前居住者のための建て

替え住宅70戸の合わせて80戸の団地とする計画で

ございます。 

○松浦敏司委員 そうすると、相当減るというこ

とになると。人口も減りますから、その辺はわか

らないわけではないのですけれども、なるほど。 

そうすると、今の計画だと、集合の30戸建てが

今年から手がけて、令和８年から入居が可能だと

いうふうに認識しているのですが、その辺間違い

ないでしょうか。 

○小原功建築課長 委員おっしゃるとおり、８年

度完成、入居の予定でございます。 

○松浦敏司委員 基本は、あそこに住んでいる人

たちが住み替えをするというふうになるのだろう

と思います。 

それで、もう一つ気になったのは、潮見４丁目

にもまだ入居している二階建てのところが、たし

か私の記憶では、昔、道営住宅だったところかな

と思うのですが、そこは今後、出ていっていただ

いて新たなところに移るというのは、あそこは

入っていないということで認識してよろしいで

しょうか。 

○小原功建築課長 委員おっしゃる潮見小学校裏

の、現在、あばしり電力のソーラーパネルのある

一帯だと思いますが、あばしり電力のパネルの裏

のほうの住宅につきましては、そこにつきまして

は、今回の計画の中で将来的には解体をする予定

でございます。 

また、その隣接しているところに６棟がござい

ますが、そちらにつきましては、今回の建て替え

に当たり、収入が一時的にでも多い方につきまし

ては、新しい団地に入ると家賃が上がりますの

で、当面の間、そちらの団地に継続して住めるよ

うな形で残そうと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に、中心市街地借上公営住宅家賃補助という

ことで7,205万4,000円ということでありました。

この住宅は、市が民間のアパートを借り上げて、

市営住宅として使っているということで、基本的

には、ロスのないようにということで、月々決

まった形で補助しているというふうな認識を持っ

ているのですが、市営住宅の戸数と、それから現

在の入居状況というのはどんなふうになっている

のでしょうか。 

○小原功建築課長 市営住宅の現在管理しており

ます戸数は1,590戸ございます。 

失礼いたしました。借上住宅につきましては、

４棟70戸ありまして、そのうち、本年２月末の入

居の状況は、66戸入居している状況でございま

す。 

○松浦敏司委員 できるだけロスはないほうが、

市の財政状況から言っても大事かなと思うのです

が、この４戸空いているのは、２月現在というこ

とですから、どのぐらいの期間が空いているので

すか。入居募集は、市営住宅ですから、いつもみ

んなやっている月数と同じように３か月に１回で

したか、やっていると思うのですが、その辺、教

えていただきたいと思います。 

○小原功建築課長 本年、令和６年度の入居は５

戸ありましたが、一方で退居も４戸あり、現在66
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戸となっている状況でございます。 

公募までの期間でございますが、入居者退居後

は、各オーナーが修繕をしていただき、市が公募

するということにしておりますが、各オーナーの

ほうも、そういった入らない期間はそうした家賃

が発生するということもございますので、そこは

御理解いただいておりますので、速やかに修繕の

対応をしていただいております。そうしたことも

あるのですが、公募で２か月に一度なりで公募し

て入居者を決めておりますので、退去から入居ま

での期間は一定のそうした期間が生じている状況

でございます。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

次に、除雪に関わって伺います。 

これは２月20日以降だったと思うのですが、台

町の市営住宅に住んでいる方から、私のところに

電話があって、苦情の電話でした。台町３丁目の

市営住宅と南ケ丘高校の間を走っている市道につ

いて、歩道の除雪がどんな位置づけになっている

のか伺います。 

○近藤賢都市管理課長 台町３丁目の南ケ丘高校

の黎明会館の前を通って市営住宅の前を通って、

また台町のバス通りに出る市道の話と思います

が、こちらの歩道除雪ですが、歩道除雪は幹線道

路及びバス路線を中心として、道路幅員が十分に

確保されているところだけ実施しておりまして、

こちらの当該路線は除雪計画を策定してから現在

まで、歩道除雪路線には含まれておりません。 

なお、委員からありましたとおり、現在歩道は

地域の方がボランティアで空けていることは、確

認しているところです。 

○松浦敏司委員 そうなのですよね。まだ実は、

市営住宅とか地域には小学生、中学生がいるので

すよ。だから、地域の人が、多分２名の方だと思

うのですが協力して、自分の機械を使って、子供

たちが安全に学校に通えるようにということで歩

道をつけているわけです。それは、言わば善意で

やっているので、それはそれとして、今回問題

だったのは、せっかくそういうふうにきれいにし

たところに、ロータリーで、道路の雪を全部きれ

いにしたところに捨てていったということで、こ

れは証拠の写真なのですけれども、ほぼきれいに

した歩道がほぼほぼ埋まっていると。それが、大

体、黎明会館のところから市営住宅がなくなる、

行き着くところまでほぼ埋まっていました。これ

は、あまりにもひどい。地域の人は何て言ってい

るかといったら、せめて、そこでなくて南高側で

あれば、子供たちはそこは通らないから、そちら

のほうにやってくれればいいのに、わざわざきれ

いにしてくれているところを埋める必要はないだ

ろうと。なぜそこを、きちんと市はしてくれない

のだということで、大変怒りをあらわにしていま

して、市のほうにも、多分、除雪している方から

電話が入ったと思うのですが、その辺、どんなふ

うに把握し、今後どのようにしたいと考えていま

すか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 再開は午後２時５分とします。 

午後１時52分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時05分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質問に対する答弁から。 

○近藤賢都市管理課長 先ほどの台町３丁目の市

道でございますが、幅出しの除雪をした際にロー

タリーで歩道部に送り込んでしまっているという

状況ですので、こういった箇所があるかは確認し

ながら、市民の方に説明するとともに状況を把握

した上で除雪を進めていきたいと考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 これまではそんなことはなかっ

たのだと思うのですね。多分今年が初めてそんな

形に結果としてなったのではないかと思うのです

けれども、いずれにしても、こういった場合、例

えば、原状回復というのはあるので、市がその歩

道を何とかするとかということも考える必要があ

るのと、技術的にどうなのかわかりませんけれど

も、地域住民に言わせれば、反対側の向かい側の

道路の反対側に飛ばしてくれれば、そんなことは

ないのではないかというのもあります。これは技

術的に僕はわかりませんので何とも言えないので

すが、いずれにしてもそういうことがあったとい

うことで、今後については、やはり善意に考え

て、先ほど同僚委員から言われたのですけれど

も、結局、車道と歩道の間が狭いために、高く積

み上がっていたら、そこにロータリーで落とせ

ば、結果としてそれが歩道に落ちてしまうという

ようなことが起きるようだというような話を聞い

てなるほどなと。だったらそれを解決するには何
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が一番いいかといったら、排雪ですよね。そうい

う意味でも、やはり排雪の在り方というのは、先

ほど来議論になっていますけれども、そんなこと

も含めて、子供たちがより安全で学校に通えるよ

うにするという、そのためにも、その辺はしっか

り気をつけてやっていってほしいと思いますが、

いかがですか。 

○近藤賢都市管理課長 道路の道幅を確保するに

は、排雪というのが一番の手段だと思いますの

で、そこは状況を見ながら、排雪をする、しない

の判断をしていきたいと考えております。 

○松浦敏司委員 市民の生命を守るという点で

も、やはり除雪というのは非常に大事だと思いま

す。除雪に一定程度お金がかかっても、市民は文

句言いません、感謝こそすれ。そういう意味で

は、除雪、特に今年は排雪をしっかりしなかった

わけです、結果として。これからもしないのだろ

うと思うのですが、やはり今年は市民の声として

あるのは、あまりにもこれは危険だし、そして非

常にみたくれもよくない。だから、もうちょっと

除雪をしっかりしてほしい、排雪をしてほしいと

いう声がたくさん私のところにも届いていますの

で、新年度からはその辺、ぜひ気をつけてやって

いってほしいということを要望して終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○小田部照委員 私からも端的に、かなりかぶっ

ていますので、確認していきます。 

 まず、空き家バンクについて伺いたいのです

が、これは生活環境のほうでも確認させていただ

いておりました。実態調査が平成28年からされて

いないということで、もう10年ぐらい空き家の実

態調査はされていないというようなお話でした。

何でこの空き家が今問題視されているのかという

のは、先日も言いましたけれども、やはり後見人

が定まっていない空き家。後見人ではないです

ね、使用者、ごめんなさい、相続。相続が定まっ

ていない空き家というのがすごく僕の周りにも幾

つかあって、網走市全体でも相当数増えていくの

だろうと僕は思っています。実際、それはもう行

政が手をつけられ特定空家になったとしても、予

算をつけて代執行でもしない限り、それは壊せな

いわけですよね。でも、そんなことすべきではな

い、そんなお金も余裕もないわけですよ、今後、

この先。これが増えていくことがすごく問題なの

だろうと、私は懸念しているので、ぜひこの実態

をしっかりと、令和７年度、把握に取り組んで、

また、そうならないため、そうなる前の相続、き

ちんとしてもらえるような形になるような仕組み

が僕は必要なのだろうと思いますが、その辺いか

がでしょうか。 

○小原功建築課長 まず、実態調査についてでご

ざいますが、さきに開催された生活環境課のほう

の答弁でもあったとおり、本年度も空き家の対策

計画を策定するに当たりまして、協議会も持って

おりますので、そうした中で勉強していくという

ことで、こちらについては、建築課についても同

じような考えでいるところでございます。 

あと、相続放棄についてでございますが、これ

が日本全体で問題になっているところでありまし

て、国のほうも、昨年度、2024年４月から、相続

登記の義務化を開始しておりまして、国もそうし

た相続が曖昧になる前に誰が持ち主かということ

を押さえようというふうな取組を始めたところで

ございます。 

現在、わからないものについてですが、そちら

については、従前どおり、相続を追っていくしか

ない状況であります。 

空き家問題対策についての一番最大の重要なと

ころは、そうした放置される空き家を増やさない

という取組をどうやっていくかということだと考

えておりますので、従前から御答弁させていただ

いておりますとおり、相談会を建築課でも受けて

おりますし、生活環境課でも受けております。こ

の取組を行っているという情報については、毎

年、固定資産税の納付の通知書を活用して、所有

者と考えられる方へ、所有者または管理者と考え

られる方へ送付しておりますので、毎年、近年は

20件程度、相談があるところでもありますし、そ

うした相談を、まずは市へしてくださいというこ

とを広く周知をしていくことが当面の取組かなと

考えているところでございます。 

○小田部照委員 民間のことなので、非常に難し

い部分も多々あるのですけれども、やはりこれは

重要な課題となってきていますので、ぜひ実態調

査も含めて、留意しながら、この令和７年度、取

り組んでいっていただきたいと思います。 

次に行きます。 

土木車両管理事業について伺います。 

これは維持管理のお金なのですけれども、様々

な老朽化等で、いろいろな車両が更新されていく
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中で、入った瞬間、故意ではないですけれども、

事故を起こしてしまってすぐ修繕に入ってしまっ

たりだとか、そういう費用も含まれるのだと思い

ますけれども、この中身は、最近事故もすごく多

くなってきているのですけれども、どういう状況

になっていますか。 

○近藤賢都市管理課長 まず、車両維持の関係で

ございますが、車両維持につきましては、最近修

繕する経費も多くなっておりまして、毎年100万

円近くずつ予算が上がっている状況にはございま

す。 

○小田部照委員 毎年100万円ずつ上がっている

けれども、要するに何ぼになっているのですか。 

○近藤賢都市管理課長 今年度の車両維持管理事

業で、予算額が2,752万1,000円となっています。 

○小田部照委員 これ違います。全部修繕費用で

はないですよね。違いますよね。全部内訳いろい

ろありますよね。修理にかかったような修繕の費

用は幾らぐらいになっているのですかという意味

だったのですけれども、何件ぐらいの事故と。 

○近藤賢都市管理課長 修繕費で1,064万9,000円

です。そのうち、車検代が184万8,694円なので、

それ以外の880万円程度が車両の修繕費として計

上しています。 

○小田部照委員 これに関しては気をつけてもら

う以外ないのですけれども、非常に最近多発して

いると現場のほうから、いろいろ相談というか、

お話いただきますので、ぜひ今後もなるべく、

せっかく入れた車両がなくて入院してしまったら

全然使いものにならないという状態も結構頻繁に

続いているので、気をつけていただきたいと思い

ます。 

あわせて、車両センターの管理事業、除雪セン

ターに車庫と詰所があるわけですよね。以前から

直営でやっていたときから、十数名の職員があそ

こにいました。今３名が在住して対応しているわ

けですけれども、かなり老朽化、ひどい状況で

す。今、雨漏りもしているのですよ、ずっと。冬

場、除雪組合の人間とか待機場所に活用したりも

しているのですけれども、今後の除雪センターの

在り方自体、どのようなお考えがあるのか、確認

したいのですけれども、何年か前にトイレを修繕

したり、屋根、雨漏りしているのだから、これも

直すのでしょうけれども、修繕もいいですけれど

も、いい加減、築何年ですか、もうプレハブに毛

が生えたみたいな建物なのですけれども、いかが

でしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 総合車両センターには詰

所と車庫とございまして、それぞれ40年以上が経

過しております。詰所については、昭和55年、45

年経過、車庫は昭和56年で44年経過しておりま

す。こちらの施設は、今後も必要な施設であるこ

とから、具体的な見直しの時期、それから内容が

決まり次第、個別の施設計画を策定することが必

要であると考えております。 

○小田部照委員 もう本当にお金のかかることで

すし、必要に応じて、だけれどもこれは必要な施

設なのですよ。でも、かなり、皆さん御存じのと

おり、老朽化がひどいのですよ、車庫も詰所も。

トイレは何年か前に直した、今度屋根直した、修

繕修繕もやはりお金かかりますので、やはり計画

的に、もう建て替えの時期を検討しなくてはいけ

ない時期はもうとうに来ているけれども、なかな

か問題を棚上げ、お金のかかる建て替えしなくて

はいけない施設がいっぱいありますので。多分あ

そこは耐震基準とかも測っていないような施設な

のでしょうけれども、ないでしょうね。いかがで

すか。 

僕の想定では、もうほとんどプレハブに変わら

ないような建物なので。今、冬場、排雪、除雪に

なると、コロナ禍からちょっと道路組合の事務所

と分散して待機するようにしたり、車で待機して

もらったりと、いろいろな工夫をしているけれど

も一気にあそこに30人も40人も、お昼食べたり、

仮眠取ったりしているわけです。もう床抜けてく

るのではないかというぐらい、下に職員たちいる

ので、もうひどい状況ですよ、あそこ。もう本

当、スケートリンクの小屋みたいなものですよ。

同じようなものですよ。その辺の耐震基準はもう

全然ないですよ。優先順位的には確かにいろいろ

なあれして、もうお金のない、財政厳しい網走で

すから棚上げしているのでしょうけれども、これ

は計画しなくてはいけないと僕は思っているので

すけれども、いかがでしょうか。 

○立花学建設港湾部長 総合車両センターの建物

については、昭和55年に建設されたということで

ございますので、現在の耐震化基準が昭和56年以

前ということであれば、耐震化基準については満

たしていない建物だということで認識をしていま

す。 
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今回、車両センターについて、今、市の公共施

設を集約化するであるとか、総合計画的なものは

持っていますが、この車両センターについて、一

つしかないものですから、唯一の施設ということ

でございますので、更新が必要な時期を迎えてき

ているなという認識ではありますが、全体の公共

施設の建設時期については、優先していかなけれ

ばならないものもございますので、そういったと

ころもいろいろ計画的に、全体の公共施設の更新

を全体を見ながら進めていかなければならないか

なと思っておりますので、とはいえ、今お話があ

るように、かなり老朽化が進行しておりますの

で、建て替えるべきなのか、長寿命化を図る修繕

をするべきなのかということをまず検討を進めた

いと思います。 

○小田部照委員 本当に改修改修は、これまでも

何か所かやっていますけれども、そういう問題

の、もともとの建物自体がそうなのでわかってい

ると思いますので、あまり時間を使いたくないの

で、わかりました。その都度また協議させていた

だきます。 

雪対策事業、これも他の委員から幾つもありま

した。今シーズン、市民からの要望、苦情が本当

に多かったですね。これは現場の担当課も本当に

苦労して、苦情対応もしているのですけれども、

これだけ多額の金額を除雪費用に毎年投入してい

ても、結局市民の要望、利便性、市民サービスに

直結していないのですよ。結局苦情がこれだけ来

るということは、やり方の問題ですよ。これは根

本的な考え方がもう古くさいのだと思います。特

に、担当課の現場の職員は、現場のこと一番わ

かっていますから。だけれども、部長、それには

権限なかったら、副市長、市長ですよ。ここの考

え方が古くさいのですよ、確実に。いまだに昔か

らやってきたように、流氷まつりをめどに排雪す

るのだ、それ以降は大体３月入ったら解けてくる

からいいのだみたいな感覚でいるわけですよ。だ

から今年も排雪しなかったわけですよ、結局。で

も蓋を開けたら、排雪したほうが安上がりだった

のではないかというぐらいのレベルなわけです

よ。もう時代についていっていないのですよ、考

え方が。お金かけたくないから、結局こうなので

すけれども、結局お金かかっているのですから。

路面整正、幅出しだってお金かかるわけですか

ら。 

先ほどマンパワーの話もしていましたけれど

も、２月中旬になったら排雪できないなんて、組

合は言っていますか。確かに人は減りますよ。

大々的な２班、３班での排雪はできません。だけ

れども、１班でやれる範囲の排雪はできますよ。

漁師や農家が抜けても、今、合同定置の人たち、

ゴールデンウイークまでいられますから。人はい

ますよ。 

そして、担当部長ともいろいろ話しさせていた

だきましたが、排雪、令和５年、令和６年度に、

公共施設を民間に少し広く、今まで受けてくれな

い事業所にも受けてもらったという経緯があるで

はないですか。この方たちは、実は排雪の能力を

持っているのですよ。自分のところでショベルも

所有し、４トンダンプ、場合によっては大型もあ

るところで、民間の排雪をしている事業所も幾つ

もあります。こういうところに協力してもらった

ら排雪できますよ。できますよ。マンパワーがな

いからなんて理由にならないですよ。あります。

これは担当部長にもお話ししていましたよね。こ

の辺いかがですか。 

○立花学建設港湾部長 排雪の今までの状況で、

先ほどお話をさせていただきましたけれども、２

班の体制を維持して排雪するには、今の農業者、

漁業者の担い手によって、２月いっぱいまでとい

うことで、今まで排雪としては行っておりまし

た。今、委員からお話があるように、公共施設の

除雪の担い手であるとか、新たな担い手も確かに

確保されてきているという事実もございますの

で、気象がずれ込んできて、２月いっぱいの排雪

が、今回、３月でも排雪が必要な判断というの

は、確かにこれからも起きる可能性はありますの

で、もっと柔軟に、いつでも排雪ができる体制と

いうのはつくっていかなければならないかなと

は、私も思っております。それを踏まえて、今回

の教訓に踏まえて、来年度以降、排雪について、

どのような体制づくりができるかというのは、雪

が降る前までに検討していきたいと思っておりま

す。 

○小田部照委員 今まで従来は、これまでは本当

に歴代、流氷まつりをめどに排雪をしていたのだ

けれども、もうそれでは対応し切れないわけです

よ。そして、その前に降らないからって、その後

に降ったら解けるとか、そんな感覚では駄目なわ

けですよ。 
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今言ったように、路面整正をやって、路面抜け

ると言うのですけれども、厚み出た路面をはばけ

た雪が、排雪ではないので、またロータリーで飛

ばすわけです。そうしたら先ほどの話のように、

もう交差点、歩道の路肩、高くなる一方で、幅出

し、路面整正やってくれればやってくれるほど、

ありがたいのだけれども、一方で交差点は高く

なって見通しが悪くなるわけですよ。だけれど

も、市は４トン車両とか所有していませんので、

国道、道道でやっているような細かな交差点だけ

の排雪みたいなことも、これまではできなかった

わけですよ。だけれども、これからは、今言った

ように、除雪組合に加入はしていない事業所が幾

つもあります。マンパワーでもって、民間を受け

ているところがいっぱいあるのですよ。こういう

ところに協力してもらって、その苦情の来ている

危険な箇所の交差点の排雪、その一部でも、全面

といったら莫大な費用ですけれども、それは可能

ですよ。全然、今シーズンもできましたよ。言っ

ていたじゃないですか。だからその辺、柔軟に対

応すべきですよ。そうしたら、こんなに苦情は来

ませんよ。こんなにお金かけて、予算も増やし

て、７億5,000万円もまた来年の雪事業に使うの

ですから、大切な公金。しようがないから使う。

でも、これだけ使っても市民から苦情来ていたら

意味ないじゃないですか。きちんと苦情の来ない

ような雪事業対策、やらなければいけない。まず

民間との調整が下手、全然下手。だから、ごみ事

業もこんなにパンクするのだよ。ごみだって一

緒、調整が下手だからこんなことになったのだ。

全部そう。スキー場も全部そう。調整が下手だか

ら、金払っていればあと丸投げだから、従業員に

金払わなくなるのだよ。そんなこと、網走中、予

算書中なっているよ。だから、きちんと考えて、

大切な公金、どんどんどんどんどん必要だからっ

てあれして、予算は我々認めるのですから、これ

雪だって必要だから。苦情のないような対応でき

ていないのは行政だよ。現場はやりたいのだか

ら。現場はやらなくてはいけないという危機感を

持って対応しているのに、上の人間に柔軟性がな

いからこんなことになっているのだよ。きちんと

対応しないと、無駄金になってしまうのだよ。ま

た予算つけて、やはり排雪するのだと来年度も、

補正補正。反対するわけない、必要だから。だけ

れども、限られた財源できちんやってもらったほ

うがいいじゃないですか。その辺ちょっと頭が固

い人たち、もうそろそろまずいよ、きちんと対応

しないと。いかがですか。 

○後藤利博副市長 除雪の件に関しては、小田部

委員に限らず他の委員の方からも、この予算委員

会の中でいろいろ御議論をいただいたところでご

ざいます。 

前段、排雪というテーマがかなり多かったと

思っていますけれども、本当に今年は前半に雪が

少なくて、流氷まつりを境にすごく雪が降ったと

いうのは事実であります。それから、あとは、す

ごく温暖化が途中で入って、路面がざくざくに

なったということがありまして、市民からの苦情

といいますか、そこは排雪よりもどちらかという

と路面整正が一体どうなっているのだと、ぬかる

んで走れないぞというような声が多かったという

ふうに聞いております。 

ただ、いずれにしましても、これまでもお話し

させていただきましたとおり、今年のように環境

が、前半に降るよりも後半のほうに降ってくるよ

うな環境にもなってきているのかなというふうな

感じは私自身持っておりますし、 

それから、マンパワーの部分でも、これももう

何年も前から、皆様にも御指摘をされていろいろ

考えているところでございます。もちろん民間と

の協力体制も私たちも考えてやっているのです

が、これは本当に何年も申し訳ないのですけれど

も、これで大丈夫だというものをつくり上げたい

のですけれども、現在まだ手探りの状況の中で、

協力の願えるところからお願いをして、除雪につ

いてはつくり上げてきているのが現状でございま

す。ただ、そう言っていても、市民の皆様に御不

便をおかけするというわけにもいきませんので、

環境の変化も見据えながら、来年度以降の除雪に

対して、柔軟的になるべく市民の方々に御迷惑か

けないような形で、前段の計画もつくってまいり

たいと思います。 

○小田部照委員 来年度に向けての予算委員会な

のであれなのですけれども、本当にそういうこと

ですよ。交差点、いまだにこれだけ解けても、ま

だ危険で見づらいところがいっぱいありますよ、

町中。こういうところぐらい本当に、道路組合の

ほうで対応が無理だというなら、民間業者で対応

してくれるところがありますから。そういうとこ

ろをいっぱい紹介したじゃないですか。そういう
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ところにきちんと協力してもらいましょうよ。そ

ういうことですよ。できるのですから。せめて交

差点は本当に危険ですよ。子供たちの通学路も含

めて、本当に危険な状態がずっと続いていて、そ

ういう苦情が来ているのですから、これだけお金

払って、道路除雪、大切な公金ですので、これか

らもどんどんどんどん増えていくような傾向にあ

りますので、ぜひ苦情のないような取組をしてい

きましょう。柔軟にと今話があったので、いい加

減、固い頭をきちんと柔軟に対応してもらえるも

のだと思っておきます。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者。 

○古都宣裕委員 端的にいきたいと思います。 

まず97ページ、今まさに指摘されていたとこ

ろ、雪対策事業についてちょっとだけ伺います。

細かいところはもうわかりました。 

排雪について、令和６年度は10日分を見込んだ

ということだったのですけれども、間違っている

部分があれば指摘してほしいのですけれども、た

しか除雪対策では、過去５年の平均値を見て予算

を見込んでいるというふうに記憶していたのです

けれども、令和７年度は、排雪、先ほど10日分と

なっていたのですけれども、令和６年度に対し

て、10日見込みに対してどれくらい使ったのか、

そして、令和７年度は排雪は何日分を見込んでい

るのかを教えてください。 

○近藤賢都市管理課長 令和７年度除雪予算で、

そのうちの排雪ですが、基本的には今年度と同じ

ように10日ベースで見込んでおり、状況に応じ

て、また相談をしていくという形になると考えて

います。 

○古都宣裕委員 だから、令和６年度は10日分見

込んでいたけれども、使用はどれくらいだったの

かと聞いているのですけれども。どれくらい使っ

たのですか。これ以上、もう排雪する見込みはし

ていないのだから、もう排雪で何日分使いました

とか、10日分使ったのか、それでも足りなくて何

日分やったのかというところを聞いているのです

けれども。 

○近藤賢都市管理課長 令和６年度排雪は10日

分、この予算の範囲内でやったところでございま

す。 

○古都宣裕委員 わかりました。見込んだ分は全

部使った上で、今回このような形だったと。様々

なことはほかの委員が言ったので、私からは申し

上げません。 

次に、下段、橋梁長寿命化修繕事業について伺

います。 

こちらは令和６年1,115万5,000円だったのです

けれども、約半減化しております。こちら、市内

に点在する小さな端々にもあるような橋の修繕だ

というふうに記憶しているのですけれども、これ

は何か所中、今何か所終わって、今年は何か所や

る見込みで、残りはどれくらいあるのでしょう

か。 

○村上雅彦都市整備課長 橋梁長寿命化修繕事業

について御説明をさせていただきます。 

まずは、令和７年度につきましては、３橋の橋

梁の修繕のほか、橋梁の点検を14橋、またそれに

附属する附属物を１基点検委託をするところでご

ざいます。 

橋梁の修繕が必要というふうに判定Ⅲという判

定が出るのですけれども、そちらにつきまして

は、１巡目の点検の際には６橋だったのに対しま

して、２巡目の点検の結果で29橋と、23橋も増え

たような状況となっております。また、３巡目が

令和６年度からまた始まってきておりますので、

数については今後また増えてくるのかなと思って

いるところでございます。 

橋梁の長寿命化の着手率といたしましては、現

在、22橋に工事と委託が入っております。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

ただちょっと疑問なのが１点、最初の１回目の

点検のときは６橋で、２回目で29橋増えて、今回

も大きく14橋と３橋が主に入っているのですけれ

ども、これで見て、14橋は点検ですね、３橋を直

していくのですね。どんどん直さなければいけな

い橋が増えているにもかかわらず、予算が半減化

しているというのは何か理由があるのでしょう

か。 

○村上雅彦都市整備課長 令和６年度が突出して

高かったというのが現状でして、近年、国の補正

予算が見込めることから、委託設計などが終わっ

ていないと工事費の算出ができなくて、補正事業

に手を挙げられないというような状況もあります

ので、昨年は６橋ということで、委託もちょっと

頑張らせていただいたところでございました。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

小さな橋といえども、ビートの輸送等で大きな
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トラクターなど重機が通りますので、安全を確保

する面でしっかりとやっていただければと思いま

す。 

次に、その下のデジタル化推進事業について伺

います。 

内容はわかったのですけれども、このシステム

の運用というのは、土木に関わるところだけなの

でしょうか。ほかのものにも使われたりするので

しょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 現在のところ、工事と

設計委託に関わるものに限っているところでござ

います。 

○古都宣裕委員 これはイニシャルコスト、導入

のコストには615万円かかって、ランニングに対

して396万円かかるのですけれども、導入からそ

んなに落ちないのかなというので、ランニングで

ここまでかかる理由というのは、どういうものが

挙げられるのでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 現在、網走市で導入を

行いましたシステムにつきましては、北海道をは

じめ旭川市ですとか室蘭市ですとか、道内９団体

がぶら下がって行われているシステムに、網走市

が入ったというところでございます。 

この推進事業の中身の委託費につきましては、

月々のシステムの使用料という中身しか入ってお

りませんので、参加する自治体が多くなってくれ

ば、もしかするとコストの低減は見込めるのかも

しれません。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

次、99ページ、河川管理事業について伺いま

す。 

樋門管理のところなのですけれども、前に伺っ

ているのですけれども、樋門管理、高齢化が著し

くて、全然なかなか難しいかなと思います。た

だ、近年の自然環境を見ると、急な大雨とかで、

この樋門の管理というのは、安全面を管理する上

で大切なことだと理解しているのですけれども、

これの自動化とかの見込みや、今年度の見通しと

か、世代交代とかの、世代交代といいますか、高

齢化が進んでいるので、きちんと管理している人

数というのが確保できているかどうか、その辺だ

け伺いたいと思います。 

○近藤賢都市管理課長 まず、樋門の自動化の導

入についてでありますが、ゲートなど河川管理施

設を操作する樋門管理人の高齢化が国も課題とし

ておりまして、ゲートの遠隔制御、自動化の導入

は国のほうでも検討段階ではあります。一つの理

由として、監視カメラや水位計により、施設周辺

を確認しながら作業しなければならないというこ

とで、遠隔操作が難しい。そして、遠隔操作を導

入するには、通信回線のセキュリティーなどの対

策も必要である。それから、現場と河川管理者と

の操作権限などのルールづくりなどが検討されて

いて、なかなかその樋門の導入、自動化の導入と

いうのが進んでいないというふうには伺っている

ところです。 

あと、今、樋門の管理人の高齢化の問題でござ

いますが、高齢化に伴う世代交代は喫緊の課題と

して認識しております。現状、管理人の方には、

契約更新時に要望や問題がないかを聞き取って、

新年度以降も継続して管理をお願いしているとこ

ろです。 

○古都宣裕委員 なかなか世代交代といいます

か、代わりにやってくれる人も進まない中で、近

隣にいる人に、ずっと同じ人にお願いし続けてい

る現状というのも理解しているのですけれども、

こちらも、網走市民の安全を守るという意味でも

しっかりとやっていただければと思います。 

次に、その下の河川整備事業なのですけれど

も、こちら、私の記憶では、浚渫に対しては、国

の総務省の補助事業の中で緊急浚渫対策事業とし

て総務省が上げていて、防災の観点からそういう

のがあったと思うのですけれども、その予算とい

うのはここに入っているのでしょうか。また、

入っているとしたら、どれくらいの予算が入って

いるのでしょうか。 

○村上雅彦都市整備課長 河川整備事業のうち、

緊急浚渫対策事業債につきましては、今年度につ

きましては、1,500万円を要求することとしてお

ります。 

○古都宣裕委員 ここも、小さな河川も大切で、

浚渫することも大切なのですけれども、先ほど申

しましたとおり、近年、急な大雨や風等で木が倒

れたりして、木が流木となって来て、浚渫してい

ないような土砂のところにたまったりとかという

ところもあるので、そうした部分も見ながらやっ

ていく必要はあるのだろうと思うのですけれど

も、その辺はどのように対応されているのでしょ

うか。 

○村上雅彦都市整備課長 先ほどもちらっと違う
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方のところで御説明をさせていただいたのですけ

れども、計画上では27河川を浚渫する河川と位置

づけておりますが、やはり農業者さんからの通報

ですとか、また河川のパトロールや何かで、河川

が閉塞してきているようなところが見つかれば、

計画路線でなくても、浚渫は行っていきたいと考

えております。 

○古都宣裕委員 人が河川付近で住んでいるとこ

ろとか、本当に小さな河川ですと、なかなか重機

とか入っていけなかったりするところもあると思

うのですけれども、しっかりとその辺も含めて、

どうにかして対応していっていただければと思い

ます。 

次に、その下段のほうなのですけれども、港湾

管理運営事業について伺います。 

こちらの港湾管理運営事業、令和６年度7,298

万8,000円だったのが8,345万7,000円として、約

1,000万円ちょっと上がっているのですけれど

も、物価高騰と管理費として上がる分に対して

は、割合がほかよりも少し大きいのかなというふ

うに感じたのですけれども、内容としてはどう

いった要因で上がっているのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 昨年と比べて1,000万円ほ

ど増額となっております。主な大きな増額分とい

たしましては、引き船、タグボードの業務委託料

で800万円の増額、港湾管理業務委託料で45万円

の増額、港内砕氷委託料57万5,000円の増額、釣

り人対策警備委託料で52万7,000円の増額となっ

ております。こちらのほうは、人件費、燃料費な

どの高騰の影響によるものでございます。 

○古都宣裕委員 市内でたしかタグボードをやっ

ていただいている業者がなくなってしまってとい

う部分もありながら、ちょっとタグボードが高く

なったというので理解いたしました。 

次に、その下段のほう、港湾整備事業内の港湾

照明ＬＥＤ化事業について伺います。 

こちら、たしか以前聞いて、レンタルリースの

ような形でやっていたと思うのですけれども、こ

れが何年中何年で、あと何年で終わるのかなとい

うのをまず聞きたいと思います。 

○澁谷一志港湾課長 市で管理しております港湾

施設の照明灯のＬＥＤ化を令和３年度に184基行

い、このリース料を支払いしているもので、リー

ス期間は令和４年２月から令和14年１月までの10

年間リースとなっておりまして、残りのリース期

間は７年ほどとなっております。 

○古都宣裕委員 １点だけ確認なのですけれど

も、今リースでされている期間なのですけれど

も、このリース期間中に何かあった場合は、こち

らで直さなければいけないのか、もしくはリース

だから向こうが保険か何かの適用で直していただ

けるものなのでしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 リース期間の10年間につき

ましては、そういう保守点検とか修繕というの

は、リース会社のほうで行うようなことになって

おります。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次に101ページに入ります。街路樹維持管理事

業について伺います。 

こちらも先ほど聞きましたので、内容はいいの

ですけれども、取りあえず令和６年は540万円

で、令和７年ちょっと上がっているのですけれど

も、令和６年のとき、たしか支障のある樹木を

100本ほど切るというふうなのが入っていたと思

います。令和７年は、そうした切断するような樹

木というのはあるのか、そして、あるのだったら

どれくらいになるのでしょう 

○近藤賢都市管理課長 街路樹の事業の増額の理

由でございますが、労務単価の上昇分もあります

が、成長しすぎた街路樹が増加して支障を来して

いる箇所も増加して、事業費が増えております。 

今年度は、昨年度から進めてきた潮見つくし

線、総体の裏のほうから三中、これは昨年、令和

６年度に実施したところですが、令和７年度はそ

この延長上の三中前からつくしケ丘本通線までの

区間の街路樹を100本ほど伐採する予定でござい

ます。 

○古都宣裕委員 私の記憶では、そこはたしか桜

を植えているところだけれども、その桜の部分ま

で切るようなイメージで合っていますか。 

○近藤賢都市管理課長 桜のほうは剪定となりま

して、支障になる木については、桜でも傷んでい

るもの、危険なものは除去していく内容となりま

す。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

次に、103ページ、中心市街地居住促進事業に

ついて伺います。 

こちら、民間のアパートといいますか、マン

ションといいますか、そこを借り上げてやってい

るものだと理解しています。大きな、たしか20年
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契約か何かしていて、これは何年度までの契約

だったでしょうか。 

○小原功建築課長 事業者との契約期間は20年間

としており、令和９年度及び令和10年度をもって

契約満了となるものでございます。 

○古都宣裕委員 契約満了したときに、契約をさ

らに更新する考えはないということが、たしか前

に示されていたのですけれども、そこに変わりは

ありませんか。 

○小原功建築課長 契約期間満了後、更新しない

考えであることに変わりはございません。 

○古都宣裕委員 現在、これも20年後、最初の新

築から20年先を見て、家賃も平準化して、その上

での家賃補助としてやっているという話は、以前

伺ったのですけれども、もうそろそろ終わりが見

えてきている中で、先ほど答弁で66戸今使用して

いるということは、66戸入っているのですけれど

も、もうここあと数年で契約が切れてしまう。そ

のときに、今住んでいらっしゃる方というのは、

どのような形になるのでしょうか。 

○小原功建築課長 今後、意向調査を行い、希望

する市営住宅への住み替えを進める予定でおりま

す。 

また、市営住宅の家賃よりも高くはなります

が、入居者が希望すれば、そのままその住宅に住

むことは可能だと考えております。 

○古都宣裕委員 ただ、66戸で新しく建てるとこ

ろも、先ほどのものだと30戸。極端な話ですけれ

ども、多くの方が市営のほうへ移るということを

希望された場合に、結構古いところか新しいとこ

ろも足りない可能性がある、もしくは希望できる

ような市営住宅に移り住めない可能性があると思

うのですけれども、その辺の認識はどのように考

えているのでしょうか。 

○小原功建築課長 意向調査を行った中での調整

になりますが、現在、つくしケ丘においても、３

ＬＤＫを人が入らないということで、２人以上に

緩和したりしているような住宅もございますの

で、年次的な計画を持ちまして、スムーズに住み

替えが可能になるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

○古都宣裕委員 困る人が出ないような形で進め

ていただければいいかなと思います。 

以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 なるべく端的に伺っていきたい

と思います。 

まず、議案第11号手数料条例の一部改正につい

てお伺いいたします。 

建築基準法、建築省エネ法の改正に伴いという

ことなのだと思いますけれども、これに伴ってど

のような影響があるのかお伺いします。 

○小原功建築課長 改正でございますが、大きく

三つの法律が変わることによる今回の手数料の改

定でございます。 

影響につきましてでございますが、三つの法律

を簡単に御説明させていただきますが、省エネ基

準の適合化に伴いまして、住宅ではこれまで300

平方メートル以内のものは、省エネ基準の義務化

ではなかったのですが、これが義務化になること

により、１件当たり7,500円の審査料が新たに必

要となるものでございます。 

また、建築確認申請の手数料では、例えば30平

米から100平米の建築物ですと、現在、建築士が

設計した場合、１万9,000円でございますが、そ

れが２万1,000円になるものです。 

最後に、長期優良住宅に係る手数料では、これ

までの１万8,000円から、審査基準が追加された

ことにより１万9,000円に増額となるものでござ

います。 

○金兵智則委員 手数料が増額というのがやはり

大きく影響を及ぼすところかなと思うのですけれ

ども、23ページ、建築確認手数料とかという歳入

があるのですけれども、これは昨年度からちょっ

と下がってしまうのですけれども、これとはあま

り関係ない話なのですか。手数料が上がるという

ことは、手数料収入が増えるのかなと思うのです

けれども、説明書の23ページを見れば、土木手数

料などは前年度から比べると大きく少なくなって

いるような状況なのですけれども、これとはあま

り関係ないという話なのですか。 

○小原功建築課長 確認申請手数料についてです

が、これは住宅の新築等の申請に係る件数に大き

く左右されるものでございまして、現在、令和３

年度では新築の住宅が80件を超えておりました

が、今年度においては40件程度ということで、大

きく年々下がってきているものですから、手数料

が上がったにしても、全体としての予算的には、

それほどの変化が出てこないような状況でござい

ます。 
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○金兵智則委員 わかりました。 

次に移ります。 

みなと観光交流センターについてです。 

まず、改修事業なのですけれども、魅力向上事

業が終了して、新たな動きを検討していかなけれ

ばならないという中で、昨年度の予算特別委員会

で、現在あるトイレの空間を活用していきたいと

いう方向ということで、話合いが進んでいるとい

う説明があった中での改修事業の基本設計という

予算計上だったのですけれども、これはそういう

ことなのですか。 

○澁谷一志港湾課長 今回計画しております改修

は、おーろらの乗船通路にもなっております１階

ウッドデッキであります。ウッドデッキは、建設

から16年が経過し、床板を支える柱や、はりの腐

食が見られるため、ウッドデッキをそのまま改修

するのか、鉄骨などの構造物に変更したほうが経

済的なのか、比較検討するための基本設計を委託

するものでございます。 

○金兵智則委員 では、昨年お話をいただいたト

イレではなくて、ウッドデッキの件だと。 

比較するための基本設計ということですので、

来年度には完成をするものかなと思うのですけれ

ども、その辺のスケジュール感はどうなっていま

すか。 

○澁谷一志港湾課長 令和７年度に、基本設計の

結果が出ますので、それを基に令和８年度に改修

工事を行いたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。令和７年、令和

８年はそれを行うのだという話なのですけれど

も、ちなみにですけれども、今年度のみなと観光

交流センターの入館者数は大まかでわかります

か。 

○澁谷一志港湾課長 令和７年２月末では60万

501人となっておりまして、令和６年度は66万

6,000人ほどを見込んでおります。 

○金兵智則委員 ということは、令和５年度より

は若干少なくなってしまうという見込みなのだ

と。 

昨年の予算特別委員会で魅力向上検討が終わっ

たので、新たな方向性として、集客のためにそう

いうことも考えていきたいという説明があった中

で、では、トイレの話はどこに行ってしまったの

でしょうか。 

○澁谷一志港湾課長 昨年、トイレを外に新しく

新設するというお話をさせていただきました。こ

れは、魅力向上の検討会議の中において、さらに

道の駅の来客の増加に向けて、トイレを駐車場へ

新設とか、あと既存トイレのスペースの利活用な

どの検討を今も行っている状況でございます。 

○金兵智則委員 魅力向上検討委員会というのは

まだあって、ずっとあるのですよね、多分ね。そ

の中の話合いの中で、昨年度説明をいただいたよ

りも違う方法もまた進める中で、さらに進めてい

くということなのですね。でも、令和５年から６

年は下がってしまっているのですよね、入館者数

が。そうしたら、ウッドデッキを改修、これは古

くなったから改修ということなのだと思うのです

けれども、では魅力検討というか、入館者数増加

のためには、取りあえずここ３年、２年ぐらいで

すか、令和６年、令和７年、令和８年の中では、

取りあえず話合いだけ進めて、特に何もしないと

いう方向性なのですか。 

○澁谷一志港湾課長 今後、どのような形にした

ら道の駅の来館者が増えるかというのを、引き続

き検討会議の中で探りたいと思っておりますの

で、具体的なこの時期にこれをするというのは、

現在では決まっておりません。 

○金兵智則委員 前回までやっていた道の駅でプ

レハブ建てて野菜販売というのは、補助があった

ので３年間やられていたという話、それがなくな

るとまた今度ぱたっと止まってしまうのだなとい

う感覚もしなくもないなと。話合いを続けていく

のは、続けていってもらいたいですけれども、そ

の間にどんどん入館者数が下がってしまったら、

元も子もないような気がするのですけれども、そ

の辺の話というのは、検討委員会の中ではどうい

う方向性になっているのですか。 

○澁谷一志港湾課長 現在はどのように集客する

のかというのをいろいろ議論しております。あと

駐車場、トイレを新規に造るというふうになりま

すと、駐車場も現在よりは少なくなってしまうと

いう、そういう問題もございますので、いろいろ

な方面からどのようにすれば集客できるのかとい

うことは、今後、議論はしていきたいと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 わかりました。 

取りあえず令和７年度は話合いを続けると。令

和８年度は改修の続きはするけれども、そこで何

もしないかどうかはまだわからないですから、ま
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た違う場面でやらせていただきたいと思います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑者ございません

か。 

○栗田政男委員 時間の関係で手短に行きます。 

私からも除雪の件をちょっと、ほぼ永本委員、

村椿委員、松浦委員、言われたとおり、同じ考え

でお聞きをします。全くそのとおりで言われてい

るとおりだと思います。 

来年度の予算でいうと、市内の排雪ですよね、

外に出す、ふだんの除雪ではなくて排雪の予算と

いうのは、１回分の予算は見込んだ予算計上をさ

れているのですか。 

○近藤賢都市管理課長 来年度の排雪予算につき

ましても、正味10回ぐらい、延べで10日程度なの

で、一部排雪の予算で設定しております。 

○栗田政男委員 一部予算ということは、本年度

やったぐらいのことしか予算計上的には入ってい

ないという意味で捉えていいのかな。 

○近藤賢都市管理課長 雪の量にもよりますの

で、予算の内容としては例年どおりの回数で要求

をしているところでございます。 

○栗田政男委員 ちなみに、ある程度、本当の細

かいところは別にして、以前ちょっと雪が多かっ

たときに、町内会にも細やかに入ってもらったと

きもあります、そのとき、そのときで。それでい

くと、ざっとつかみでいくと、１回市内全域を

ばっとトラックで排雪した場合については、幾ら

ぐらいお金がかかるのですか。全域って、前に

やった程度。 

○近藤賢都市管理課長 排雪につきましては、１

班で１日おおよそ700万円かかるというふうに認

識をしておりますので、それを市内全域でやった

とすると、令和５年を例に取れば50日程度やって

おりますので、３億5,000万円といった金額がか

かると考えております。 

○栗田政男委員 普通のよけるだけよりはすごく

かかるということは理解します。 

先ほどいろいろな意見が出ていましたし、もっ

ともだと思いますし、執行部側の言い訳にならな

いような答弁も聞きました。言い訳なのですよ。

まずは謝らないと駄目だって。今回は判断間違っ

ているのだから。 

流氷まつりの段階でも積雪はゼロではないので

すよ。あのときに路肩にきちんと雪があったの。

だから、あそこをみんな排雪してくれると、今こ

の状況にはなっていないということははっきりし

ているわけですよ。もちろん暖かくなればそうい

うものが消えたり、要するによけておくスペース

が必要だということ。それをやらなかったために

温暖化で解けたものが、端だけ残って硬い氷に

なって今でも残っているというのが現状なので

す。そのおかげで市民生活に多大なる迷惑をかけ

ているということは、やはりその責任者として謝

りなさいよ。何で謝りが先に入らないのか。言い

訳、できなかった理由、そんなことは聞いてもど

うしようもないし、すみませんと、そこからス

タートして、そのことを次回からないようにする

ということが、先ほど答弁した、この前に座って

いるお二人さん、きちんと考えてくださいよ。 

では、排雪をどの程度やるということは、予算

の範囲内でも、誰がそのゴーサインを出すのです

か。それを教えてください。 

○近藤賢都市管理課長 排雪する、しないの判断

でございますが、まずは都市管理課内で協議し、

排雪する場所を選定して、その上で決定をすると

いう運びになります。 

○栗田政男委員 聞いているのは、最終的には誰

がゴーサインを出してやりなさいという判断をし

ているのかというのを聞きたかったので、誰に権

限があるのかということを聞いているのです。

(「予算の範囲内で部長が決裁する」と呼ぶ者あ

り） 

○近藤賢都市管理課長 排雪をしますということ

になれば、まずは決裁を取りますので、決裁をし

た上で排雪事業に入る形であります。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時15分といたします。 

午後３時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 栗田委員の質疑に対する答弁から。 

○立花学建設港湾部長 排雪の判断でございます

けれども、当初の予算の中で、網走市内の状況を

踏まえてどこが排雪が必要であるとか、こういっ

た路線をするべきだということを、原課、私も含

めてそこをまとめます。それをまとめた中で、排

雪というのは数年前にもやらなかったときもあり
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ますので、状況報告として、副市長までこういっ

たところを排雪として行っていきますという決裁

を上げる中で、共有する中で排雪を行っていくと

いうのが当初の予算の中では行っております。 

ただ、全市的に全排雪を行わなければならない

ということになれば、当初の予算では対応できな

いので、そこは市長も含めて内部で協議をした中

で、補正予算が必要かどうかということを検討す

る中で、最終的には補正予算を上げる中で排雪を

判断していくということになります。 

○栗田政男委員 要は、何を聞きたかったかとい

うと、謝れと言っているわけではないのだよ。謝

るのは常識でないかという、それは人間として、

やはり自分たちがこういうふうな迷惑をかけたこ

とに対して謝りなさいという意味だから。間違い

があったという話ではなくて、御迷惑をおかけし

ましたと、役所として申し訳ないと、皆さんに御

不便かけましたという謝罪というか何というか、

それは当たり前の話だということを僕が言ってい

るので、ここで責任問題を追及しているわけでも

何でもないのだから、休憩を取ってまで考える必

要もないし、要は僕は権限委譲というのは組織に

非常に大事だと思っているのですよ。 

やはり予算の範囲内、組んだ当初予算の範囲内

は部長決裁でどんどん進めてほしいし、現場サイ

ドにそういう力量がないと、どんどん組織という

のは弱体化していきます。何でもかんでも上に上

げて、全部上の指示を仰いでやっていくという体

制がどうも当市の場合は最近かいま見られるの

で、以前はちょっと違ったような気がしたのです

が、部長決裁が本当にないのかなと思うと、何の

ための部長なのだという話になってしまうので、

部長要らなくて、課長からいきなり副市長に上げ

て、市長とやればいいのではないかということに

なってしまうのですね。やはり何のために部が

あって、部長が決裁をしなければいけないと、そ

こに責任と、もちろんそれによって部長のやる気

も出てくるのですよ。だから、そういう権限委譲

がすごく大事だということを僕は言いたかったの

です。 

民間では、今、ドン・キホーテ異常な業績を上

げています。アルバイトの人たち、その現場担当

の人に仕入れまで、何千万円の仕入れも責任を

持ってやらせています。それで売上げ、成果が上

がれば、それがリターンされるシステムをつくっ

ている。だから、今急成長しています。もちろん

インバウンドの影響もありますけれども。そうい

う権限委譲が組織だから大切だということを伝え

たかったので、どういう決裁方法で市は動いてい

るのですかという確認のために聞いただけの話で

す。それは理解をいたしました。 

もう１点だけちょっとお願い、これはお願いと

いいますか、常識論なのですが、網走で一番交通

量の多い通りというのはどこになるのでしょう

か。 

○近藤賢都市管理課長 網走で一番交通量が多い

道路は、つくしケ丘本通線、333本通りになると

考えております。 

○栗田政男委員 私もそう思っています。 

私たちは古い人間なので、釧路街道と呼びまし

た。あの始点が釧路までつながっているのです

ね。山里、藻琴を全部通って、今でも道はありま

す、形は。通れるか通れないか別にして。そうい

う起点の大切な道路ですごく思い入れがあるので

すが、それよりも、今そこが大変状態が悪いと。

あそこは、原課のほうで聞きますと、夜間の除雪

しか、交通量が多いのでできないと。そうなる

と、必然的に金曜日の晩とかそういう体制になっ

てしまうので、限られた日しかできないのですよ

ということで、もうそろそろやったほうがいいと

いう要請をしたら、いや、全然できる状況にはな

いよというお話をいただきました。 

せめて、あそこは絶対にやらないと駄目だと思

いますよ。今でも、これだけ雪が解けてきても、

バスが入ると１車線、後ろのほうで渋滞が起きま

す。乗用車２台並ぶと、歩道側のほうは氷の上に

上がって滑る状態で危険な状態です。多分物損事

故はかなり起きていると思います、届けがないだ

けで。その物損事故は市の直接の責任ではないで

すが、道路管理者として適正なる通行を確保する

ということはやはり使命ですし、市民生活のサー

ビスの上では一番重要だと思うのですが、それに

ついてどういうふうに、今年というか、もう終

わってしまうので、これからは無理なのでしょう

けれども、来年度は取り組む予定でしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 除雪期間もはじめ通常の

期間もそうですが、危険な箇所は原課のほうで把

握して、特に除雪については危険な箇所は洗い出

した上で、危ない危険なところについては拡幅す

るなど対応はしていきたいというふうには考えて
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います。 

○栗田政男委員 あそこの地帯というのはちょっ

と開発の途中で、住居の人たちも結構捨てるとこ

ろがなくて道路側に出している状況。いろいろな

ことが複合的に重なって、排雪しなかったら拡幅

というか、道幅は確保できないのですね。ですか

ら適正なる時期に、しっかりと１回の除雪は絶対

にやってもらわなくてはいけない路線だと私は思

うので、全域予算は組んでいないけれども一部や

る予定をしているのだったら、最重点のあそこ

を、交通量の一番多いところをやらなければ駄目

じゃないですか。だから、あそこだけは年１回は

必ずやりますとここで担保取りたいので、きちん

と言ってくださいよ。それ言ってもらわないと、

もう苦情ばかり来て、私も走ってみてやはり危な

いし、どうしたらいいのかなと。原課に聞けば本

当にセットできませんからと、小田部委員の話

じゃないけれども、そんな話で、ああだこうだと

言われてしまうので。では機械持っていってやろ

うかと言ったら、ミニショベルでやった人はもう

全然はじかれてしまって、自分の氷も取れないと

いうような状況になっています。本当に大変な状

況なので、どうですか、あそこはやはり１年に１

回は優先的に入れるように考えたらどうでしょう

か。 

○立花学建設港湾部長 333本通りの排雪、今、

栗田委員からもお話いただくように、あそこの交

通量を考えると、道幅を十分に確保すべき道路だ

という認識でおります。 

排雪する目安としても、あそこの路線で排雪が

まず必要かというところを、一番最初に考える路

線でもあります。ただ、333本通り以外に、バス

路線であるとか他の幹線道路もございますので、

優先的には考えますが、必ずやるかどうかについ

ては、その雪の状況を見ながら排雪というのは判

断していかなければならないかなとは思っており

ます。 

今回、結果として、市民の皆さんに御迷惑をか

けた責任というのは私も感じておりますので、大

変申し訳なかったと思っております。 

○栗田政男委員 確約はできない、ほかを優先す

るところがある。要はお金がないからできないと

いうことを言わんとしているのだと思うので、そ

の辺はお金の使い方ですし、幾らでもあるわけで

はないですから、１回多分、最低そうやって部分

に入れても１億円以上は絶対かかるわけですか

ら。 

一つ考えてほしいのは、そこで大事な視点は、

それを排雪、積んで走るのは一般の民間の運送会

社なのですよ。その運送会社の皆さんは、排雪用

にわざわざ高額な排雪用の枠を作って準備してく

れている、その業者をしっかり回してあげない

と、今度は誰もやってくれなくなってしまう、そ

れこそ。枠をつけないとできないのですから。

ロータリーで積むことは危険でできません。それ

を考えると、あれ専用は排雪用、ロータリー用の

枠ですから、それを皆さん準備しているけれど

も、多分今年の場合は使わないで立ったままで終

わってしまっている業者さんもいるのではないか

と思う。その辺に対する心遣いという認識は、原

課のほうではお持ちでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 除排雪業務は組合のほう

にメインに委託をしておりまして、排雪に当たっ

ては組合を通じて車の配車等をお願いしています

ので、そこはきちんと打合せをしながら判断をし

ていきたいと思います。 

○栗田政男委員 あまりしつこく、時間もないの

で言いませんけれども、大切なことは、そういう

ところまで細やかな心遣いをしながら発注をして

いかないと、地元にそれを受ける業者がいなく

なってしまうということです。それでなくても、

ダンプというのがだんだん少なくなっています。

特に砂利ダンプだとかああいう短めのダンプとい

うのは、だんだん限られた仕事しかできなくなっ

ているので、ほかの物流はみんなトレーラーダン

プに変わったりしていますから、だから、そうい

うことを考えると、本当に大切にして、やはり地

元の公共事業だという観点も忘れないでほしいの

ですよね。経済は回りますから、地元の業者さん

がしっかりとそれで動かしてもらえば、経済は回

りますから。これは全てのことに私は言っていま

すけれども、網走ファーストで物を考えなさいよ

と。網走の業者を守らない市であれば、それは市

である必要がないですから。それはもう認識を

持ってください。いろいろなことでそういうとこ

ろがかいま見えます。安ければいい、どこから

引っ張ってきてもいい、そんな感覚でもしいると

するならば、これはとんでもない話なので、それ

は、皆さんは行政を執行する資格はありません。

私はそう思っています。やはりできないことはし
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ようがない。できることをなるべく地元の業者を

しっかり守ってあげる、助けてあげなければ、私

たちがここにいる理由もないし、それを本当に思

うので、何かその辺の感覚が薄いような気がして

なりません。しっかり地元の公共事業を支えてあ

げてください。 

以上。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、土木費及びその特定財源に関する歳入

の細部質疑を終了いたします。 

ここで、理事者入替えのため、暫時休憩いたし

ます。 

そのままお待ちください。 

午後３時29分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時31分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 それでは引き続き、本日の日程であります教育

費及びその特定財源に関する歳入の細部質疑を行

います。 

挙手を願います。 

○深津晴江委員 それでは、よろしくお願いいた

します。 

まず、予算説明書の105ページ、魅力ある高等

学校あり方検討事業についてお伺いいたします。 

高校の存続に関わる検討事業だとは考えます

が、詳細について御説明をお願いいたします。 

○里見達也学校教育課参事 魅力ある高等学校あ

り方検討事業でございますが、令和７年度の新規

事業で組ませていただいております。 

代表質問においても、市内に二つある公立高校

の現状や課題など答弁させていただいたところで

ございますが、この二つの高校が今後それぞれの

役割を明確にし、多様な学習ニーズに対応した教

育課程の工夫や改善、このほか、今後の社会変化

に柔軟に対応できるよう、今年度ですが、高校の

あり方検討懇話会という情報整理の場を設けて議

論をしております。このあり方検討懇話会の中で

の方向性、論点整理を、今月中にまとめていただ

くこととしております。これを基に、入学する生

徒や保護者にとって魅力ある高校となるように、

市内、市外を問わず、生徒の確保に向けた、これ

からの高校づくりの具体的な検討を行うための協

議の場としての協議会を設立しようとするもので

ございます。 

また、この検討に当たりまして、協議会だけの

議論ではなくて、そこに有識者を招聘しまして、

具体的なアドバイスを受けるほか、市全体の課題

共有という点から、市の主催による高校の在り方

に関する住民向けの説明会なども企画していると

ころでございます。 

○深津晴江委員 内容についてはわかりました。 

 最後に市民向けの住民への説明というふうに

あったのですが、いつ頃の御予定でしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 まずは、検討協議会

の立ち上げというところをスタートにしますの

で、そこの協議会の中で具体的に時期などを調整

していきたいと思いますが、年度的なスケジュー

ル的には、秋口頃を計画できればと考えていると

ころでございます。 

○深津晴江委員 ３月、今月末に論点整理をして

いくというお話をいただきましたが、この事業の

全体的なスケジュールはどのようになっていらっ

しゃるでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 本年度立ち上げをし

た検討懇話会につきましては、来年度つくろうと

している検討協議会の前段の情報整理というとこ

ろに特化した議論の場ということで設定をさせて

いただきました。今お話のありました今後の高校

の具体的な検討のスケジュールにつきましては、

来年度に設置する検討協議会の場で、もう少し具

体的に組立てをしていく計画でございます。 

○深津晴江委員 スケジュール的なところでいう

と、まだ、もちろん決定はできないのですが、見

通しというところはないということかというふう

に思いますが、この課題については本当に早く決

めて、早く方向性を出して、早く行動していかな

ければ、二つの高校の維持はかなり難しいと考え

ております。そういう意味でいいますと、やはり

何の猶予もないという状況かと思いますので、来

年度、本当に速やかに、いろいろな論点整理です

とか、いろいろな情報というのはあるかとは思い

ますが、今先ほど御説明いただいたところを本当

に早急に決めて、来年度から行動に移していくぐ

らいの勢いでいかないと、来年度計画を立てま

す、その次の年度動きますでは、私は大変遅いか

と考えております。やはり高校の維持をしていく

ことは、まちを維持していくことにもつながると
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考えています。近隣の高校でも、やはりもうなく

なっていくというような問題が出ておりますの

で、ぜひそのようなところで進めて、スピード感

を持って進めていただければと思いますが、この

予算の内訳をお示しください。 

○里見達也学校教育課参事 新年度の予算額につ

いての内訳でございますが、80万円の予算を計上

させていただいております。こちらの予算の内訳

につきましては、先ほど来申し上げております検

討協議会の開催に係る経費、これについて会議に

係る資料ですとか会場代ですとか、そういったも

のに対して全部で23万円。そして、後段に御説明

をしましたアドバイザーの招聘、こちらに係る経

費と、それから住民向けの説明会、想定をしてい

ますけれども、それに係るお金について57万円に

なりますでしょうか。これを合わせて80万円とい

う内訳でございます。 

○深津晴江委員 アドバイザー、今、どなたかと

いうのをお伺いできないかと思いますので、アド

バイザーと説明会と一緒になって57万円というこ

となのですが、それぞれの予算について教えてい

ただいてもよろしいですか。 

○里見達也学校教育課参事 あくまでも今の現段

階の計画ということでございますので、実際には

検討協議会の場で、どのようなアドバイザーを呼

ぶですとか、どういった形でやるかというのを検

討して決めていくことになりますけれども、今の

御質問でいけば、実はそのアドバイザーを招聘す

る、そして委員会にアドバイスをいただく、そし

て市民向けの説明会、講演会、これを開くという

のを同じスケジュールでできないかと考えている

ところです。ですので、アドバイスを受ける、そ

れから説明会をやる、ここを別々ではなくて合わ

せた形でお越しいただいてやれないかというとこ

ろでの先ほど申し上げた予算額でございます。 

○深津晴江委員 結果的にはアドバイザーの方の

費用、予算ということで、住民説明会も併せてや

れないかということの予算ということで捉えてよ

ろしいでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 ちょっと説明がわか

りにくかったかと思いますけれども、先ほど説明

した57万円については、アドバイザーにお越しい

ただく、招聘する経費、ここがどなたを呼ぶかと

いうのがこれからになるのですけれども、そこの

旅費、謝礼などで45万円を計上しています。この

中で来ていただいて、その日にまず協議会に御説

明いただく、そして次の日に、例えば説明会を開

催する。その後段の説明会に関するお金というと

ころが周知に係る部分、それから会場代といいま

しょうか、そういったことに係る部分を12万円と

いうふうに計上をさせていただいております。 

○深津晴江委員 80万円の予算の内訳については

理解したいと思います。 

この懇話会と在り方検討のメンバーというので

しょうか、それについてお示しいただいてもよろ

しいでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 本年度設置した懇話

会のメンバー、それから次年度設置しようとする

検討協議会の想定するメンバーということですけ

れども、まず本年度検討を重ねた検討懇話会、こ

れについては位置づけとしては、教育長の私的の

諮問機関というような論点整理のための懇話会な

のですけれども、ここに関しましては、東京農業

大学の先生に協力をいただいているほか、市内経

済関係団体、網走市の校長会、保護者の連合会、

あとは両公立高校の校長先生等々のメンバー10名

で構成をさせていただきました。すみません、大

変失礼しました。今、両校の校長と申し上げまし

たがここは誤りでして、同窓会の会長を入れてお

ります。 

これを受けての来年度、新年度の検討協議会の

メンバーにつきましては、当然これから当たって

いくわけですけれども、この高校の在り方を全市

的な議論とさせていただきたいところがあります

ので、引き続き経済関係団体、あとは市内の教育

関係、そして先ほど申し上げました両校の学校長

等々にも入っていただくほか、市民公募委員につ

いても今後検討していきたいと思っております。 

○深津晴江委員 メンバーについてはわかりまし

た。 

ここで提案なのですが、ぜひ当事者である現高

校生だったり、あるいはこれから高校に進学する

であろう中学生など、やはり当事者の意見もぜひ

入れていただきたいなと思いますが、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 いわゆる現役の高校

生の方といったところの御意見、非常に貴重だと

思います。先ほど来お話ししております検討協議

会のメンバーについてはこれから組むというとこ

ろではありますけれども、なかなか検討協議会の
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委員として置くには、ちょっといろいろな困難な

ところもあるかなと思いますので、現役の学生の

御意見をその場に反映させられるような仕組み、

例えば検討協議会の場でどこかでスポット的に来

ていただくですとか、あるいは先ほど想定するメ

ンバーの中に、学校長、両校の校長もということ

で考えておりますので、それぞれの高校の中で御

意見を集めていただくというか、そういったこと

も受けながら、この検討に反映していけたらと考

えているところでございます。 

○深津晴江委員 なかなか確かに委員にというと

ころでは難しいかと思いますが、中学生当事者、

結果的には自分がどこの高校に進学しようと考え

るのかというところは、やはり網走の高校に魅力

がないと、かなりの生徒が市外の高校に進学し、

かなりというのはちょっと人数的には難しいので

すが、いるかというふうに私自身は把握しており

ますので、やはり中学生にも意見を聴いていただ

ければ、それを受けて魅力のある高校づくりとい

うところを、ぜひ推し進めていただければと思い

ます。 

この質問については以上です。 

続きまして、113ページのオホーツク遺跡街道

づくり推進事業についてです。 

新規事業としまして533万円予算計上されてお

りますが、この予算について御説明をお願いいた

します。 

○吉村学社会教育部長 オホーツク遺跡街道づく

り推進事業でございますけれども、まず初めに、

オホーツク遺跡街道づくりというところの経過か

ら御説明させていただきますが、国、観光庁で

は、令和５年度より特色ある地域文化を体験でき

る観光ツアーの創出事業を推進しております。そ

の中で、この地域では、管内の４市町、網走市、

北見市、紋別市、興部町の観光協会、教育委員

会、それから北海道振興局観光の部局が参画をし

ましたオホーツク遺跡街道ネットワークといった

組織により、体験学習を通じてオホーツク文化を

学び楽しめるオホーツク遺跡街道といったものの

策定が始まっております。 

その中で、特に、モヨロ貝塚では、モヨロ人の

体験ができる観光プログラムへの対応が求められ

ておりまして、モヨロ貝塚館としては、土器作り

の体験学習を担える体制づくりを構築して、オ

ホーツク文化の拠点集落として観光客等の満足度

の向上を図る、一層の集客を目指していきたいと

いうようなことが目的で、今年取り進めるもので

ございます。 

予算につきましては533万円ということで、こ

ちらは、昨年度からモヨロの土器作りの体験とし

て、地域おこし協力隊の方が関わっていただいて

いるというようなこともあって、その方の委託料

ということになっております。 

○深津晴江委員 そういう大きなネットワークが

あるというのは、申し訳ないのですが初めて知り

ましたので、そこで網走市としては土器作りとい

うところを体験してもらうというような委託料の

予算ということがわかりました。 

委託料ということはわかったのですが、何回ぐ

らい、催しというのでしょうか、イベントしよう

と計画なさっていらっしゃるのでしょうか。 

○吉村学社会教育部長 事業につきましては、全

体的なネットワーク組織の皆様方が、今後、具体

的なモニターツアーというものを企画されると

伺っておりますので、まずはそこの部分につい

て、具体的なことが決まり次第、連携したいと考

えています。 

そのほか、モヨロ独自で、先ほどお話ししまし

た土器作りを核とした体験プログラムづくりにつ

きましては、４月以降、地域おこし協力隊の方と

企画立案を練り上げまして、今行っているモヨロ

カレッジや学校での出前授業、それから観光客の

オンシーズンでの体験学習に実践をしていくとい

うふうに考えております。 

○深津晴江委員 事業内容につきましては理解い

たしましたので、ぜひ市民だけではなく、周辺な

ど、もちろん観光客への周知というところを幅広

く徹底してやっていただいて、ぜひいろいろな体

験につなげていただければなと思います。よろし

くお願いいたします。 

次なのですが、ことしのまちづくりの19ペー

ジ、予算説明書の113ページにもあるのですが、

芸術文化ということで、網走信用金庫の創立100

周年記念協賛事業としまして、三つの事業の補助

金というふうに書かれておりますが、この予算の

市の持ち出しというのはあるのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 今、深津委員から質問の

ありました、この三つの事業の資金につきまして

は、全額、網走信用金庫創立100周年事業とし

て、網走市に寄附をされる額を活用して行うもの
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で、市の持ち出しはございません。 

○深津晴江委員 この予算につきましては、理解

いたしました。 

全て信用金庫の寄附金ということで、それを活

用していくということですが、市民大学講座、私

も毎年参加させていただいておりますが、500万

円、かなり例年に比べたら高額かなと思うのです

が、今、具体的にはどなたを招聘しようとしてい

らっしゃるのかというのはお答えできないかと思

うのですが、５回というところは例年どおりとい

うふうに考えてよろしいでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 市民大学で現在検討して

いるのは、７月から10月にかけて全５回の講座を

開設したいと考えております。うち４名につきま

しては著名な講師を呼び、1名につきましては例

年どおり東京農業大学から講師を招き、実施する

予定です。 

また、現時点で内諾をいただいている講師とし

ましては、漫画「テルマエ・ロマエ」の作者とし

て有名なヤマザキマリ氏、また、東京2020パラリ

ンピック閉会式でピアノ演奏を行いました、７本

指のピアニストとして知られる西川悟平氏、さら

に歴史作家として著名な加来耕三氏、動物写真家

として活躍される岩合光昭氏、東京農業大学から

は副学長の上岡美保氏の５名に内諾を得ていると

ころでございます。 

○深津晴江委員 かなり充実した講師陣というこ

とで、大変期待したいと思います。 

せっかく予算をつけていますが、やはり市民の

方たちの、もう少しいろいろな世代の方たちに聞

いていただきたいというのがあるのですが、その

周知の仕方について、来年度はこんな工夫をした

いというようなところがありましたらお示しくだ

さい。 

○湯浅崇社会教育課長 来年度50期を迎えます市

民大学の周知方法としましては、現在、北海道新

聞への広告を掲載するほか、信金の協賛金を頂く

ということがありますので、信金の各支店でのポ

スターの掲示、また市民に対しましては、従来ど

おりの広報あばしりでの周知とチラシの配布等を

通じて、またＳＮＳの活用も行いまして、広く周

知を図っていきたいと考えております。 

○深津晴江委員 わかりました。 

ちなみになのですが、市民大学ということでは

あるのですが、信金との協賛ということで、市民

以外の方たちというのはどのようになるでしょう

か。お越しいただいても構わないでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 網走市民大学の参加者に

つきましては、市民を基本的に考えております

が、市外からの参加も可能としております。 

○深津晴江委員 理解いたしました。ぜひ幅広く

お越しいただければなと考えております。 

下のクラシック音楽鑑賞ですとか、ＳＯＭＰＯ

美術館展というところも同様かと思いますので、

ぜひ周知をしていただいて、市民の皆様、あるい

は周辺のまちの方たちにも芸術文化に親しんでい

ただければと考えます。 

私の質問は以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者。 

○里見哲也委員 学校教育から一つと、社会教育

から四つほど伺います。 

学校教育ですけれども、説明書の107ページと

109ページにもわたっているのですが、小学校・

中学校の特別支援教育支援員、このことについ

て、実は昨年、決算委員会の中で、こういう支援

員は必要であれば増やすべきでないだろうかとい

う話をさせていただいた経過があります。今回、

前年よりも予算額がアップということで出ていま

すが、人数とか活動の現状はどういうようなこと

かお知らせください。 

○里見達也学校教育課参事 お尋ねのありまし

た、小・中学校特別支援教育支援員配置事業につ

いてでございますが、委員お話のとおり、新年度

の予算案につきましては、若干増額となっており

ますが、この増額の要因につきましては、人件費

単価の引上げによるものに加えまして、今おっ

しゃったとおり、支援員１名の増員を見込んだ予

算となっております。 

ただいま市内の小中学校のほうに、それぞれ支

援が必要なお子さんに対する支援員を配置してお

りまして、それぞれ小学校、中学校、学校とも協

議をしながら、必要と思われる人数を配置してい

るところでございます。 

○里見哲也委員 了解しました。丁寧な指導に尽

くしてください。 

それでは、社会教育の分野でお話を伺いたいで

す。 

説明書では113ページ、資料では30ページ、先

ほど深津委員からもありましたけれども、まちづ

くりでは19ページというところで、信金の100周
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年記念の協賛というところですが、100周年協賛

事業として市が取り組む理由について、まずお知

らせください。 

○湯浅崇社会教育課長 網走信用金庫100周年協

賛事業として取り組む理由でございますが、令和

７年度、網走市民大学では、創立50周年を迎える

年に当たりまして、市民大学での周年事業を検討

していたところ、網走信用金庫様より、創立100

周年記念事業としまして、市に寄附を頂けるとの

話を受け、寄附金の使途としまして、文化講演事

業、音楽公演、美術展など、市民の芸術文化の推

進に役立ててほしいとの意向がございましたの

で、文化講演事業としまして、寄附金を活用し、

網走市民大学講座開設事業補助金を500万円に拡

充し、市民大学において周年事業を実施するもの

でございます。 

○里見哲也委員 並びに、クラシック音楽教室と

いうことですけれども、これは札響が来ると伺っ

ていますが、網走にとっては、札響は何年ぶりな

のでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 札響公演ですが、2012年

の第33回札幌交響楽団網走定期公演以来、実に13

年ぶりとなります。 

○里見哲也委員 そうすると、何月にやるのかと

いうことと関係ありますが、市民周知やチケット

販売、協賛金があるというような流れで、チケッ

ト販売などはどのように行っていくのかというこ

とをお知らせください。 

○湯浅崇社会教育課長 開催時期の点がありまし

たので、お答えさせていただきますが、まず、札

幌交響楽団の公演は、網走市クラシック音楽鑑賞

会実行委員会の事業としまして実施する予定でご

ざいます。開催時期は、７月12日土曜日に網走市

民会館大ホールにて行う予定としております。 

また、市民周知につきましては、広報あばしり

や新聞広告、ポスター、チラシなどを活用し、広

く周知を図る予定としております。 

さらに、チケット販売につきましてですが、今

回、札幌交響楽団の演奏会開催に当たっては、全

額、網走信用金庫創立100周年記念事業の寄附金

を活用して開催する予定であり、寄附者の意向に

より、対象を網走市民と限定し、往復はがきによ

る事前応募制として、無料で招待する形を取りた

いと考えております。なお、市民会館の座席を超

える応募があった場合につきましては、抽せんを

行う予定でございます。 

○里見哲也委員 とても魅力のある企画かと思う

のですが、ちなみに、せっかくホールで、前の日

から来るのかと思うのですけれども、抽せんを外

れることも含めて、多くの子供さん方に、子供に

限らないかもしれないけれども、鑑賞してもらい

たい、学びにつなげてほしいということになる

と、日中の例えばリハーサルなども含め、これは

教育に役立てられるのではないかと思うのですけ

れどもいかがでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 現在、実行委員会では、

演奏会の翌日、13日の日曜日に、エコーセンター

におきまして、市内小中高生を対象とした音楽教

室を開催する予定であります。講師としまして

は、交響楽団メンバーによる、11パートの教室を

開催する予定で調整を進めております。 

また、交響楽団公演当日につきまして、市内の

吹奏楽部、小中高の吹奏楽部及び弦楽教室に所属

する小中高生、約120名程度となりますが、その

子供たちも無料で招待したいと考えております。 

○里見哲也委員 了解しました。 

 音楽ばかりでなくて、美術館で、ＳＯＭＰＯ美

術館展開催事業として、30年ぶりぐらいになるの

でしょうか。東郷青児、これについて、時期とか

入館料とか、その辺りお知らせください。 

○古道谷朝生美術館長 ＳＯＭＰＯ美術展につい

て、お話をいたします。 

時期につきましては、秋口９月から11月の予定

でございます。料金につきましては、網走信用金

庫様の御意向によりまして、料金は無料というこ

とになってございます。 

○里見哲也委員 先ほどのクラシックと同じく、

美術館ですから、これは小中高校生とか、子供の

教育に資するところがあると思うのですが、その

辺りどのような考えでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 学校との連携についてで

ございますが、本展は通常での予算でなかなか難

しい展覧会でございます。今回は、市内の小中学

校の皆さん方、毎年、芸術館賞というのを持って

いらっしゃいます。そこの中の一つに美術館の今

回の展覧会を入れてくれないかということで、た

だいま打診を市内全校にしているところでござい

ます。また、１校、もう既に予約で来たいと言っ

ている学校の方もいらっしゃいます。 

○里見哲也委員 理解しました。ありがとうござ
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います。 

続いて、これは初ということですけれども、全

国大学写真競技会開催補助金、これについて、事

業内容や事業予算などをお知らせください。 

○湯浅崇社会教育課長 まず、全国大学写真競技

会開催補助金の事業内容でございますが、全国大

学写真競技会開催につきましては、令和６年８月

に、芸術文化合宿として網走を訪れました一般社

団法人日本学生写真部連盟より、網走の優れた景

観や環境の下、全国大会を共催で開催しないかと

の提案があり、政策検討会などを通じまして検討

を重ね、新年度、新たに取り組むこととし、予算

の計上を行っております。 

全国大学写真競技会は、通称フォトマッチイン

ターカレッジとして、日本学生写真部連盟に加盟

する全国64の大学写真部がこれまで東日本大会、

西日本大会を開催してきましたが、その上位校に

よる全国大会を、令和７年８月に全国で初めて網

走市にて開催するものでございます。 

写真競技会となるこの大会は、１チーム３名の

チーム編成で、撮影期間内に互いに撮影した写真

５点を発表し合い、３名の専門家による審査員が

ジャッジし、優れた写真を多く撮影したチームが

戦いを制するという文化・芸術系には珍しい大会

となっております。 

初めての全国大会となります本年８月の網走大

会は、８月21日木曜日にレセプション、開会式を

行い、22日、23日と撮影期間を設け、８月24日日

曜日に競技会を行うというスケジュールで開催す

る予定でございます。 

現時点では、６月に横浜市で開催されます東日

本大会、同じく６月、京都市で開催される西日本

大会の上位２校を網走へ招待し、道内の特別参加

校２校を加えた６校による競技会を開催すること

で調整を行っております。 

なお、本大会は、網走市、網走市教育委員会、

一般社団法人日本学生写真部連盟の共催とし、

フォトマッチインターカレッジ全国大会実行委員

会を組織して開催する予定としております。 

○里見哲也委員 理解しました。 

初ということですけれど、これをやることによ

り、どのような効果というのを期待されています

か。 

○湯浅崇社会教育課長 事業による効果でござい

ますが、全国の大学写真部によるフォトマッチイ

ンターカレッジ全国大会を、網走市において全国

で初めて開催することにより、大学生の写真の聖

地を目指す取組に発展することを期待するほか、

網走市の知名度向上に役立つことを期待しており

ます。 

また、大学生による風景写真競技会の観戦を通

じて、市民の皆様にも写真を通じた芸術文化の向

上や、新たな生涯学習機会の創出につながること

を期待しています。 

さらに、大会期間中参加した大学生が撮影した

写真につきましては、全て網走市に帰属されるこ

ととなっておりますので、この写真を市や市内関

係団体などの様々なコンテンツに活用し、さらな

る網走のＰＲにつながることを期待しているとこ

ろでございます。 

○里見哲也委員 たまたま周年がいっぱい重なっ

ているようなイメージもあって、当たり年なのか

なというような気もしたりします。 

寿大学も60周年というようなことですが、この

寿大学については、日本の中でも先行してスター

トしているという話も聞いていますが、この記念

式典の目的と内容について伺います。 

○湯浅崇社会教育課長 寿大学につきましては、

1965年、昭和40年に日本の高齢者大学の先駆けと

して網走女子高校に設置され、1981年、昭和56年

に運営が市に移管され、本年、設立60周年の節目

を迎えます。 

設立60周年に際し、寿大学では、開校記念日の

７月17日に近い通学日である７月23日水曜日に、

60周年記念式典を開催したいと企画しておりま

す。記念式典では、元北海道新聞記者の福田淳一

氏に記念講演をしていただく内諾を得ているほ

か、在学生によるアトラクションを検討していま

す。 

記念式典の開催を通じて、網走市寿大学の存在

を広くＰＲするとともに、寿大学生の生涯学習の

意欲喚起につなげる取組としたいと考えておりま

す。 

○里見哲也委員 この観点で最後ですけれども、

本当に当たり年ということで、来年以降はこんな

たくさんはないと思うのですけれども、この盛り

だくさんの中で忙しいと思いますが、どのような

効果を全体として期待されていますか。 

○湯浅崇社会教育課長 新年度は寿大学60周年、

市民大学50周年と節目を迎える年となり、さらに
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北海道公民館大会やフォトマッチインターカレッ

ジ全国大会の開催も社会教育課で担当し企画して

おります。 

人口減少社会の到来という時代の転換点にあ

り、新たな時代に対応した取組が求められている

と認識しているところです。 

社会教育につきましては、人づくり、つながり

づくり、地域づくりを基本に、一般行政の基盤を

つくる実践活動と言われており、その意味におき

まして、各種取組である周年事業や全道大会、全

国大会の開催を通じて、新たな地域づくりを進め

るきっかけづくりを担う役目を負っていると感じ

ているところです。 

新年度は、様々な事業を予定しておりますが、

これらの事業に参加協力いただける市民の方々が

参加してよかった、学びにつながったと思えるよ

うな事業となるよう、また、新たな地域づくりに

つながる取組となるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

○里見哲也委員 ぜひ頑張ってください。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○澤谷淳子委員 それでは、107ページの中学校

体育文化振興事業補助金、こちらをお伺いしたい

のですけれども、まず確認で、この事業自体は、

対外試合とかコンクール等の経費を補助しますと

いうことで、昨年も本年も同じ予算額なのですけ

れども、一応実績をまずお願いいたします。 

○里見達也学校教育課参事 中学校体育文化振興

事業補助金の実績ということでございますが、た

だいま本年度の実績につきましては、上半期につ

いてはある程度集計をしておりまして、今、下半

期の各中学校、それからクラブチーム等の参加実

績を集計している途中でございます。今、委員お

話のとおり、予算額1,500万円という計上をして

おりまして、ただいまの見通しとしては、昨年は

1,500万円を少し超えた決算額でしたが、それよ

りは少し低くなるのではないかと見込んでいると

ころでございますので、もうちょっと精査まで時

間をいただきたいと思います。 

○澤谷淳子委員 ちょっと時間がかかるというこ

とで了解しました。 

それで、こちらは本当に試合とか何とかコン

クールという正規のものに参加するものでない

と、練習試合とかプレコンクールのようなもので

も遠征することもあると思うのですけれども、そ

ういうものには一切使えない補助金でしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 この補助金の補助対

象の件についてでございますが、交付要項を持っ

ておりまして、その中で対象となる大会というの

を定めているところです。 

冒頭、委員からもお話があったとおり、補助対

象となるものについては、中学校体育連盟、いわ

ゆる中体連が主催する、または出場を認めた対外

試合、その大会に係る会議に係るもの、あるいは

都道府県市町村教育委員会が主催または後援する

対外試合、あるいは文化系であるとコンクールと

いうことのいずれかに該当するものを対象として

おりましたので、お尋ねのありました他校との練

習試合、あるいは遠征といったところについて

は、補助対象には含めていないところでございま

す。 

○澤谷淳子委員 それでは、今、中学校というこ

とで、高校の高体連に参加とか、そういうものは

一切ないという形でいいですか。 

○里見達也学校教育課参事 あくまで、この補助

金については、中学校体育文化振興ということ

で、中学生の生徒の方がいろいろ活動するに当

たっての大会出場に係る補助金ということでござ

いますので、あいにく高校生については、この中

ではカバーしていないところでございます。 

○澤谷淳子委員 私たち議員で、高校生の議会報

告会などでよく交流していて、高校生自体から、

部活動をやっている高校生の子が、やはりそうい

う補助金があればというお話も聞いたので、いず

れはその辺りも考えていけるタイミングとかある

のかなと思って、ちょっとお伺いしたいのですけ

れども、そういう考え、もう一回考える、高校生

もというようなことは考えられませんか。 

○里見達也学校教育課参事 今のこの事業の枠組

みという中に関しては、やはりそこというのは条

件としては難しいと思います。 

ですが、皆様御承知のとおり、今、お子さんの

活動、小中学生、高校生も含めてになりますが、

活動の在り方というものが、今見直しが必要だと

言われているところでございます。そういったと

ころの中で、別の形というか、今御質問の体育文

化振興事業補助金に関してはどうしても対象には

なり得ませんけれども、何か今後、将来的な支援

の在り方というものについては、別の形で検討が
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必要かなと考えているところです。 

○澤谷淳子委員 お答えいただいてありがとうご

ざいます。 

それでは、115ページのオホーツク・文化交流

センター改修事業についてお伺いいたします。 

これは、ことしのまちづくりの19ページにも拡

充事業ということで大きく出ているのですけれど

も、まず、この改修事業の内容はどのようなもの

なのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 オホーツク・文化交流セ

ンター改修事業の新年度の予算計上額は１億

1,570万円です。内訳につきましては、空調設備

改修工事が１億791万円、１階女子トイレ、和式

から洋式化への工事が779万円という内訳となっ

ております。 

○澤谷淳子委員 こちらの改修工事の財源、１億

1,570万円ということで、改修工事の財源と改修

時期というのはもう決まっているのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 改修工事の財源でござい

ますが、財源は全額、公共施設等適正管理事業債

を活用したいと考えております。 

また、改修時期につきましては、空調設備改修

工事につきましては、５月から３月にかけ、施設

の利用状況に応じ工事を実施したいと考えており

ます。また、女子トイレの洋式化工事につきまし

ては、５月から７月にかけ、利用者に不便をかけ

ないよう順次実施したいと考えております。 

○澤谷淳子委員 今、女子トイレの改修というこ

とをおっしゃっていただきましたが、女子トイレ

の洋式化はどこを行うのでしょうか。エコーセン

ター全部行うのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 今回、女子トイレの洋式

化を行う箇所としましては、エコーセンター１階

の女子トイレの和式トイレの箇所７か所となりま

す。具体的な内容につきましては、エコーホール

側の女子トイレの和式４か所、受付情報コーナー

に隣接する女子トイレ２か所、エコーホール楽屋

の女子トイレ１か所の計７か所を、和式から洋式

化するものでございます。 

○澤谷淳子委員 それでは、新年度改修を行わな

い和式トイレは、今後改修される予定というのは

あるのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 新年度につきましては、

利用者も多く、かねてから要望のありました１階

女子トイレの洋式化を行うこととしております。

当面は、他の階の改修は予定しておりませんが、

今後も利用状況や利用者の声を把握し、利用者が

安心して快適に利用できるよう、施設管理の計画

に基づきまして、計画的な改修を検討していきた

いと考えております。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

それでは次に、117ページ、「夢の教室」開催

事業についてお伺いします。 

こちらの事業、決算のときにお伺いしたかと思

うのですが、まず、新年度、ちょっと予算も増え

まして、170万円ぐらい増えているのですけれど

も、もう既に開催してくれる講師の方とかは決

まっているのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 「夢の教室」開催事業

の講師につきましては、我々のほうからこの方は

お願いしますというようなお願いはできませんの

で、日本サッカー協会のほうで夢先生の選定をし

ていただいております。今のところまだ誰も決

まっている状況ではございません。 

○澤谷淳子委員 今、サッカー協会のほうとおっ

しゃっていましたけれども、まず、何回予定です

か。 

○大西広幸スポーツ課長 令和７年度につきまし

ては、小中学校合わせまして15校で18回、開催を

予定しております。 

○澤谷淳子委員 それでは、昨年は高学年の子と

か小学校とかもあったのですが、本年は全中学生

も含むのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 本年度までは小学５年

生のみの事業を開催しておりましたが、令和７年

度からにつきましては、全中学２年生も対象とな

りますので、小学５年生と中学２年生全員を対象

に事業を行うものとなっております。 

○澤谷淳子委員 そうですか。そうしたら、５年

生と中学２年生ということで、それでは、最初の

質問に戻りまして、サッカー協会とかに、向こう

のほうで決めていただくということで、これは、

こちらからの要望というか、スポーツ系ばかりで

なく文化系のとか、そういうのは申込み、お願い

したりとかは今のところしていないのでしょう

か。 

○大西広幸スポーツ課長 夢先生につきまして

は、サッカー協会のほうの登録をしている先生の

中から選ばれるものでございまして、私の見た限

り、スポーツ系の選手、現役選手ですとかＯＢの
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選手ですとか、オリンピアンの方しかいらっしゃ

らないのではないかと思いますので、スポーツ分

野の中からお越しいただけるものと思っておりま

す。 

○澤谷淳子委員 大変よい事業だと思っておりま

すので、どなたが来るのかわかりませんけれど

も、楽しみにしたいと思います。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩といたしま

す。 

再開は午後４時30分といたします。 

午後４時21分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時30分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

○古田純也委員 ことしのまちづくりの17ペー

ジ、まずは小中学校電子黒板整備事業についてお

尋ねいたします。 

小中学校の特別教室に電子黒板を設置するとい

うことですが、詳細をお伺いいたします。 

○高橋善彦学校教育課長 現在、各小中学校で利

用されております電子黒板につきましては、令和

４年度に特別支援学級を含む全普通教室に１台ず

つ導入し、授業の中で有効的に活用が進んでいる

状況であり、教職員の方からも好評をいただいて

いるところでございます。 

授業や教育活動での利活用に大変有益でありま

すことから、各小中学校の理科室、音楽室などの

特別教室に１台ずつ14台を整備しようとするもの

で、令和９年度までの３か年で各校の特別教室に

３台、合計42台を整備しようと考えてございま

す。 

○古田純也委員 普通教室、そして特別教室に配

置されるということで、小中学校は全て配置され

るのですけれども、今後、高校のほうには、私の

知る限りではまだ電子黒板の導入はされていない

と思うのですけれども、その辺は、せっかく６年

間、３年間、電子黒板で最先端で授業を受けて、

高校に行って全くないという環境は寂しいと思う

のですけれども、その辺、高校への導入とか連携

体制というのはどのように押さえているのでしょ

うか。 

○岩永雅浩教育長 高校への導入については、基

本的には北海道教育委員会の責務において行われ

るべきだなと考えていますが、聞くところによる

と、市内校の中では文科省の補助事業などにもエ

ントリーをして、通信環境の整備であったり、電

子黒板かどうかはわかりませんけれども、ＩＣＴ

機器の導入ができないかということを相談してい

るというふうにお聞きをしています。 

○古田純也委員 わかりました。 

続いて、同じ17ページの小中学校図書館の充実

という部分で、まず図書の整備です。 

この図書の整備、いろいろと本を導入、整備す

るということで、各学校の要望、どういう本を入

れるのがいいのかというのを各学校から要望を吸

い上げるのか、それとも指定するのか、その辺の

導入の入り口についてお尋ねいたします。 

○里見達也学校教育課参事 学校における図書の

整備事業についてのお尋ねでございますが、まず

購入方法につきましては、毎年度市内各小中学校

に、学校図書館図書の購入に係る予算を計上して

蔵書の整備を行ってきているところでございます

が、購入方法につきましては、予算を各学校に予

算配当をしております。その予算の範囲内におき

まして、各小中学校で購入する図書の選定、購

入、納品及び整理をしていただいておりまして、

その選定する図書につきましては、例えば選定の

参考となるリストですとか、あるいは図書館司書

など、図書の選定の検討には加わっているとは

伺っているところでございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

ちなみに、もう古くなった本、処理する本とい

うのは、どのような形で処理されているのか、お

尋ねいたします。 

○里見達也学校教育課参事 いわゆる汚損ですと

か毀損のある本の処理ということにつきまして

は、これまでも議会のほうでいろいろと御質問い

ただいているところでございますが、いわゆる国

が示す学校図書館の標準冊数という指標がござい

ます。この指標については、その学校のお子さん

の数、いわゆる学級数などで、大体この学級数に

ついてはこのぐらいの冊数というのが定められて

いるものでございますが、それに基づいて、先ほ

ど申し上げた図書の更新の部分で、本当に使えな

くなった分については処分をして、新たにそこに

替わる図書を入れるというようなことをやってお

りますので、それぞれの学校の図書の状況に応じ
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て、それぞれ対応いただいているということでご

ざいます。 

○古田純也委員 処分はわかるのですけれども、

どのように処分されるか。 

○里見達也学校教育課参事 処分については、い

わゆる廃棄処分ということにしておりますのと、

あとは、すぐに処分ができないものについては、

閉架という形を取っておりまして、いわゆるその

書棚から一旦棚卸しをするというような整理をし

ております。 

○古田純也委員 わかりました。 

では、最後の質問になります。 

同じく、ことしのまちづくりの18ページ、新規

事業、スクールソーシャルワーカー配置事業につ

いて、この事業に関しての詳細をお尋ねいたしま

す。 

○高橋善彦学校教育課長 スクールソーシャル

ワーカー配置事業でございますが、いじめ問題を

はじめ、ますます複雑、多様化する課題に対し

て、各分野の専門家等による組織的で多様な支援

方法を用いて、課題解決への対応を図っていくこ

とが重要であると考えております。 

本事業は、児童生徒の課題解決、学校と関係機

関の連携強化、教職員の負担軽減、いじめや悩み

の早期発見、早期対応の強化、児童生徒の社会性

向上を目的としまして、専門的な知識と技術で支

援を行い、学校現場において重要な役割を果たす

スクールソーシャルワーカーを配置しようとする

ものでございます。 

配置につきましては、全小中学校を対象としま

して、１名配置しようとするものでございます。 

○古田純也委員 大変需要のある中、１名という

ふうに今回踏み切ったのは何かあるのでしょう

か。 

○高橋善彦学校教育課長 このスクールソーシャ

ルワーカーでございますが、福祉の専門職という

ことでございます。想定をされているのが社会福

祉士を今想定されていますけれども、なかなか人

材の発掘といったところが難しいものですから、

各校に数名とかというような形にはならないのか

なと考えてございます。まずはその１名を配置

し、今の状況を少しでも改善していければいいの

かなと考えているところでございます。 

○古田純也委員 では、今回、この事業の予算と

いうのは、その１名の方の報酬という部分で考え

てよろしいでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 委員お見込みのとお

り、１名の報酬の予算でございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○石垣直樹委員 それでは、お伺いいたします。 

予算書の105ページ、児童生徒カウンセリング

事業についてお伺いいたします。 

昨年度500万円のところ、本年度680万円増額さ

れております。この事業、効果が見込めて、問題

の子供たちのカウンセリング効果が高い事業なの

か、そしてどれくらい利用されているのかをお示

しください。 

○高橋善彦学校教育課長 スクールカウンセラー

についてでございますけれども、現在、小学校、

中学校にカウンセラーを配置しております。小学

校におきましては月１回、中学校では週１回から

２回、巡回で対応している状況でございます。 

利用実績としましては、令和５年度では全体で

396回、令和６年度は２月末までの実績ではござ

いますが339回の実績がございます。児童生徒の

みならず保護者や教職員へのアドバイスといった

ところもございますので、事業の効果としては非

常に高いものだと認識してございます。 

○石垣直樹委員 その中で、解決に結びついた事

案というのは何件ぐらいあるのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今、相談件数に対して

の問題解決数というものは持ち合わせはしており

ませんけれども、やはりカウンセリングの中で

は、１回で当然終わらないものですとか様々なも

のがございます。引き続き、複数回のカウンセリ

ングがというところもありますので、一概に２回

やれば終わるとかということではないので、長期

的な視点を持って対応に当たっていただいている

というのが今の現状でございます。 

○石垣直樹委員 昔であれば、担任の先生が親の

悩みですとか子供たちの悩みを聞いていた、一番

担任の先生が子供たちに接する機会があって、人

間関係もわかっている中で、そこをこのカウンセ

リングという方が実施されているのだと思います

が、相談件数は多いというところで、悩みを聞い

ていただくだけでも効果はあるのかなと思います

ので、理解いたします。 

続きまして、いじめ対策事業についてお伺いい
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たします。 

代表質問の中で明らかになりましたが、網走市

内には140件のいじめが存在すると。昨年度も予

算がついて、本年度も予算がついておりますが、

この予算は、いじめは駄目ですよという啓蒙をす

るだけで、毎年予算をつけている中で解決した実

績というのはあるのですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 解決の件数ですけれ

ども、いじめ調査の中で報告が上がってくる解決

につきましては、いわゆるいじめと問われるもの

が起きてから３か月経過した中で、学校のほうで

聞き取りもしくは面談等を通して、被害者と呼ば

れる子供から確認した上で解決したという件数に

ついては、あるということを報告を受けていま

す。 

○石垣直樹委員 解決する事案があるということ

ですが、どの程度、具体的な数は提示できます

か。 

○大垣正紀学校教育部次長 今、詳細な数値につ

いては持ち合わせていないのですけれども、報告

書の中におきましては、各学校からそれぞれ何件

ということについては、報告を受けております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

親としては引き続き解決に向けて、よろしくお

願いいたします。 

続きまして、部活動あり方検討事業についてお

伺いいたします。 

恐らく後ほど、小田部委員から詳しくあると思

いますが、本日の朝のＮＨＫでも安平町の取組が

示されておりました。網走市は北海道のやり方に

準じるというようなお話もございましたが、前も

言いましたけれども、子供たちの１年というのは

非常に重たい１年だと思います。私も中学校３年

間サッカーをやらせていただきました。その３年

間が、２年間で高校に行ってサッカーしていたと

したら天と地との差があったと思います。自分た

ちの１年と子供たちの１年というのは本当に貴重

なものであり、違いがあると思っていますが、早

期に部活動対策については在り方を決めてほしい

なと思うところではございますが、令和７年度は

どのような取組をされるのかお示しください。 

○里見達也学校教育課参事 委員のお話がありま

した部活動の地域移行についてでございますけれ

ども、これまでも議会でお話をしておりますよう

に、国や北海道のほうでは、令和５年度から７年

度までの３か年を改革推進機関として位置づけら

れておりまして、当市においてもこの期間に基づ

いて、まずは休日の部活動の地域移行についての

取組を重点的にということで、昨年度、地域移行

検討協議会を設置しまして、検討に着手したとこ

ろでございます。 

委員お話のとおり、地域移行の実現に向けて

は、生徒の活動の受皿となる活動の場所、それか

ら団体、そして、これまでの教職員の部活動顧問

に代わる指導者の確保が必要となっておりまし

て、この環境整備には、各都道府県、市町村に

よってそれぞれ大きく異なっているという状況で

ございます。ほかの市町村では、いろいろ既に見

通しを立てているところもございますが、当市、

なかなか進んでいないところもございますけれど

も、令和７年度中には、この検討協議会での議論

や事務整理を経まして、地域移行に関する方針を

７年度中に定める予定として取り組んでまいりま

す。その中で、今後の展開に向けたロードマップ

を基に、地域移行が将来にわたって持続可能で子

供たちの活動を支援するような体制を取っていき

たいと考えているところでございます。 

○石垣直樹委員 令和７年度まで移行期間という

お話でございましたが、令和７年度でロードマッ

プをつくって、そこからいつ実施できるのかは定

かではないと思うのですよ。安平町の取組を見て

も、あれを今すぐやれとか、１年、２年でやれと

いうのはなかなか難しいというふうに感じており

ます。ぜひとも早急に、部活動の在り方について

は方向性を示して、リーダーシップを発揮してい

ただきたいと思います。 

続きまして、小学校ＧＩＧＡスクール端末整備

事業と中学校ＧＩＧＡスクール端末整備事業につ

いてお伺いいたします。 

子供たちに１人１台端末が導入されてから、更

新の期間が来たと思うのですが、これは何年ごと

に更新するのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 ＧＩＧＡ端末、１人１

台端末でございますが、バッテリーの耐用年数や

端末の故障状況を鑑みて、おおむね５年程度で更

新が必要となってくると考えているところでござ

います。 

○石垣直樹委員 ５年程度で更新ということで、

今回も小中学校合わせて１億4,723万9,000円計上

されております。そのうち5,430万円については
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債務という債権を立てると、借金をするというこ

とですが、これは何年で償却していくのですか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後４時47分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時48分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 答弁から。 

○小西正敏財政課長 こちらの借金は、起債に関

しましては、デジタル化推進事業債というものを

令和７年度から活用できるものができましたの

で、５年間ということで予定をしております。 

○石垣直樹委員 一般財源からも約１億円出し

て、5,000万円は債権ということで、５年間で償

却して、また５年後には同じような取組になるの

か、国の補助があるのかわかりませんが、理解い

たしました。 

続きまして、113ページの学生ボランティア支

援事業について伺います。 

前年度18万円から51万円と大幅に予算が伸びま

したが、これは学生ボランティアの動きが活発化

したと捉えてよろしいのでしょうか。 

○湯浅崇社会教育課長 石垣委員からの予算の拡

充の理由についてでございますが、令和６年度の

学生ボランティア支援事業の予算計上に当たりま

しては、令和５年度の高校生、大学生の教育事業

へのボランティア参加状況を参考に、延べ180名

のボランティア参加をいただけると見越しまし

て、令和６年度は取組を進めてきました。その過

程で、本年度の学生ボランティアの登録者数は、

東京農大生が73名、網走南ケ丘高校生が30名、桂

陽高校生が13名の121名であり、教育委員会が主

催、協催する10事業に、１月末現在で延べ308名

の参加がある状況となりました。今年度末まで

に、学校教育課主催の寺子屋事業などに延べ約

170名、社会教育課主催のイベントや地域学講座

などに延べ約340名が参加されると見込まれるこ

とから、新年度につきましては、延べ510名の学

生ボランティアが地域の子供たちのために教育委

員会事業に協力していただけると見込み、新年度

予算として51万円を計上したところでございま

す。 

○石垣直樹委員 子供たちのボランティア、社会

参画がすばらしい結果を示しているのだと思うの

ですが、これはお弁当代とかそういったものにな

るのですか。 

○湯浅崇社会教育課長 この事業につきまして

は、ボランティアとして参加する学生に対して、

交通費相当分の支援を行うということで予算づけ

をしております。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。よろしくお

願いします。 

 続きまして、電子図書整備事業についてお伺い

します。 

こちらも予算増額となっておりますが、恐らく

電子図書の本を購入するのかと思うのですが、こ

れは各自治体が電子図書を整備するのではなく

て、国で一括でまとめてもらったらすごく効率的

かと思うのですけれども、そういうふうには将来

的にはなりそうにないというような見込みでしょ

うか。 

○細川英司図書館長 当市が導入しております電

子図書館、事業者が運営しているわけですけれど

も、電子図書館にも複数社ございます。私企業で

ございますので、国が何か大きな呼びかけをし

て、そういった私企業なども参加できるような大

きな枠を整備するような方向性が国のほうから出

てこないと、なかなか委員が今おっしゃったよう

な形が形づくられるというのはちょっと難しいか

なというふうに認識しております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

本来であれば国立図書館とかに一本化してもら

えたら、自治体としてもすごく楽だと思うのです

が、なかなか難しいところを理解いたしました。 

続きまして、同じページの特別企画展開催事業

について、内容をお示しください。 

○吉村学社会教育部長 博物館では、網走の自然

と歴史への理解を深め、郷土への親しみを抱いて

もらうことを目指して、毎年、網走の自然と歴史

をテーマとした特別企画展を年２回開催しており

ます。年２回、一つは自然系の特別企画展とし

て、令和７年度は「オホーツクのヨコエビ展」、

もう一つは歴史系特別企画展として、「網走の平

成時代の暮らし展」を、それぞれ夏季と冬季に１

回ずつ予定をしております。 

○石垣直樹委員 この特別企画展なのですが、実

は私の周りでもすごくニッチな企画展をしている

と人気でございまして、確か前回は昭和の暮らし

展から、今年は平成の暮らし展と、令和８年度は

ひょっとしたら令和の暮らし展になるのかどうか
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とざわついていたり、このオホーツクのヨコエビ

展、一体どんなものをやるのかというふうな話題

を呼んでいる企画展であります。期待しておりま

すので、ぜひともよろしくお願いします。 

また同じく、資料収集整備事業についてお伺い

します。剝製を作られると書かれておりますが、

令和７年度は何の剝製を作られるのでしょうか。 

○吉村学社会教育部長 資料収集整備事業につき

ましては、例年、博物館の展示物というようなと

ころの部分で剝製を作っております。 

７年度は海洋性の生物ということで、アマエ

ビ、ボタンエビ、ホッカイエビ、この３点の剝製

を製作予定しておりまして、こちら、先ほどお話

ししました特別企画展のオホーツクのヨコエビ展

までに剝製を間に合わせて、先ほどのヨコエビ

展、約80点の展示に間に合わせたいと考えており

ます。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。まさかエビ

の剝製を作るとは思っていなかったので、楽しみ

にしております。 

続きまして、117ページ、体育器具整備事業に

ついてお伺いいたします。 

本年度は63万6,000円を整備事業に使うかと思

いますが、その内容をお示しください。 

○大西広幸スポーツ課長 体育器具整備事業の事

業内容でございますが、令和７年度につきまして

は、トレーニング器具の修繕料として51万3,000

円、点検手数料として８万3,000円、消毒液など

の消耗品で４万円の63万6,000円を計上しており

ます。 

○石垣直樹委員 本年度は新しい器具は導入され

ないということを理解いたしました。 

相変わらず増設したけれども、人気のようで、

ローカルルールができて、行列ができて30分待ち

ルールというのがあるらしいです。お金のある方

はフィットネスクラブとか行かれるのでしょうけ

れども、市民の健康に寄与する貴重な施設だと思

いますので、今後とも引き続きよろしくお願いい

たします。 

最後にお伺いします。陸上競技場整備事業、

119ページでございます。 

昨年度はたしか時計等を入れたと思いますが、

今年度は何を導入するのでしょうか。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 陸上競技場整備事業

につきましては、令和７年度予算につきまして

は、令和８年度に次回の陸上競技場第３種公認検

定というのが行われることとなっており、その検

定までに改修が必要な摩耗の激しいフィールド競

技の助走路や縁石など、設備の改修をするもので

ございます。 

改修箇所につきましては、日本陸競の検定員の

事前指導において指摘のあった点となっておりま

して、棒高跳び助走路、走り幅跳び助走路の一部

の舗装材の切削オーバーレイ、表面を削り取って

舗装材をやり直すという形が主なものとなってお

ります。そのほか、走路縁石の取替えですとか、

古いラインが見えてきている箇所のトップコート

塗布、砂場の砂補充などが含まれております。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。 

初耳だったのですが、世界の公認検定を取られ

る競技場で、私たちも子供たちも競技することが

できる夢の膨らむ事業かと思いますので、よろし

くお願いします。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○村椿敏章委員 それでは、学校図書館司書配置

事業から質問したいと思います。 

司書を今４人ほど配置されているかと思います

が、この間、増えていますよね。学校図書館に司

書がいるかどうかで、全然図書館の雰囲気は違う

と思います。このことについて、原課としては、

どのように評価しているのか。また、今、４人の

中で、どのような巡回の方法をしているのか伺い

たいと思います。 

○里見達也学校教育課参事 学校図書館司書の事

業についてのお尋ねでございますが、委員お話の

とおり、現在４名の図書館司書を任用し、市内校

に配置しております。新年度につきましても、こ

の４人の任用に係る予算を計上しているところで

ございまして、学校現場のほうでは、図書館司書

が入ることによって、子供の読書環境の充実、そ

れから教育上の調べ学習であるとか、そういった

ところへの教職員との連携による協力、そして、

学校図書館の環境整備など、司書が配置されてい

ることにより、その役割というのは非常に現場と

してもありがたいという声をいただいておりま

す。 

巡回の状況ですけれども、４名ということでご

ざいますので、１人が大体３校から４校を兼務し

ていただいておりまして、メインの学校をそれぞ
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れ決めまして、年間３か月から４か月のスケ

ジュールで、メインの学校をそれぞれ別のところ

に置きまして、かつ、その週の中で受持ちの担当

校、例えばこの曜日はここの学校、この曜日はこ

この学校といったような形で、それぞれ担当して

いただいているところでございます。 

○村椿敏章委員 今の説明の中では、４か月とか

と話されていて、１年間ずっと担当している学校

は一緒なのですか。 

○里見達也学校教育課参事 すみません。ちょっ

と説明がわかりにくかったところがありましたの

で、もう一度お話をいたします。 

４人の司書で、１人当たり３校から４校を受け

持っていただいております。そして、週当たり、

例えばお１人の方が３校の担当であった場合につ

いては、週５日間ございますので、この学校に行

く日はこの曜日、この曜日といったところで巡回

をしているということです。 

その期間の間、いわゆる主管校という、その司

書の方が常に通勤をする場所、メインとして置く

場所を定めているのですけれども、それが先ほど

私が説明をした３か月置きに、この期間はこの学

校が主管校、この期間はこの学校が主管校といっ

た形で動いているという状況でございます。 

○村椿敏章委員 そういうことですね。メインの

学校を替えているということですね。わかりまし

た。 

それで、学校によっては、週に２回、まず２回

なのかなと思ってはいるのですけれども、曜日が

替わるとか、そういうことは当然あるのかなと思

うのですけれども、どうなのでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 司書の勤務校、勤務

曜日につきましては、年度当初に各学校のほうと

スケジュールの調整をしています。委員おっ

しゃったとおり、その週によって２回来る学校

と、それから１回しか来られない学校というのが

ありますけれども、そこは基本的な配置の日を決

めるのですけれども、当然学校行事ですとか、そ

ういったところで調整がかかることはございま

す。この設定に関しては、ある程度固定化したほ

うが、この日はうちの学校に司書がいるよとお子

さんたちにとっても、そこがわかるというところ

もございますので、基本的な出勤の日というのを

決めて業務に当たっていただいているというとこ

ろでございます。 

○村椿敏章委員 わかりやすいように工夫してい

るというところだと思いますが、ぜひ、今の４人

体制をさらに増やす５人体制にしたら、もっと５

人ですから、週に５日間行くことになるので、決

まった曜日に行くことになるような体制が取れる

のではないのかなと思うのですけれども、そのこ

とについてはどう思われますか。 

○里見達也学校教育課参事 委員お話のとおり、

この図書館司書、今４人で市内15校回っているわ

けですけれども、過去にもお話をしたことがある

かもしれませんが、国が定めるその計画上は、目

標としては1.3校当たりに１名という、一応物差

しはあることはあるのです。行く行くは１校に１

人というようなのが望ましいという書き物もござ

います。当市での司書につきましては、司書が始

まってから、最初はたしか本当に今よりも少ない

人数でスタートしてきていて、途中で今の４名に

増員をしたというのがございます。なかなか限ら

れた予算の中での任用ということでございますの

で、先ほど申し上げた目標に沿った配置というの

は非常に難しいのですけれども、引き続き、図書

館司書、今任用中の司書との協議、あるいは学校

の教職員の方で司書を持っていらっしゃる方、実

際に学校の中で司書の先生とやり取りをするので

すけれども、その方との連携ですとか、そういっ

たところを踏まえながら、今後、どういった形が

取れるかは、引き続き協議していきたいと考えて

おります。 

○村椿敏章委員 ぜひ、５人体制を検討してもら

えたらなと思います。そういうのがかなり有効に

なるのかなと。学校の先生にも負担がそれほどか

からないような形になるでしょうし、ぜひ検討し

てもらえたらなと思います。 

次の質問に移ります。 

学校給食の運営費２億9,900万円、調理員の状

況について、正職員が４人で、パートが何人の状

況で、各学校にどのように配置されているのか伺

いたいと思います。 

○高橋善彦学校教育課長 調理員の勤務状況でご

ざいますが、まず正職員につきましては、現在、

再任用を入れて４名でございます。一方で、会計

年度任用職員は30名、合計34名となってございま

す。 

各調理場ごとの正職員を含めた人数を申し上げ

ますが、桂ヶ丘地区共同調理場では６名、向陽ケ
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丘地区共同調理場では６名、南地区共同調理場で

は10名、潮見地区共同調理場では６名、西部地区

共同調理場では３名、西小学校の給食調理場では

３名という形になってございます。 

○村椿敏章委員 今の正職員と会計年度任用職員

を合わせた調理員の数ということでよろしいです

かね。正職員は４人ですから、今、調理場六つあ

るので、どこか正職員のいないところがあるのか

なと思っているのです。そこの配置についても聞

きたかったのです。 

○高橋善彦学校教育課長 正職員未配置校、未配

置の調理場ですけれども、西部地区共同調理場と

西小学校の給食調理場となってございます。 

○村椿敏章委員 そうしますと、桂ヶ丘、網走小

学校のところと中央小、それから南小、潮見小に

１名ずつということになっていると思います。こ

れも人数の多いところについて、正職員が配置さ

れているのかなと思うのですね。 

代表質問でお話しさせていただいたのですが、

給食調理員、会計年度任用職員の方にリーダーに

なってもらうところを負担させるのは非常に重た

い負担だと思います。今、正職員４人いる中で

やっていますが、４人の方の年齢などは何歳なの

か教えていただきたいと思います。 

○高橋善彦学校教育課長 ４名のうち、３名が50

代、１名が60代でございます。 

○村椿敏章委員 50代といっても、何歳というと

ころまで教えていただきたいのですが。 

○高橋善彦学校教育課長 申し訳ございません。

今それぞれの詳細な年齢は持ち合わせてはおりま

せん。 

○村椿敏章委員 それで、そのうち１人は60代と

いうことですね。いずれその重責を大変だといっ

て退職されると。そういったときに、結局今の６

名とか10名とかたくさんいるところの中心となる

正職員がいなくなるわけですよ。ここをやはり正

職員化すべきではないのかなと。今、会計年度任

用職員を正職員化にするべきではないかなと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 今の会計年度任用職員

を正職員に登用というお話だとは思いますけれど

も、種々この件については今までも議論されてき

たことだとは思いますけれども、会計年度任用職

員が正職員に劣っているかと言われれば、そうで

はないとは思っております。業務内容等々は正職

員と同じような部分でできていますので、正職員

未配置校であっても、やはり調理員の方たちが

日々一生懸命頑張っておられますので、そういっ

た面では正職員がいないからできないとか、そう

いったことは一切ないというふうに考えておりま

すので、今現時点において、会計年度任用職員を

正職員化するという考え方はございません。 

○村椿敏章委員 正職員と会計年度任用職員は変

わらないことをされていると、だけれども、お給

料も違うし休暇の日数も違うのですよね、きっ

と。そうやって考えたら、それだけ正職員の方

は、会計年度任用職員の方よりも優遇されている

部分はあると思います。劣っているとかそういう

のではなくて、同じ仕事をされているわけですか

ら、当然正職員になってもいいのかなと思います

けれども、でもせめてリーダーとなる人が、その

調理場には必要だと思うのですよ。そういう重責

を抱える人は正職員になってもいいのではないの

かなと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○北村幸彦学校教育部長 代表質問でも答弁させ

ていただいておりますが、会計年度任用職員を正

職員というお話だったと思います。市の方針とい

たしましては、現業の正職員の補充をするという

考えは、現在のところございませんので、引き続

き会計年度任用職員の確保と定着に尽力いたす中

で、これまでどおり、安全・安心でおいしい給食

の提供に努めてまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 代表質問での回答では、現業の

方の採用は考えていないという答えだったと思う

のですよね。違いましたか。 

○北村幸彦学校教育部長 代表質問の中では、現

業の正職員を補充する考えはないというお話をさ

せていただいたところです。 

○村椿敏章委員 この間、現業の職場と言われる

ところでも正職員の採用があったと思うのですけ

れども、ありませんか。現業の職場と言われると

ころでも正職員の採用があったと思うのですよ。

例えば保育園とかね。この間あったと思うのです

けれども、そうやって考えたら、給食調理場だっ

て、正職員として採用することができるのではな

いかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 今、保育士の採用の関

係ですけれども、第５次行革におきまして、保育

士の状況を確認したときに、直営ではなくて全部

民間委託には移行できないという判断をいたしま
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して、第５次行革の中では保育士は採用するとい

うことで、現在も採用を進めているところです。 

○井戸達也委員長 時間の関係もありますので。 

○村椿敏章委員 対応できないケースがあるから

ということで、採用した経過があるというのはわ

かります。でも、今の大きな給食調理場を維持す

るためには、やはり正職員が必要だと私は思いま

す。ぜひ検討していただけたらと思います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

○永本浩子委員 それでは、予算説明書の105

ページ、教員住宅解体事業についてお伺いいたし

ます。 

令和７年度解体する住宅というのは、何戸でど

この住宅になるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 令和７年度に解体を予

定しております教員住宅につきましては、つくし

ケ丘３丁目８番街区にございます昭和55年建築の

ブロック造二階建て１棟４戸の住宅でございま

す。 

○永本浩子委員 何戸解体になりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 １棟４戸でございま

す。 

○永本浩子委員 ４戸の解体ということで、この

解体の後、教員住宅の状況というのは、市内に

残っている教員住宅の戸数とか、老朽化、今後解

体の必要のある住宅というのはどのようになって

いますでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 現在の教職員住宅の管

理戸数でございますが、今現在59戸ございます。

ただ、そのうち入居可能な住宅は49戸ございまし

て、そのうち今現在37戸が入居しており、12室が

空室の状況となってございます。 

○永本浩子委員 37戸が利用されているというこ

となのですけれども、かなり老朽化が進んでいる

のではないかなと思うのですけれども、今後解体

の必要のある住宅というのはどれぐらいなので

しょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 おおむね今現在、一般

教職員向けの教員住宅については、かなり老朽化

している状況でございます。昨年の３月に策定し

ました学校施設等改修計画の中では、向こう30年

間で必要とされます長寿命化改修を算出します

と、教員住宅では約10億円、改修するには必要で

あるという書き方をしております。そういった中

で、教職員住宅につきましても、学校施設同様、

今後の在り方を検討していく必要があるというこ

とで、今年度から教育委員会の教育委員会協議会

の中で種々議論をしておりまして、網走市小中学

校適正規模・適正配置に関する基本的な考え方と

いうのを、今現在まとめている状況でございま

す。この基本的な考え方がまとまりましたら、市

議会の皆様方にも御説明をさせていただきます。

その後に、本件に関する検討協議会というものを

設置しまして、その中で適正規模・適正配置の基

本計画を策定しまして、学校施設等改修計画を踏

まえながら、教員住宅を含む学校施設等の再編や

改修、はたまた解体なども含めて検討を進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

○永本浩子委員 今、しっかりお答えいただきま

して、そういった計画もあるということで、やは

り10億円必要というのはかなりの高額になります

し、現実は多分古くなっている教員住宅というよ

りも、民間の賃貸住宅を借りている教員の方の割

合も増えているのではないかと思うのですけれど

も、そういった状況はどのようになっているので

しょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 当市における教職員の

教員住宅への入居割合でございますけれども、今

現在で約14％というような形になっておりますの

で、ほとんどの教職員は、持家や賃貸住宅にお住

まいになられているという現状でございます。 

○永本浩子委員 今後の方向性として、やはり校

長とか教頭の住宅は別として、教員の方の住宅を

市が全面的に改修の負担を負う中で改修していく

というよりは、民間賃貸住宅にしたほうがよいと

いうふうに私としては考えているのですけれど

も、今計画をつくっているところとはお聞きしま

したけれども、お考えはどういう感じなのでしょ

うか。 

○高橋善彦学校教育課長 今現時点で、先ほども

申し上げたとおりでございますけれども、民間賃

貸住宅、例えば借上げですとか、そういったこと

は、今の中では考えにございません。 

○永本浩子委員 お考えはないということでした

けれども、そうしますと、教員住宅の建設とか修

繕、解体費用というのは、全て市の負担というこ

となのでしょうか。それとも、現状はどうなので

しょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 住宅改修に係る費用に
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つきましては、今現在の家賃収入であったり、一

般財源で賄っている状況でございます。 

○永本浩子委員 そしてまた、民間賃貸住宅の住

宅補助というのは、どこからお金が出ているので

すか。 

○高橋善彦学校教育課長 家賃補助といいます

か、教職員には住宅手当がついております。当市

の教員住宅は、定額の家賃で設定されています。

今現在3,000円から１万5,000円程度というような

定額家賃でございますけれども、北海道の一般職

員給与条例がございまして、その中で月額１万

3,000円を超える民間賃貸住宅に住んでいる教職

員に対しまして、住宅手当が支給されるという規

定がございますので、その中で教職員に関しては

手当を受けられているというところでございま

す。 

○永本浩子委員 そうしますと、教員住宅に入ら

れる教員の方の負担というのは、3,000円から１

万5,000円ということで、民間賃貸住宅に入られ

る教員の方は、１万3,000円までは自分で出すけ

れども、それ以上は道のほうで出していただける

という理解でよろしかったのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 お見込みのとおり、北

海道の条例に基づいて手当が支給されているとい

うことでございます。 

○永本浩子委員 今後の改修費等を考えますと、

方向性としては、ぜひ民間賃貸住宅の方向に持っ

ていただけたほうが市としてもよいのではないか

と思いますので、また、その計画、どのような形

で出てくるのか、確認させていただきたいと思い

ます。 

次に、105ページの魅力ある高等学校のあり方

検討会、先ほども質問がありましたので、具体的

なやり方等も理解させていただきました。 

私もやはり現役の高校生の生の声もぜひ聴いて

いただける機会を、校長先生にというよりは生徒

本人からの生の声をぜひ聴いていただける機会を

つくっていただければと思っております。 

また、あり方検討会がつくられるということに

なった背景には、やはり網走の二つの高校の近年

の倍率とか生徒数がかなり少なくなってきている

ということが背景にあるかと思います。今日は高

校の合格発表の日でもあるかと思いますけれど

も、近年の倍率と生徒数の推移というのは、どん

な感じになっているのでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 市内の高校の倍率の

状況ということでございますが、報道等でも既に

御覧いただいたかもしれませんけれども、本年

度、令和７年、今日ですね、合格発表が出ました

けれども、本年度の出願状況、網走市内の高校の

状況をお知らせしますと、南ケ丘高校について

は、普通科、募集定員160人に対しまして出願者

が171人、倍率については1.1倍。これが、昨年も

南ケ丘高校については同様の1.1倍でございま

す。もう一つの網走桂陽高校につきましては、普

通科と商業科、事務情報科という三つの科がござ

いますが、普通科につきましては、募集定員80人

に対しまして出願者数56人、倍率にして0.7倍で

ございました。ここは、昨年同時期は0.9倍とい

うことで、ここは少し下がったという感じでござ

います。また同じく、桂陽の商業科、それから事

務情報科につきましては、それぞれ募集定員が40

人ずつとなっておりますが、商業科の今年の出願

者数は30人、事務情報科につきましては14人とい

うことで、それぞれ倍率は0.8倍、0.4倍というこ

とで、昨年同時期、商業科は0.5倍、事務情報科

は0.4倍ということで、商業科、事務情報科につ

きましては、定員数に満たない出願状況となって

いるところでございます。 

○永本浩子委員 今、数字を示していただきまし

たけれども、かつては桂陽高校の商業科、事務情

報科というのがすごく人気があったのですけれど

も、最近は非常に人数的にも減ってきているとい

うことで、やはり市としても、こういった魅力あ

る高校のあり方検討会というのは、本当にしっか

りやっていただきたいなと思っている事業でもあ

ります。現実としては、ユニークな教育に取り組

んでいる大空町とか、進学を考えると、北見とか

札幌というところに、市内から市外の高校に進学

している生徒が増えているという現実があるかと

思いますけれども、市内から市外の高校に進学し

ている生徒の割合というのはわかるのでしょう

か。 

○里見達也学校教育課参事 市内の中学校卒業生

の卒業後の進路状況ということでありますが、市

としてはこれに関する調査などは持ち合わせてお

りませんが、北海道教育委員会のほうで資料をこ

れまで頂いたことがございまして、直近、ちょう

ど１年前、令和５年度末、令和６年度入学の状況

でございますが、そこにおきましては、網走市内
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の中学校卒業生256名に対して、市内の高校、先

ほどお話をした市内高校への進学者は175名と

なっておりまして、差引きをしますと、約３割に

当たる81名が、昨年度末は網走市外への進学をさ

れたという数字になっております。 

これにつきましては、生徒たちが進学先を検討

するに当たり、それぞれいろいろな将来を見据え

た上で様々な思い、考えなどがあり、高校の進路

選択が多様化をしているということが一つの要因

ではないかと考えているところでございます。 

そういった様々な選択肢がある中で、網走の高

校に進学をしたいと思われるような、魅力ある高

校づくりを、ぜひ市内の高校においても進めてい

ただければと思っていますのと、あとは、この高

校の在り方の問題を高校だけではなく、市全体と

して危機感を持って感じていただきたいというと

ころで、今回のその具体的な検討の場を設けたい

といったところでございます。 

○永本浩子委員 私もかなり市外に行っているな

と思っておりましたけれども、81名というのは衝

撃的な人数ではありました。 

市内の高校にお子さんを入学させた親御さんか

らもいろいろと相談を受けたりもしておりまし

て、本当にただでさえ少子化なのに、かなりの子

供たちが他市に持っていかれているという現状

と、持っていかれたことによって、市内の学校の

偏差値が少し下がってしまったりとかということ

に対してもちょっと心配をされておりました。ま

た、親御さんにとっては、市外に進学されたとこ

ろにすると、交通費とか家賃とか生活費というの

はかかるわけで、網走で生まれ育った子供が市内

の高校に進んでも自分の夢や可能性を見いだせる

高校づくりというのが、本当に必要になってくる

と思います。そしてまた、行く行くは他市からも

選ばれる高校に、網走の市内の高校を育てていっ

ていただきたいと思いますので、私たちも知恵を

出しながら、みんなで魅力ある高校づくりをぜひ

やっていきたいと思っております。 

続きまして……。 

○井戸達也委員長 永本委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

再開は午後５時40分といたします。 

午後５時30分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時40分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 永本委員の質疑を続行いたします。 

○永本浩子委員 それでは、次に107ページのス

クールソーシャルワーカー配置事業についてお伺

いいたします。 

先ほども質問がありましたけれども、スクール

ソーシャルワーカーの配置ですけれども、文教民

生委員会で出しましたいじめ防止対策に関する提

言の中でも要望したものでもありまして、配置が

実現して本当にうれしく思っております。 

ソーシャルワーカー１名で全小中学校を対象と

して活動していただけるということなのですけれ

ども、スクールカウンセラーのように巡回をされ

るのかと思いますけれども、具体的にはどんな活

動体制になるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 スクールソーシャル

ワーカーの配置でございますけれども、委員お見

込みのとおり、全小中学校を対象としまして、巡

回により活動をするというものでございます。 

具体的な運用方法といいますか、職務内容につ

きましては、５点ほど想定しておりまして、まず

問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きか

け、関係機関等とのネットワーク体制の構築と連

携調整、学校内におけるチーム体制の構築と支

援、保護者・教職員等に対する支援・相談・情報

提供、また、教職員等への研修活動などを想定し

ているところでございます。 

○永本浩子委員 子供たちとの直接の関わりだけ

でなく、そうした周辺のいろいろな関係者の方た

ちとのよい環境を構築しながら、いじめに対応し

ていくということで、福祉の視点を持ったスクー

ルソーシャルワーカーの配置というのは、大事な

事業になるかと思います。 

また、スクールカウンセラーとの連携というの

は、どのようにされていくようになるのでしょう

か。 

○高橋善彦学校教育課長 令和７年度に配置を予

定しております、専任のスクールカウンセラー

や、今年度配置しました学校教育専門相談員、さ

らには、家庭児童教育相談室と連携を深化させな

がら、保護者を含め、児童生徒の課題解決、教職

員の負担軽減、いじめや悩みの早期発見・早期対

応の強化を図ってまいりたいと考えてございま

す。 
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○永本浩子委員 わかりました。いじめ対策がま

たさらに一歩前進することを祈っております。 

続きまして、同じく107ページのいじめ対策事

業ですけれども、昨年、令和６年の2,334万円か

ら、令和７年340万3,000円ということで、ほぼ

2,000万円の減額というのは、二つのいじめ問題

調査委員会の費用ということでよろしかったで

しょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 減額の理由でござい

ますが、令和６年度からの事業経費の大きなもの

としましては、今、委員のお示しのとおり、調査

委員会に係る調査業務委託料の減が一番大きいも

のとなっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

そして、令和７年度の340万円の内訳をお伺い

いたします。 

○大垣正紀学校教育部次長 予算額340万3,000円

の内訳でございますが、いじめ問題専門委員会に

係る委託報酬が６万1,000円、子ども会議に係る

ポスター印刷、相談カード印刷等につきまして19

万円、それから、いじめ問題調査委員会経費とし

まして206万5,000円、いじめ相談報告アプリ、導

入しましたアプリですけれども、運用支援委託と

しまして63万7,000円、それから、次年度から行

います包括的性教育の講師謝礼としまして45万円

を予定しております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

いじめ問題調査委員会ですけれども、代表質問

の中でも、まだ報告はもう少しこれからというこ

とでしたけれども、進捗状況等わかっている部分

があればお願いいたします。 

○大垣正紀学校教育部次長 現在、当市で行われ

ているいじめ調査委員会ですけれども、二つあり

ますけれども、一つ、令和５年度３月21日設置の

委員会につきましては、代表答弁の中でもありま

したとおり、報告書については出ておりまして、

今、それぞれ保護者の方たちとその公表に向けて

お話をしているところでございます。 

もう一つ、令和５年10月設置の調査委員会につ

きましては、今、話が大体、調査のほうがまと

まってきておりまして、今、調査委員の方々を中

心として、報告書の整理、まとめのところを進め

るところでございます。 

○永本浩子委員 一つは、もう報告書は出てい

て、保護者の方と相談しているという段階で、も

う一つは、まとめの段階に入っているということ

で、近々そういった報告があるものと思います。 

重大事態に関わった生徒たち、この春卒業、そ

して、それぞれの進路に進んでいくわけですけれ

ども、そういった子供たちにもこの調査結果をど

のように伝え、生かしていくのかというところ、

大事な点になるかと思いますけれども、そういっ

た点も含めて、保護者の皆さんと今相談している

という理解でよろしかったのでしょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 そのとおりでござい

ます。本当に、今後未来ある子供たちの影響も含

めて、一番いい方法について、保護者の方々とお

話をさせてもらいながら、公表の在り方につい

て、適切に考えていきたいと思っております。 

○永本浩子委員 市としてもかなりのお金をかけ

て、いじめ問題の調査委員会を立ち上げて、こう

いった調査報告というところに至っておりますの

で、いじめをなくすためにこの報告をどのように

生かしていくのかというのが一番大事になってく

るかと思いますので、今後、その点のところも

しっかりと踏まえながら、検討していっていただ

ければと思います。 

そしてまた、令和７年度の予算の中にも入って

おりますいじめ防止アプリの運用ですけれども、

運用状況、どれくらい活用されているのかお伺い

いたします。 

○大垣正紀学校教育部次長 今年度導入しました

アプリですけれども、いじめ相談報告アプリの運

用状況につきましては、今年度７月21日導入以

降、現在までに370件ほどの相談報告が寄せられ

ています。 

○永本浩子委員 かなりの相談が来ているという

ことで、導入した価値はあるのかなと思っており

ます。 

また、令和６年度配置されました学校教育相談

員のほうの活動状況は、どのようになっておりま

すでしょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 学校教育相談員です

けれども、これまで不足していました学校や指導

主事など関係機関との連携によって、担任の教員

や学校のみに任せるのではなくて、組織的な対応

により、いじめ的な不登校問題の早期発見、未然

防止に当たっているところでございます。 

また、学校関係経験者でもありますので、知見

を生かして、学校への指導、助言にも積極的に取
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り組んでいただいており、教職員の負担軽減にも

つながっているものと認識しております。 

○永本浩子委員 たしか元校長先生だったかと思

いますけれども、令和７年度も経験を生かして、

しっかりと取り組んでいただければと思います。 

そしてまた、包括的性教育に関しても、令和７

年度は取り組んでいくということですけれども、

具体的にはどのように取り組んでいくのかお伺い

いたします。 

○大垣正紀学校教育部次長 包括的性教育につき

ましては、児童生徒が性の関心に正しく理解し

て、適切な行動を取るために必要な知識を身につ

けるために、生殖器官の妊娠についてだけではな

く、性交、避妊、ジェンダー、人種、多様性、人

間関係、性暴力防止なども含めた、包括的な性教

育、これにつきまして、各学校で実践するに当

たっての講師を設置していきたいと思っていま

す。 

○永本浩子委員 この点も非常に大事な視点だと

思いますので、子供たちが本当に将来幸せな方向

に行けるように、しっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

最後に、113ページの多文化共生推進事業につ

いてお伺いいたします。 

昨年５月に、市内在住外国人と市民との交流

会、今年の１月にもバスツアーということで、企

画された内容かと思いますけれども、参加人数、

参加者の反応、原課としての評価をお伺いいたし

ます。 

○湯浅崇社会教育課長 委員御指摘の多文化共生

推進事業の今年度の事業内容と評価についてでご

ざいますが、まず、インターナショナルフェスタ

ｉｎ網走は、５月26日に行っております。目的と

しましては、市民と外国人との交流機会を設置す

るということで行っておりまして、当日の来場者

は約500名、うち外国人の参加は130名でございま

した。内容としましては、エコーセンター登録

サークルのそば打ち同好会や茶道サークル、書道

連盟などに依頼し、外国人に日本文化の体験を

行っていただいております。 

また、ＪＩＣＡ北海道（帯広）の協力を得まし

て、外国の衣装試着や文化紹介パネル展、東ティ

モールに派遣されている隊員とのオンライン交流

なども実施しております。 

こちらのイベントを通じまして、市民と外国人

の接点が一つできているのかなというふうに感じ

ております。 

また、もう一つの事業としましては、冬の網走

を楽しむバスツアーというものを１月26日に開催

しております。 

こちらは、外国人の方に網走をより深く学び、

楽しむきっかけをつくってもらうことを目的に実

施しておりまして、定員30名に対し応募者数は52

名で、当日の参加は抽せんになりましたが30名を

予定していたところ、27名の参加でございまし

た。 

内訳としましては、韓国人の方が１名、フィリ

ピン人２名、中国人が24名という内訳となってお

ります。 

内容としましては、市学芸員による網走開拓の

歴史の歴史学習、また、オホーツク流氷館におき

まして、流氷発生のメカニズムや冬の網走の魅力

の自然体験、エコーセンタークッキング室では、

芋だんご、網走名産のかまぼこの試食体験という

ことで、郷土食の体験、また、てんとらんどに移

り、歩くスキーということでウインタースポーツ

体験を実施し、大変好評でございました。 

○永本浩子委員 大変好評ということで、大事な

事業になってくるかと思います。 

令和７年度の計画をお伺いいたします。 

○湯浅崇社会教育課長 次年度の計画につきまし

ては、今年度に引き続き、インターナショナル

フェスタｉｎ網走を、エコーセンター登録サーク

ルなどに協力を求め、外国人向けの体験、試食

ブースの設置を行いたいと考えております。 

また、ＪＩＣＡ北海道（帯広）の協力を得まし

て、引き続き、市民が外国について学ぶ、学習で

きる体験メニューを提供したいと考えておりま

す。 

開催時期については、現時点では、７月下旬で

調整をしているところです。 

さらに、今年度実施しましたバスツアーでのア

ンケート結果より、外国人の方々は、市民との交

流、食体験を希望する方が多くいたことから、新

年度におきましては、農作物の収穫体験と調理・

試食体験を組み合わせた学習機会の提供を検討し

ているところでございます。 

○永本浩子委員 今後、さらに外国人が市内にも

増えてくるということを考えると、お互いの理解

を深めていくということが大事になってきます
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し、様々なトラブルを防ぐことにもつながると思

います。 

また、これからごみ出しのルールがわからない

とか、医療機関、薬局でもそうなのですけれど

も、なかなか正確な薬の服用の仕方が伝わらない

など、生活をしていく上での様々なトラブルも起

きてくることかと思いますので、そういったこと

に対する対策も、外国人の方たちの御意見もしっ

かりと聞きながら、お互いに気持ちよく生活して

いける体制をつくっていっていただきたいと思い

ます。 

私からは以上で終わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者。 

○金兵智則委員 それでは、私からも何点かお伺

いさせていただきたいと思います。 

まず、主権者教育についてです。 

昨年の予算特別委員会からずっと言い続けてい

ますけれども、小学校最後の給食メニューを選挙

で決めるといったような面白おかしい主権者教育

をやったらどうだというふうにお伺いしたとこ

ろ、初日の選挙管理委員会でも前向きな答弁とい

うか、進んでいるのですよという答弁をいただい

たところなのですけれども、どうにもこうにも堅

い御答弁をいただいたものですから、ぜひとも

やっていただきたい。そして、楽しい印象に残る

ような主権者教育をやっていただきたいと思いま

すが、教育委員会としてはいかがでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 今お話のありましたと

おり、昨年の予算審査特別委員会の中でお話のあ

りました福岡県の小学校の取組でございますが、

選挙管理委員会と協議を行い、校長会とも相談し

たところでございますが、授業プログラムの例示

があるとイメージしやすいということもございま

したので、引き続き、実施に向けて、選挙管理委

員会や調理場を含む学校とも協議していきたいと

考えております。 

また、給食メニューを選挙で決めるという取組

に関しましては、現在も選挙ではございませんけ

れども、全調理場において、児童生徒からのアン

ケートを基に、お別れ給食であったりリクエスト

給食、お楽しみ給食を実施しておりますので、そ

ういった中で、模擬投票といった活用方法ですと

か、効果的な取組方法を検討してまいりたいと考

えてございます。 

○金兵智則委員 リクエスト給食、評判いいです

よね、子供たちにはね。せっかくやっているので

すから、そこに主権者教育を絡めたらどうだとい

う話ですし、イメージが湧きやすい。これは初日

にも言いましたけれども、ユーチューブで「福岡

県、給食、選挙」と打ったら出てきます。それを

見てもらうのが、多分一番、校長先生方もわかり

いいと思うので、そういうことを教育委員会とし

ても少し御協力をしながら、選挙管理委員会の人

手でも足りませんので、ぜひとも教育委員会も一

緒になってやっていっていただきたいと思いま

す。 

令和７年度はちょっと期待しているのですけれ

ども、どうでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 先ほども申し上げまし

たとおり、引き続き選挙管理委員会とも協議、連

携をしながら、学校の話も聞き、進めていきたい

と考えております。 

○金兵智則委員 では、またどこかで、やったか

どうかの結果も含めて聞いていきたいなと思いま

す。 

次に移ります。総合学校力向上実践事業につい

て伺います。 

この事業は来年度新規事業とはなっているので

すけれども、一方で事業内容を見ると、同じよう

な内容となっていた教職員研修事業と魅力あふれ

る授業づくり事業が今年度で終了するということ

になっておりました。この二つを合わせたものが

新規事業として間違いがなかったのか。そうだと

すると、二つの事業を合わせた予算額から見ると

増額となっている状況になっているのですけれど

も、増額の理由を含めて内容の詳細についてお伺

いしたいと思います。 

○大垣正紀学校教育部次長 総合学校力向上実践

事業につきましては、委員のお示しのとおり、教

職員研修事業と魅力あふれる授業づくり事業を統

合しています。それにさらに加えて、学校教育の

質や教育環境のさらなる向上を図るために、発展

させた新たな事業となっております。 

予算増の前に、事業内容について御説明させて

いただきます。 

これまで道教委から網走市が指定を受けてきま

した学校力向上に関する総合実践事業、これが平

成25年から網走市で行われてきました。この事業

が取り組まれてきた成果を継続発展させるため

に、網走市内の同一校区内の小学校と中学校、こ
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れらが課題を共有しながら、連続的に学びを構築

するために、小中連携、ここを大切にしながら、

主体的で対話的で深い学びの実現に向けた取組を

していく、そして、これを通して将来を担う子供

たちに新しい時代に必要な資質・能力を身につけ

るために学校や授業、学校づくりを進めていくも

のになっております。 

もう少し具体を言いますと、これまで網走市の

既存委員会であった学力向上推進委員会というの

があります。それと、学校ＩＣＴ活用推進委員

会、これを再編した新たな組織として、学校間の

情報共有、指導方法の工夫改善、小中連携の強

化、そして、さらに事務職員のさらなる向上と業

務の効率化を目指した共同学校事務室、この運営

などを取り入れながらこの取組を進めていくもの

でございます。 

それで、予算額の増加の内容としましては、一

つとしましては、今話をしました市内校全事務職

員で行います共同学校事務室、これに関わっての

専属アドバイザーの委託業務の経費、それから運

営費、さらには事務職員の先進地視察研修旅費の

追加、そして、これまでの教職員研修旅費や講師

招聘に係る旅費、この旅費の高騰などが増額の要

因となっています。 

○金兵智則委員 様々やられるのだなという感じ

なのですけれども、共同学校事務室というのは、

多分どこか場所というわけではないですよね。そ

れぞれ事務員は各学校にいるのですから、どう

いったイメージなのですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 共同学校事務室です

けれども、まず事務室としまして、中学校に室長

を１名配置します。その室長を中心としまして、

年複数回の共同学校事務室会議というものを行っ

ていって、その中で業務の軽減とか、それからＯ

ＪＴ、いわゆる人材育成なども含めて協議、それ

から実践していくものでございます。 

○金兵智則委員 何となくわかったような、わか

らないようなという感じがするのですけれども、

取りあえず１点お伺いしますけれども、昨年度と

今年度２か年で行われた魅力あふれる授業づくり

というのが、著名な方にお越しいただき指導助言

をいただく事業になっていたというふうに思うの

ですけれども、昨年の決算でも、学力・学習状況

調査で、全国の点数に迫るような結果を残してき

たという話もあって期待を持っていたところなの

ですけれども、取りあえず、今年度、事業の結果

について、簡単で構わないのでお伺いしたいと思

います。 

○大垣正紀学校教育部次長 魅力あふれる授業づ

くりにつきましては、成果としまして、今、委員

のお示しのとおり、まず、数値としましての学力

の向上も見られるのですが、もう一つ、次期学習

指導要領に向けて、国が検討し導入すべきとして

いる資質・能力を育む新たな授業形態というもの

が市内校で実践されるようになった、これも一つ

の成果と考えています。 

○金兵智則委員 取りあえず、昨年の決算では、

全校回りたいという答弁もあったのですけれど

も、今年度で結局、全校回れたというふうに理解

していいのでしょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 この２年間ですけれ

ども、講師を招いて行ってきたのですけれども、

全学校に直接的に入ることはできていません。し

かしながら、学校の研究会に参加した市内校の教

職員がその授業を見て、もしくは講師から指導を

受けて、それを自校へ普及することができていま

す。 

○金兵智則委員 なるほど、全校は回れなかった

のだという意味だと思います。 

たしか回れたところではという答弁も去年あっ

たのですよね。回れたところでは、学習状況調査

の点数がアップしたという話もあったのですけれ

ども、それをやめてまで、これをやらなければい

けないのは、令和の日本型教育という文部科学省

からの流れもあるのだというふうに思うのですけ

れども、結局この事業が目指す目的、最終的には

どのような結果を求めるものなのでしょうか、こ

の事業というのは。 

○大垣正紀学校教育部次長 先ほどこの事業の内

容で説明させていただいたとおり、いわゆる義務

教育９年間で子供たちが身につけるべき資質・能

力という視点で、９年間を通した授業カリキュラ

ムというところで、この授業の核が小中連携とい

うところになっております。この小中連携をより

構築することによって、子供たちに15歳で育つ姿

というところを小学校と中学校で共有しながら指

導していくこと、ここを核に置いていまして、先

ほど言ったとおり、現在、講師につきましては、

全校に入っていないのですけれども、特に今後に

つきましては、中学校、ここに講師が入るように
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していきながら、この小中連携をしっかりと図っ

ていきたいと考えているところでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。これまでの事業

も継続しながら、さらにという御説明だったとい

うふうに思います。取りあえず、新年度の新事業

ですので、また結果については注目したいなと思

います。 

次に、小学校の特別教育支援についてお伺いい

たします。 

知的障がいがあるなど配慮が必要な児童がい

らっしゃるケースですけれども、情緒で支援学級

に入れると加配になるので、そうしてほしいとい

うようなことが運用上あるのではないかなと思い

ます。加配があって先生が増えることは大変いい

ことなのですけれども、教育内容が知的に配慮さ

れていないのでは意味がないと感じることがある

ということで、耳にすることがあるのですけれど

も、それについての教育委員会としての認識はど

のようなものでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 小中学校の特別支援

教育の部分でございますけれども、児童生徒の学

びの場の決定につきましては、当市の場合は、網

走市の教育支援委員会という組織がございまし

て、そちらの中において、家庭との教育相談、ま

た障がいの種別に係る検査などを経て、最終的な

判断を行われているところでございます。 

委員おっしゃったとおり、近年、少子化、児童

生徒の減少に伴いまして、教職員の定数もやはり

それに伴って減少しているというのは実態ではご

ざいますけれども、引き続き、その環境の中で、

児童生徒をはじめ保護者の皆様の意見を酌み取

り、学校生活において、支援が必要な児童生徒に

とって、個別最適な学びの場を選択いただけるよ

うに努めていきたいと考えているところでござい

ます。 

○金兵智則委員 個別具体、その子供にとって、

児童にとって、いい環境をつくるといった中で、

知的の部分に関して若干配慮が足りないのではな

いかなというような状況があるというふうに耳に

しているのですけれども、そういう認識は教育委

員会にはありますか。 

○里見達也学校教育課参事 委員おっしゃったと

ころが具体的にこれというところは、教育委員会

は承知をしておりませんけれども、いわゆる知的

障がいのところと、自閉、情緒障がい、委員おっ

しゃるとおり、これに関しては、個別の指導のと

ころが当然異なる部分もございますし、またその

お子さんによっては、どちらの要素も併せ持って

いるお子さんも当然いらっしゃるというところが

ありますので、そういったところも含めまして、

各学校においては、最適な指導というところにつ

いては、保護者の理解も得ながら進めるべきだと

考えているところでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

その保護者の理解もというお話なのですけれど

も、次に移らせていただきますけれども、支援学

級の意味づけや位置づけをよくわからない保護者

も、まだまだたくさんいるというふうにも伺って

おります。理解されていないと、支援学級を希望

するといったような考え方も持てないため、選択

肢につながりにくいのだと思いますけれども、そ

の辺の認識についてはいかがでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 先ほども少し触れま

したけれども、特別支援教育に対する家庭の御理

解については、お子さんの健やかな成長を支援す

るために非常に重要なポイントでございますけれ

ども、学校及び関係機関が提供する情報の難し

さ、また、自身のお子さんが特別な支援を必要と

するということに対する受入れですとか、あとは

心理的な負担、心の準備というのがやはり保護者

によっては、それぞれ異なっているというところ

があるかと思います。 

とにかく支援が必要な児童生徒にとって、先ほ

ど申し上げたように、適切な学びの場の選択、提

供ができるように、保護者に対しましては、学

校、また私ども教育委員会としましても、わかり

やすい情報提供と説明に努めていくべきと認識し

ております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

こういう例があるのかどうか、あるというふう

に伺ったのですが、通級指導教室や支援学級の対

象になっていない児童が、保護者が知らないうち

にいつの間にか体験的に支援学級のほうで学んで

いたケースがあって、そのお子さんの保護者は、

先ほどのような感じで、支援学級についての知識

があまりなく、それが問題だと感じていなかった

そうなのですけれども、違う保護者にお話をした

ところ、それはあり得ない、あってはならないこ

とだというふうにわかって、すごく驚いたという

情報提供がありました。こうしたことは望ましい
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ことではないですけれども、こういうことがあっ

たということが教育委員会として認識しているの

か。もしあったとすれば、防止に向けて各校にき

ちんとした周知をする必要があるのではないかな

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 通常学級から特別支

援学級への在籍変更というのが、よく年度途中で

行われることがあります。ただ、この在籍変更に

つきましては、もちろん委員おっしゃるとおり、

保護者の同意が前提であるものと考えているとこ

ろでございます。 

お話のあった事例については、私どもの認識と

委員おっしゃった案件が一致するかどうかはわか

りませんけれども、保護者と学校との間での説明

や、あと連絡の不足があったものと思われますの

で、引き続き、学校及び関係機関と連携していた

部分、それから私ども教育委員会としても正しい

理解促進を図っていくように、これからも努めて

いきたいと考えています。 

○金兵智則委員 そういうことがあった学校はも

ちろんですけれども、ほかでももし知らない間に

あったら、またこれも大変なことですので、そう

いったことをきちんと各校に周知する必要がある

のではないかと思うのですけれども、いかがです

か。 

○里見達也学校教育課参事 当然、その学校に限

らず、市内各校に共通することでもございますの

で、校長会あるいは教頭会などの場において、適

切な対策を取れるように、教育委員会としても働

きかけてまいります。 

○金兵智則委員 これについてはしっかりやって

いただきたいと思います。 

次に、網走養護学校の特別支援教育コーディ

ネーターをはじめとする専門的知見を市内の学校

で生かす取組は大切なのではないかと思うのです

けれども、現状はどのようになっていますでしょ

うか。 

○里見達也学校教育課参事 お話の網走養護学校

の先生方との連携というところでございますが、

先ほどもお話に出てきました教育支援委員会とい

う場の委員として、養護学校の先生方にも参加し

ていただいておりますほか、先ほどもお話をした

保護者、児童生徒との教育相談についても、ここ

は連携をして、専門的な見地から取組をしていた

だいているというところでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

しっかりとつながりを持っているという答弁

だったと思うのですけれども、改めていろいろ話

を聞くと、養護学校の先生方とのつながりをもっ

と強化していかないといけないのではないかなと

思います。つながりが薄くなったねと思っている

コーディネーターの先生もいらっしゃるそうで

す。聞くところによると、養護学校にはこの点で

十分な予算措置がされていないという課題がある

そうです。北海道の学校ですけれども、教育委員

会を含めて、障害者差別解消法により障がいのあ

る方や発達に困難さがある方など、何らかの課題

がある方に合理的配慮をしなくてはならないとい

うことになっておりますので、特別支援教育の基

本的な考え方とも一致しますし、いま一度状況に

ついて精査しながら、市のほうから強化に向けて

取組をしていったほうがいいのではないかなと思

いますがいかがでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 養護学校側の予算措

置の部分は、私ども細かくは承知していないとこ

ろなのですけれども、今お話の中に出ました合理

的配慮というところにつきましては、学校生活に

おいても様々な場面での困り事がございまして、

また、その対応方法についてもいろいろな手段が

考えられるところでございます。そういった部分

で対応するときにおきましては、やはり専門職で

ある養護学校の教職員の方々との連携、協力が必

要なことは言うまでもございませんので、引き続

き支援を必要とするお子さん、御家庭、あるいは

学校現場での対応という部分について、市のほう

としても共通認識に立った対応と御協力をお願い

していきたいと思っております。 

○金兵智則委員 養護学校の先生方も協力はした

いのだけれどもなかなか難しいと言っている間

に、なかなか関係が希薄になってきているという

ふうに感じているところがあるそうですので、そ

こはしっかりとやっていただきたいなと思いま

す。 

また、本来であれば、乳幼児期に児童発達支援

や放課後デイサービスなどを活用するなどして、

適切な支援を受ける必要があったはずだと思うの

ですけれども、何らかの理由でそれを経験するこ

となく学校へと入学し、いろいろと苦労するケー

スや決して軽くない課題を抱えることになってい

るケースも少なからずあるというふうに伺ってい
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ますけれども、教育委員会としての認識はいかが

でしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 小学校就学前のお子

さん、また御家庭に対しましては、市といたしま

しては、健康福祉部で所管しています子育て世代

包括支援センターユカリエを中心に健康推進課、

子育て支援課等と私ども教育委員会とで連携をし

まして、それぞれ成長の段階に応じた健康相談の

実施などにより、切れ目のない支援を行っている

ところでございます。 

先ほどのお話にもありました保護者様の正しい

理解を得ることというのがやはり重要なのかなと

考えているところでございますので、引き続き、

関係機関連携してつながる機会の充実を図りまし

て、そういった御家庭の子育て家庭の孤立化など

の未然防止を図っていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

以前も発達支援の教員の研修についてもいろい

ろお話しさせてもらっているのですけれども、や

はり教育委員会が思っている状況と現場とでは少

し差があるのだなということが、いろいろなとこ

ろから話を聞く中で感じることが多々ありまし

た。いろいろと御丁寧に答弁もいただきました

し、こういうふうにやっていますという答弁もわ

かるのですけれども、それが本当に足りているか

どうかというのを、いま一つ精査していただきた

いというふうに思うのですが、いかがでしょう

か。 

○里見達也学校教育課参事 今おっしゃられたと

おり、こちらとしても当然必要性ですとか連携と

いうところは感じておりますし、実施してきてい

るつもりでありますが、おっしゃられたとおり現

場のほうでそういった声が上がっているというと

ころも、今受け止めておりますので、とにかく現

場のほうで保護者、児童生徒との連携、連絡、協

力が、そういったところのそごがないように努め

ていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 特に網走養護学校は網走にせっ

かくある学校ですから、やはり協力を仰ぐなり、

市のほうから積極的に絡んでいくという必要があ

るのかなと思っています。 

次の質問に移ります。 

先ほどもありましたけれども、小中学校ＧＩＧ

Ａスクール端末整備事業です。 

来年度更新をするという予算が上がっていまし

たけれども、もしこの後、予算が可決したと想定

した場合のスケジュールというのは、どのような

感じになりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 １人１台端末のスケ

ジュールでございますけれども、この購入方法で

ございますが、北海道が進めております共同調達

方式により購入をしようとしているものでござい

ます。 

こちらにつきましては、全道133市町村が参加

しておりまして、昨年の９月より端末の使用に関

して全道レベルで協議検討を進めておりまして、

現在、北海道により共同調達入札の告示がされて

ございます。今月下旬までに入札執行、納入業者

が決定されるというような運びとなっておりま

す。 

その後、当市を含む各市が納入業者との間で仮

契約を締結しまして、議会の議決を経て本契約を

締結するもので、最終的には令和８年３月中旬ま

でに納品され、児童生徒が実際に利用できるの

は、令和８年度当初からになる予定でございま

す。 

○金兵智則委員 ということは、もう既にどんな

ものを導入するかというものは決まっているとい

うことですか。仕様というのか、どのような端末

になるかというのはもう決まっているということ

ですね。 

○高橋善彦学校教育課長 端末がどれかというの

はまだ決まっておりません。仕様の中で、例え

ば、ＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋですとかＷｉｎｄｏｗ

ｓというような形の分けがされておりまして、そ

れぞれこの共同調達方式の全道レベルの会議の中

で、自治体ごとに網走市はどれに参加するとかと

いうような形で決めまして、それぞれＯＳごとに

仕様を決めている状況でございます。 

入札はこれからでございますので、具体的に端

末がどういったものというのはありませんけれど

も、その基本スペックを示した仕様が今示されて

おりまして、それにより入札が行われるというこ

とになってございます。 

当市におきましては、一応Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏ

ｋということで、今、その仕様の中に入っている

状況でございます。 

○金兵智則委員 そのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを選

択したということですよね。網走市としてはＣｈ

ｒｏｍｅｂｏｏｋでいこうということで選択をし
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たから、そこに入るということで間違いないです

よね。 

○高橋善彦学校教育課長 委員おっしゃるとお

り、網走市は、現行どおりのＣｈｒｏｍｅｂｏｏ

ｋを採用するということで、今進めている状況で

ございます。 

○金兵智則委員 そのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋの中

で、例えばＯＳごとということでＣｈｒｏｍｅｂ

ｏｏｋを選びました、それで、その中で機種とい

うのは誰がどうやって決めるのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

というのは網走市が入れるということを決めてお

りますので、ＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋはＣｈｒｏｍ

ｅｂｏｏｋなのですけれども、各メーカーがある

と思います。そのメーカーに関しては、網走市が

このメーカーにしたいのだという要望は恐らく受

け入れていただけないという、今、会議の中でも

ありまして、ですので、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを

希望している各自治体の中で振り分けをされ、納

品されるということで伺っておりますけれども、

さすがに自治体の中でメーカーがばらついたもの

にはならないのではないかというふうに考えてご

ざいます。 

○金兵智則委員 ということになると、メーカー

も割当てでという形ということですね。こちらで

選べるわけではなくて、そのＣｈｒｏｍｅｂｏｏ

ｋの中のメーカーも割当てで来るので、網走市と

しては、その選定に参加ができないというか、選

定に口を出すことができないといったような意味

合いでよかったですか。 

○高橋善彦学校教育課長 お見込みのとおり、こ

の機種がいいというような形でのことを聞いては

いただけないということで、いろいろ全道の会議

の中でも、その辺の話は種々議論されたところで

はあるのですけれども、やはり台数といった総体

が限られていますので、やはり一つのメーカーに

集中するというようなことになれば、なかなかそ

の辺が各自治体に分配されないのではないかとい

うようなこともありまして、網走市がこのメー

カーでお願いをしたいというような形での希望は

ちょっと難しいといったところでございます。 

○金兵智則委員 ということは、この後の話をし

ても、多分難しいと思うのですけれども、決算特

別委員会でも言わせていただきました。重たいの

です。とにかくＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋは重たいの

です。ちなみに、今のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋはど

れくらいの重さあるか、知っていますか、課長。

仕様書見たらわかりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 現在のＣｈｒｏｍｅｂ

ｏｏｋは、重量1.5キロあるものでございます。 

○金兵智則委員 そうですよね。僕も測ったので

す、自分で。子供たち、1.5リッターのペットボ

トル入れて、毎日登校しているのですよ。 

北海道ではないですけれども、ほかの都道府県

に行けば、１、２年生はｉＰａｄで、３年生以降

はＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋとかという段階的で軽

い、なるべく低学年の子供には軽いものを持たせ

て、高学年になったらちょっと頑張ってくれとい

うようなやり方もしているみたいなのですよね。

子供たちの体のためを思って、可能かどうかはわ

からないですけれども、今からそういうことも多

分もう選定もできないのでしょう。ここまで決

まっているということですからね。難しいのだと

思うのですけれども、その辺というのは考慮は難

しいのでしょうか、やはり。 

○高橋善彦学校教育課長 先ほど共同調達でとい

うことでお伝えをしておりましたが、その共同調

達会議の中で、やはり重さというところは、当市

に限らずほかの自治体でもやはり言われていた部

分でございます。当市としましても、堅牢性と軽

量性、それを兼ね備えたものを要望したところで

ございますが、その端末に対する重さというとこ

ろを指定をしてしまうと、やはりメーカーが絞ら

れてくるというところで、なかなかちょっとそこ

は難しいということがございます。 

最終的には、仕様的には1.5キログラム以下と

いうような仕様で今決定をしているところでござ

います。今現在のところ、納入端末は決定してお

りませんけれども、現在、１人１台端末のメー

カーで出ている主流が1.4キログラムと、今使っ

ているものよりは100グラム軽いものとなってご

ざいます。また、本年度、令和６年度の共同調達

方式で納入された端末の重量は１キログラムと

なっていますので、今使っているものよりは軽量

化されるのではないかと考えてございます。 

○金兵智則委員 ここで幾ら言っても多分難しい

というふうに思いますので、網走の教育委員会の

皆さんがどれだけ頑張って伝えてくれたかどうか

を、納入したときに見せていただきたいなと思い

ます。 
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次の質問に移ります。 

中学校体育文化振興事業補助金についてです。 

これも昨年の決算の中で、種々発言をさせてい

ただきました。現在、生徒8,000円、引率者１万

円となっているものを、要項を改正していただき

たいということで、来年度予算に向けて検討して

いきたいということもおっしゃっていただきまし

たけれども、結果的にはどうだったのかお伺いし

ます。 

○里見達也学校教育課参事 昨年９月の令和５年

度決算の審査のときに、委員から御指摘、御提案

をいただきました。 

宿泊費に関しましては、最近の社会情勢、経済

状況など非常に価格が高騰していることは、私ど

も認識しているところでございます。 

補助対象となる大会の開催時期、あるいは開催

地によって、当然宿泊代金に差はございます。先

ほど、ほかの委員のお答えの中で、本年度決算見

込みのお話がありまして、全体としてはまだ精

査、年度末までかかりますので、数字が出ていな

いのですけれども、上半期４月から９月までの大

会の補助金の精査をしていった中では、宿泊費に

対する、いわゆる先ほどおっしゃった基準の上

限、生徒8,000円、引率者１万円を上限とした補

助金額の査定を行うわけなのですけれども、上半

期全体に対しては、実費に対しての補助の査定の

割合、大体８割程度ということになっておりまし

た。当然、基準内で収まったものに関しては、そ

の実費額を補助できましたし、それを超える部分

については、頭打ちになってしまったというとこ

ろでございます。この部分につきましては、新年

度予算額については同額ということで、委員、御

提案のあった金額の増額には当たりませんでした

けれども、やはり昨今の情勢を見ますと、まず生

徒と引率者の宿泊の金額の査定の差があるという

部分については、ここはちょっといかがなものか

と私どもも感じているところもございます。 

あとは、本年度の予算に対する決算額、幸いな

ことにと言ったらいいのでしょうか、予算額に対

して、今回は補正を組むことなく予算内で収まる

見通しなのですけれども、まだ決算額を見通せて

おりませんので、まずは本年度の決算状況を見な

がら、予算額に対して今の宿泊費の見直しが、要

項上の見直しができるかどうかを新年度に向けて

検討したいと考えております。 

○金兵智則委員 上半期でいけば、８割は8,000

円、１万円の中に収まったよという説明というこ

とですか。いま一つ難しくいい説明でよくわから

なかったのですけれども、もっと簡単に説明して

もらってもいいですか。 

○里見達也学校教育課参事 度々説明がわかりに

くくて申し訳ありません。 

上半期に大会に出場した70件ほど対象の関係が

ございます。これにかかった宿泊の実費というも

のをまず申請で上げていただいています。それに

対して個別に、この基準に照らしてどうだったか

というものをそれぞれ査定をしていくのですけれ

ども、当然中には超えたものがあり、例えば宿泊

に関しては１万円以上かかったところがあって

も、そこは8,000円、１万円という基準で算定を

したというところがあります。ですので、それを

トータルをしたときに、トータルの実費額に対し

て補助査定額が大体８割だったということでござ

います。 

○金兵智則委員 なるほど。早い話が、基準額か

らすると、実費は２割足りなかったという説明だ

ということですね。実費は２割オーバーするとい

うことですよね、ではないのですか。 

○里見達也学校教育課参事 トータルで見るとそ

ういうことになるのですけれども、いわゆる個別

によって宿泊費が違いますので、当然宿泊地、場

所、泊まるホテル、宿泊地によって違いますの

で、そこで基準内に収まったものもあれば、超え

たものもあったということでございます。よろし

いでしょうか。 

○金兵智則委員 収まるものも収まらないものも

あって、総額にすると２割オーバーしてしまうと

いう意味ではなくて。 

○里見達也学校教育課参事 金額に関して言え

ば、トータルで積んだ結果としてはそうだったと

いうことです。 

○金兵智則委員 それはケースケースではわから

ないけれども、総額で言えばということですよ

ね。もう２割、実費よりは出す金額は８割分しか

出せていないよという意味ですよね。 

○里見達也学校教育課参事 トータルで見た場

合、トータルで積み上げた結果として金額を見た

とすれば、委員おっしゃるとおりです。ですが、

査定については個別に、それぞれ補助要項の基準

でもって査定をしていますので、基準内の金額で



 

－ 289 －

泊まれたものについては、その分の補助要項に見

合った補助ができている。超えた分については、

その上限でもっての補助をしているということな

のですが。 

○金兵智則委員 ごめんなさい、わからないで

す。 

基準内に収まったのがどれくらいあって、基準

を超えた分についてはどれくらいあったのか、そ

れのほうがわかりいいですね。それで説明しても

らってもいいですか。 

○里見達也学校教育課参事 上半期のというとこ

ろですが、すみません、個別の件数というのは、

今すぐ出ませんので、ちょっとお時間をいただけ

ればと思います。 

○井戸達也委員長 一旦、ここで暫時休憩いたし

ます。 

 再開は午後６時45分。 

午後６時33分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時45分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○里見達也学校教育課参事 すみません、お時間

をいただきましてありがとうございました。 

先ほどの中学校体育文化振興補助金の上半期の

４月から９月末までに関する宿泊費の助成の関係

ですが、トータル件数で70件、70大会あったもの

に対して、宿泊を伴う大会、これが全部で20件ご

ざいました。この20件、それぞれ査定をしていっ

たときに、基準額よりも超える実費があったのが

14件となっております。20件に対して14件という

ことですから、件数でいうと7割ということにな

ります。ただ、金額の部分、先ほど申し上げたの

は、宿泊金額と補助金額でしたので、おおむね８

割という答弁をさせていただいたところです。 

○金兵智則委員 金額でも、件数でいけば20件中

14件はオーバーしているよという絡みなのですよ

ね。それでいて、生徒と引率者の金額に差異があ

るのもちょっと変だというのも理解しているの

に、令和７年度１年間検討するのですか。 

○里見達也学校教育課参事 今回の令和６年度の

決算額、これがまだ予算内で収まるであろうとい

う見込みに立っていますが、それがどの程度の収

まり具合なのかというところがまずはあるかと思

います。それに加えて、今回要求をしている１万

5,000円という予算の中で、その補助要項を、い

わゆる生徒と引率者、宿泊を１万円を上限とした

ときに飲み込めるかどうか、ここを少し精査した

上で、できれば新年度の対象のところから見直せ

るものであれば見直したいと考えております。 

○金兵智則委員 では、飲み込めなかったら見直

してくれないという話になってしまうので、そこ

は譲れないのですよ。そもそも中学生料金はない

ですよね、宿泊費でね。 

まずは、正直言いますよ、同額にはしてくると

思っていました。１万円はやりますよと。１万

2,000円の攻防でないかとちょっと思っていたの

ですけれども、どうですか、部長。 

○北村幸彦学校教育部長 宿泊費の関係でござい

ますが、先ほど参事からも答弁がありましたとお

り、社会情勢による宿泊費の高騰、場合によって

はなかなか宿泊も予約できないような状況も続い

ているというようなこともあるということは認識

しております。 

それと、生徒と引率者の差があるという御指

摘、ごもっともかなと思っております。まず、上

限を上げるというよりは、まずはこの差の部分で

すね、そこをなくすような形で、新年度より対応

したいというふうに検討してまいりたいと思いま

す。 

○金兵智則委員 生徒と引率者の差異はなくなり

ます、新年度から。あと、金額については、令和

６年度決算を見て、それに伴った金額を新年度か

ら適用していきたいというような話でよかったで

すか。 

○北村幸彦学校教育部長 今の段階で、上限の見

直し、上げる、引き上げるということは、今の段

階でお約束はできないのですけれども、引率者と

生徒の上限の差、そこの解消については、新年度

よりは対応してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 はっきり言えば、生徒も引率者

も１万円にしますよということなのだというふう

に思います。 

限度額なので、先ほども参事も言っていました

けれども、収まっている部分もあるのですよね。

収まっている部分もありますよね。収まっていた

ら実費ですものね。それは間違いないですよね。

であれば、限度額はより多めに見ていただきたい

というのが正直なところというのも、宿泊費が高
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騰していますよね。収まっている部分は収まって

いる部分でいいと思うのですけれども、大会は同

じ時期にあるのですよね。宿泊を伴う大会は、部

活によって、同じまちで二つの全道大会が行われ

ることだってあるのですよ。そうすると、どんど

んどんどん宿泊費が上がっていくのです。今の、

それこそ主催者側からあっせんを受けるホテルで

１万円を切っているのを見たことがないです、正

直言えば。その中で１万円では足りないと僕は

思っています。だって、収まるのだったら、実費

なのだからいいですよね。だから１万2,000円な

ら１万2,000円というところを、それを飲み込め

るかどうかを計算すると言っているのですけれど

も、それは令和５年度で計算してくださいよ。令

和５年度決算では、だって補正組んだのですよ、

あの年、令和５年度は。150万円だったのを優秀

だからといって180万円まで、180万でしたか、

1,800万円でしたか、1,800万円ですね。1,800万

円まで上げたのですよ。そのうち、決算ではたし

か1,500万円ちょっと超えたぐらいで収まったの

ですから、そこまで多くきちんと対応してあげよ

うと思っている教育委員会が、どうして１万

2,000円と言えないのですか。それを新年度から

すぱんとやりますと、やりますと言えるかどうか

はわからないですけれども、それぐらいの気構え

があるので、令和５年度は補正を組んだのではな

いかと思っているのですよ。そこでは、いっぱい

皆さん行くから補正予算つけるけれども、でも今

度ここの限度額上げようと思ったら、令和６年度

の決算からきちんと計算して飲み込めるか、飲み

込めるのだったらやりますよということですよ

ね。そうではなくて、超えてもきちんと補正は組

んだじゃないですか、令和５年度はね。だからこ

こはやはり活躍してもらいたい、宿泊を伴う大会

ということは大きな大会が多いのでしょうから、

そこで活躍してもらいたいと思うなら、積極的に

ここは上げていくということをしなければいけな

いのではないかと思うのですけれども、いかがで

すか。 

○北村幸彦学校教育部長 宿泊費の限度額につき

ましては、現段階で１万2,000円、１万5,000円、

金額は幾らとは言い切れないのですけれども、そ

の辺はちょっと前向きに検討はしたいと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 前向きに検討していただけると

いうことなので信じますけれども、これ要項です

ので、この上限額を１万2,000円にするから、そ

れだったら予算を増やさなければいけないねとい

う話ではなくて、この予算の中でできると思って

いるのです。足りなかったらそういう考えもある

じゃないですかと。なので、要項を変えてくださ

いという話なのです。要項は、予算通した後にや

はり変えられませんでしたと言われても、それは

それで僕ら何も言えなくなるのですよね。ですの

で、もう本当に前向きな答弁だというふうに理解

しますけれども、部長、大丈夫ですね。 

○北村幸彦学校教育部長 この制度は、基本的に

児童生徒の保護者の負担軽減を図るという目的も

ございますので、その辺は前向きに検討はしたい

と思います。 

○金兵智則委員 では、１万2,000円をめどとい

うふうに考えて大丈夫ですか。それを前向きに検

討するということでいいですか。 

○北村幸彦学校教育部長 めどと今の段階で、先

ほども言いましたけれども、言えないのですけれ

ども、負担増にはならないような形の検討をした

いと思います。 

○金兵智則委員 １万5,000円という言葉も出た

ので、１万2,000円ではなくて１万5,000円までや

りますよと。結果１万5,000円になりましたよ

と。部長、１万5,000円と先ほど答弁しましたか

らね。１万2,000円以上の１万5,000円というのは

初めて出た数字ですからね。予算特別委員会で出

した金額というのはやはり重たいというふうに思

いますので、頼みますね。これ以上やっても多分

はっきりと答えられないからというので、ずっと

終わってしまうかもしれないですけれども、教育

長、大丈夫ですね。教育長からも最後一言もらっ

てもいいですか。 

○岩永雅浩教育長 今、部長が答弁したことに尽

きると思いますので、それに向けて検討させてい

ただきたいと思います。 

○金兵智則委員 わかりました。 

最後になのですけれども、ちょっと時間もない

ので一言だけ。 

先週の金曜日と今日、教育委員会のほうで天気

の状況を見ながら、金曜日は小学校の臨時休校、

今日は小中学校全部臨時休校とされていました。

いろいろ御苦労されたのだなと思いますし、この

前もっての判断、僕は評価したいなと思います。



 

－ 291 －

いろいろ御苦労されていたのだと思いますし、立

場によって、本当は休みにされたら困るのだとい

うお父さんお母さんもいるのは僕も承知していま

すけれども、子供に何かあると、何かあったら困

るということを考えた上で、苦労された中での決

断は評価したいなと思います。けれども、１点だ

け。どうして臨時休校の情報はホームページに載

せないのですか。 

せっかく保護者さんにマ・メール飛ばして、各

部署でいろいろ最新情報をあれしていましたよ

ね。道路情報、道路の通行止めになりましたよと

か、ごみ処理場早く閉鎖しますよ、ここ休みにし

ますよ、あそこ休みにしますよと。教育委員会だ

け絶対出さないのですけれども、これは何か理由

があるのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今、金兵委員からいた

だきましたホームページの話ですけれども、おっ

しゃるとおり載せていないのが確かです。遡って

も、今まで市の臨時休校ですとかというところ

で、感染症の関係でというのは今までにホーム

ページに掲載をしていたところだったのですけれ

ども、暴風雪ですとか、そういったところの臨時

休校というのは今までに載せたことがございませ

ん。なので、そういった情報が、児童生徒の保護

者には、マ・メールなどで届いてはおりますけれ

ども、広く市民に周知が必要だということであれ

ば、当然、ホームページに載せることも可能では

ございますので、今後そういった方向では考えて

いきたいなと思っております。 

○金兵智則委員 広く周知すること必要じゃない

のですか。今朝のＮＨＫ、ＮＨＫと言っては駄目

ですね、報道で出ていましたけれども、臨時休

校、北見市、美幌町、帯広市、釧路市ほかと出

て、網走の名前出ていないのですよ。ホームペー

ジに載せてないから、確認も取れなかったので

しょう。広く周知したほうがいいじゃないです

か。保護者だけではなくて、おじいちゃんおばあ

ちゃんだって、「今日こんな天気なのに学校行く

んだべか」と、心配するかもしれないじゃないで

すか。おじいちゃんおばあちゃんがホームページ

見られるかどうかは別としてですよ。それは別と

してですけれども、なぜやらないのですか。予算

委員会ですから、今年度はもうないということを

信じて、来年度からでもやってくださいよ。やっ

ではいけない理由はあるのですか。やりましょう

よ、これぐらいのこと、すぐ。 

○北村幸彦学校教育部長 今、委員から御指摘

あったことにつきましては、うちのほうで対応し

ていなかったというのは、よくなかった対応だと

思いますので、今後、きちんとした対応に努めて

まいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。きちんとした対

応、今後、載せます、これから載せますと言って

いただければ、それで済む話なので、そんな難し

い答弁は大丈夫です。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者。 

松浦委員。 

○松浦敏司委員 質問項目、全て他の委員と重複

していますので、できるだけかぶらないようにし

たいと思いますが、教員住宅管理事業ということ

で、予算説明書の105ページです。 

3,701万5,000円ということで、三つの事業が書

いてありました。先ほど他の委員から、今現在の

戸数という質問があり、59戸あって、そのうち入

居が可能なのが49戸、そのうち入居しているのが

37戸ということであったかと思います。 

何棟あるのでしょうか、棟数。１棟4戸もあっ

たり、いろいろあるでしょう。 

○高橋善彦学校教育課長 先ほど申し上げたの

は、委員おっしゃるとおり、戸数でございますの

で、１棟に４戸入っているものなどもございます

が、ちょっとすみません。今、手持ちの中で、棟

数というのは、今把握できるものはございません

ので、必要であれば後からお示ししたいなと思っ

ております。 

○松浦敏司委員 では後ほど。 

管理職の校長住宅と教頭住宅というのが基本的

にあって、僕ら古い人間は、校長先生と教頭先生

は必ずそこに住んでいるものだと思っていたので

すが、最近違うということがわかってきたのです

が、そこでちょっと聞きたいのは、校長住宅と教

頭住宅というのは、どういう理由で配置されてい

るのか、その辺を伺いたいと思います。 

○高橋善彦学校教育課長 委員が恐らくイメージ

されているのは、昔ながらに校長、教頭住宅は学

校敷地内にあり学校管理をするといった部分で、

今までも配置されてきているものと我々も認識を

しているところでございます。しかしながら、昨

今の状況といいますか、連絡体制ですとか、そう
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いった部分を鑑みますと、必ずしもそこに住んで

いなくても、当然市内に在住をしておりますの

で、何かあった場合には、すぐ対応できる体制に

なっていると認識をしておりますので、必ずそこ

に住まわなければならないといったような決まり

はございませんので、極力、住宅は用意されてお

りますので、住んでいただきたいというようなお

話は教育委員会としてはしているところでござい

ます。 

○松浦敏司委員 つまり入りたい人は入ってもい

いけれども、言わば、別に入りたくなければ入ら

なくていいですよという程度であると。だから、

一応用意はしているけれども、場合によっては、

教頭も校長も住まないことだってあり得るのだけ

れども、そうなったとき、どうなのでしょう。何

か学校であったとき、大丈夫なのでしょうかね。

ちょっと私なんかは不安で仕方ないのですが、そ

の辺どうでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 管理職住宅について

は、おおむね入りたくないというか、入居はしな

いで別のところに住むということはほぼないケー

スではあるのですけれども、中には、個人で所有

される御自宅があるとかといったケースに関しま

しては、当然御自宅に住まわれたり、御自宅が

あっても、管理職住宅に住まわれている先生もい

らっしゃいます。今、御心配をいただきました全

くいなくなるというケースについては、管理上ど

うかというところはあるのですが、今、全てセ

キュリティーに関しても機械警備などが入ってお

りますので、必ずしも学校の管理職が有事の際に

は必ず対応しなければならないといったような状

況ではございませんので、働き方改革といった側

面も考えると、やはりその辺を学校の管理職に全

て押しつけるというのは、なかなか難しいのかな

というような考えも持ってございます。 

○松浦敏司委員 働き方改革というのは、それは

あるかもしれないけれども、例えば、網走市内に

住んでいない、持家が北見にあるとか、小清水に

あるとかという場合、そういう場合、そちらから

通ってくることも当然あり得るということになり

ますよね。そうなってくると、どうなのかな。す

ぐ連絡つくからといっても、北見辺りだと１時間

かかる、小清水からも40分かかるわけです。そう

いうことからすると、教頭も校長も住んでいない

というのが、果たしてどうなのだと私は不安なの

で、そこは何とか空き家にならない形のことを考

えないと、とても私は不安です。多分、保護者た

ちも、教頭も校長も住宅に住んでいないとなれば

不安になると思うのですよね。その辺、何とか今

後、検討する必要があると思うのですが、いかが

ですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今、御心配いただいた

件につきましては、当然、考慮しなければならな

い部分ではあると思いますけれども、現時点にお

きまして、網走市以外から、管理職の先生が通勤

をされているというケースはございませんので、

一般教員の方は、やはり隣町であったり、北見市

などから通われている先生はいらっしゃいますけ

れども、管理職の先生につきましては、少なくと

も市内に必ず住まわれているといったところが現

状でございますので、松浦委員、御心配されてい

た部分もございますので、我々としては極力用意

されている管理職住宅に住んでいただくことをお

願いしていくといったところでございます。 

○松浦敏司委員 それは、ぜひそういうふうに

あってほしいと思います。 

次に移りますが、内訳の中で、教員住宅管理事

業として199万1,000円ということなのですが、こ

の新年度の事業内容というのはどんなものなのか

伺います。 

○高橋善彦学校教育課長 教員住宅管理事業199

万1,000円の内訳でございますけれども、教員住

宅維持管理に係る消耗品関係ですね、需用費と役

務費で構成されております。大きくは教員住宅に

係る小破修繕として177万3,000円を見込んでござ

います。あとは消耗品関係で１万8,000円、あと

は点検関係に係る手数料費として20万円の合計

199万1,000円を計上しているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 なるほど。取りあえずその部分

はわかりました。 

あと、２番目に教員住宅改修事業ということで

369万6,000円とありますが、これはどんなような

改修が行われるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 こちらの改修事業につ

きましては、中学校における管理職住宅の内部改

修工事を予定してございます。 

○松浦敏司委員 これは何戸分でしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 １戸分です。 

○松浦敏司委員 １戸だけで369万円を超える額
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というのは、相当傷みが激しいということになる

のかなと思うのですけれども、具体的にはどう

いった修繕をするのでしょう。 

○高橋善彦学校教育課長 今回の改修につきまし

ては、外壁、あと屋根の塗装、あとトイレ設備の

改修を行おうとするものでございます。 

○松浦敏司委員 そうすると、築相当古いという

ふうに認識してよろしいですか。わかれば年数。 

○高橋善彦学校教育課長 改修予定の住宅につき

ましては、建築から34年経過している建物でござ

います。 

○松浦敏司委員 わかりました。有効に使われる

ように願いたいと。 

三つ目に、これは永本委員も質問していました

が、教員住宅解体事業ということで、１棟４戸

の、つくしケ丘３丁目ですから平屋のところだと

思うのですが、この１棟４戸分だけで3,132万

8,000円と、こういうことで認識してよろしいで

すか。 

○高橋善彦学校教育課長 そうですね。１棟４

戸、二階建てのブロック造ですけれども、１棟に

対して3,100万円の予算を見込んでおります。 

○松浦敏司委員  二階建てのところですね。

ちょっと１棟だったら高いかなというふうに認識

したのですけれども、これは面積にしたらどのく

らいおおよそあるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 １戸当たりの面積にな

りますけれども、１戸当たりの面積が68.46平米

でございます。 

○松浦敏司委員 それ掛ける４だから、ちょっと

計算できませんけれども、280平米ぐらいだとい

うことなのですが、そうすると、一般的にどうな

のでしょうかね。高くはないというふうに認識し

ていいのかな。今、大分解体も高くなってきてい

るというのは私もわかっているのですが、その

辺、適正な価格というふうに考えてよろしいので

すか。 

○高橋善彦学校教育課長 設計に当たっては、当

市の建築課のほうで設計しております。公共工事

単価にはなりますので、通常の民間で解体をする

よりは、やはり公共工事ですので少し単価は高い

のかなというような気がしますけれども、適正な

金額であるというふうな認識をしております。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

次に移ります。 

博物館特別企画展について、石垣委員も質問し

ておりましたので、あまり聞くところもないので

すが、私も毎年、これまで昭和の特別展を見てき

ております。まさに私は昭和そのものの人間なの

で、非常に懐かしく、職員の方の説明も受けて、

感銘しながら見ているのですが、今回は平成、時

代が一つ変わったのかなというふうに思うのです

が、エビの特別展というのを聞いて、ちょっと驚

いたので、先ほど説明があったので、ある程度は

わかったのですけれども、職員の皆さんも非常に

一生懸命取り組んでいるというようなことで、私

も大変評価しているのですけれども、社会教育部

長として、この企画展についてどんなふうな評価

をしているのか伺います。 

○吉村学社会教育部長 ここにおられる議員の皆

様も理解をしていただいて、博物館の事業にもよ

く来ておられるということは存じておりますの

で、ありがとうございます。 

歴史系の特別企画展は、今はまさに３月いっぱ

い、昭和時代後半の網走展ということで、昭和40

年代、50年代、1960年後半から1980年代のバブル

期のというところで、私も少年時代と重ね合わせ

たところでございます。 

令和７年度につきましては、それに続く平成時

代をテーマとした特別企画展ということで、1989

年から2019年の平成についての企画展でございま

す。 

近年、平成カルチャーと呼ばれて、ちょうど

1990年から2000年に生まれた方、若者を中心に、

そういった平成の時代の文化というものが再注目

をされているというようなところの中で、生活や

文化に関する資料、約500点を集めて展示と解説

ということで、平成時代はバブル経済の好景気で

始まって、パソコン、インターネットが急速に発

達した時代でもあります。網走では調べたとこ

ろ、東京農業大学も開校して、そのほか、網走の

高台地区に市街地が拡大したり、商店街がまちの

上のほうに移ったというような、そういった移行

も見られた時代でございます。ぜひ、各世代の

方、特に子供さんは親子で見ていただくことで、

親御さんの時代の青春や何かを重ね合わせなが

ら、網走の歴史と日本の歴史をリンクさせていた

だけたらなと思っています。 

○松浦敏司委員 昨年私はダンゴムシを見て、非

常にびっくりしました。網走にも生息しているの
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だということもわかりました。非常に勉強になり

ました。 

最後に、オホーツク遺跡街道づくり推進事業と

いうことで、これも他の委員が質問しておりまし

た。モヨロ貝塚館のところで土器作りということ

を言っていたのですが、参加目標みたいなのはど

のぐらいなのか、土器作りですから、その当時を

思い起こすのであれば、外でやるのか、中でやる

のかわかりませんが、その辺を伺いたいと思いま

す。 

○吉村学社会教育部長 今回、体験プログラム

を、文化を観光資源にというようなところの取組

で、たまたまではありますが、地域おこし協力隊

の方に土器作りができるというような人材が網走

に来られたというところで、今回体験プログラム

として、土器作りを通じたモヨロ文化体験ができ

ないかということを１年かけて取り組もうという

ところでございます。 

実際、先ほど言いましたけれども、ネットワー

ク組織も別に体験ツアーのモデルを、これから考

えてやっていただくということと、去年まで、実

際外で、モヨロ人と同じように野焼きで土器を作

るというようなことを試作をしていたところで、

今考えているのは、そういった外で野焼きをする

ことで、当時のモヨロの方が同じ土で野焼きをし

て、そういった器を作っていたという過程を企画

立案して実践をしたいというところで、今のとこ

ろ、具体的な人数だとか、そういったところは、

これから詰めていかなければならないのですが、

先ほどもお話ししました、ぜひ市内の小学生、中

学生にも、学校などに体験をしていただけるよう

なプログラムを考えて、それが観光に来られた方

にも波及するようなことで頑張っていきたいと

思っています。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

地域おこし協力隊の人がこういう形で活躍でき

るというのは、これまでなかなか協力隊の人た

ち、うまくマッチングできなくて定着する人が少

なかったのだけれども、こういう形で、ぜひ網走

に定着していただければと思いますので、ぜひそ

ういう点でも、取組を頑張っていただきたいとい

うことを言って、私の質問を終わります。 

○高橋善彦学校教育課長 すみません。先ほど松

浦委員からお尋ねのございました教員住宅の棟数

でございますが、全体で管理職住宅を含めまし

て、38棟でございます。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

 終わります。 

○古都宣裕委員 それでは、端的に伺っていきた

いと思います。 

今、ちょうどありました教員住宅管理事業につ

いて伺います。 

これ、令和６年に聞いたときには、59戸中54戸

は使えると、実際に利用していたのは41戸だと。

先ほど聞いたら49戸が使える状態で37戸使ってい

るということだったのですけれども、これは使え

るところが５戸減ったのですけれども、これは

使っていなかったところが減ったのか、使ってい

たけれども何らかの不具合が起きて使えなくなっ

たところが出たのか、どちらなのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 現存する住宅がかなり

老朽が進んでおりまして、もう修繕といいます

か、改修には相当な経費を要するということで、

入居不可物件として取り扱っているところでござ

います。 

○古都宣裕委員 昨年は、令和６年度、改修とし

て2,880万円使いました。実際入っているところ

も減ってきたのですけれども、これは改修したけ

れども入らなかったということはないのでしょう

か。 

○高橋善彦学校教育課長 こちら改修に関しまし

ては、管理職住宅を改修、今年度はしています。

今、その入居不可とこちらのほうでお伝えしたの

は、一般教員向けの１棟４戸入りですとか、そう

いった住宅のお話をさせていただいたところでは

ございますけれども、改修をして今入っていない

のではないかというような御質問ではございます

けれども、確かに改修するに当たって結構大規模

な改修をするものですから、入居されている状態

では難しい改修でしたので、空き家となっている

管理職住宅を手がけたという内容でございます。 

○古都宣裕委員 空き家になっているところを改

修しましたけれども、改修した結果、まだ年度が

変わっていないから使われていないというような

理解でいいですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今後、異動などをされ

てくる先生がいらっしゃいますので、先ほども必

ず管理職住宅にといったところはございますけれ

ども、極力入居していただくという方向でお願い

はしようと思っておりますので、改修された住宅
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につきましても、入居していただければよろしい

なというふうに考えています。 

○古都宣裕委員 市税を使うわけですから、先生

は必要ですから、そうした部分はいいのですけれ

ども、改修した結果使われていないという実態が

なってくるようでしたら、在り方というのは考え

なければいけないかなと思います。 

次に、その38棟、先ほど言いましたけれども、

この38棟の中で使える戸数としては49戸なのです

けれども、逆にこの中で使えない棟数というのは

あるのでしょうか、どれくらいあるのでしょう

か。 

○高橋善彦学校教育課長 先ほどお伝えしました

38棟に関しては、使える棟数としてお伝えしたと

ころでございます。 

○古都宣裕委員 では、このほかに使えない棟数

が何棟あるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 申し訳ございません、

使えない棟数といいますか、戸数でいきますと10

戸使えなく……１棟です。１棟が使えない住宅と

して押さえております。 

○古都宣裕委員 38棟あって、残り49戸があっ

て、そこにはカウントしていなかったけれどもと

いうのだったら、この１棟で10戸ぐらい入るよう

なでっかいのが残っているというような感じにな

るのですかね。ちょっとよくわからないのですけ

れども。 

○高橋善彦学校教育課長 失礼いたしました。訂

正させていただきますけれども、今、１棟とお伝

えしましたけれども、今現に利用できないのは３

棟でございます。申し訳ございません。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。今後、解体

とかで出てくるのかなと思います。 

次に、学校職員健診事業ではなくて、その下の

魅力ある高等学校あり方検討事業について伺いま

す。 

内容については、種々議論があったので理解し

たのですけれども、今後、人口減少を見越したと

きに、隣の大空町などもそうなのですけれども、

近隣や、もしくは郊外とか、逆に東京とかから生

徒を引っ張る施策も今後必要になってくる可能性

があるわけですよね。南高、桂陽高校、各所、き

らりと光る何かとがったほうに向かっていくので

あれば、余計にそうしたほうに来たいという生徒

数を募集するのであれば、管内のみにとどめてお

くのだったらちょっと難しいのかなとなると、下

宿や寮の整備というのは必要になってくると思う

のですけれども、その辺の検討とかというのも含

まれているのでしょうか。 

○里見達也学校教育課参事 魅力ある高校づくり

検討というところですが、今、市内の公立高校２

校、南ケ丘高校、桂陽高校の在り方、いわゆる少

子化を踏まえた上での両校の在り方を魅力あるも

のにしていく検討をするというところでございま

す。 

御承知のとおり、ここはあくまで公立、北海道

立の高校でございますので、そこにどういうふう

に生徒を呼び込んでいくかというところ、具体的

に提案をいろいろもむのですけれども、市外から

呼び込むためのハード整備というか、そこについ

ては、当然検討委員会の中での協議に委ねてもん

でいただくところですけれども、まずはその両校

の存続というところをメインに考えていきたいと

考えております。 

○古都宣裕委員 今実際に通われている生徒さん

も、ほぼほぼ網走もしくは近隣のまちからという

ところを見ております。ですが、人口問題研究会

議だか何だかの指針で見ると、2050年にはかなり

減ると。今現在で網走並びに近隣５町とか合わせ

ても８万1,000人程度、これがあと25年もすれば

３万5,000人も減るとなると、確実にそれ自体だ

けで、近隣だけで維持していくのは難しいという

のが見えてくると思うと、その辺りも先々手を

打って検討していかないと、ぎりぎりになってか

ら募集してもそれも難しくなるのではないかなと

思うのですけれども、いかがですか。 

○里見達也学校教育課参事 委員おっしゃるとお

り、この管内のいわゆる入学者、中学校卒業者数

というのは、これからもどんどん減少していくと

いうところがありますので、当然市内二つの高校

に生徒を呼び込むというところでは、裏を返す

と、ほかの市町村の小密度の高校から入学を求め

るというか、お互いが取り合うことになってしま

いかねませんので、当然そういったことも危惧を

しなければいけません。 

繰り返しになりますが、この在り方について

は、その検討協議会の場で様々な意見をいただい

ていくことになるのですけれども、今の両校の形

のそれぞれの間口であるとか、学科の設定のまま

残すというところは当然やはり難しい問題だと思
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いますので、その辺りも含めながら、今後、在り

方というのを検討していきたいと思います。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次に107ページ、先ほど来ありましたスクール

ソーシャルワーカー配置事業について伺います。 

こちら、昨年は補助金の歳入として、スクール

ソーシャルワーカー活用事業補助金というのが、

たしか北海道からあったと思うのですけれども、

内容を見ると、令和６年度は別にスクールソー

シャルワーカーの運用がなかったのですけれど

も、今年は運用があるにもかかわらず補助金メ

ニューの名前がないのですよね。その内容という

か理由について教えてください。 

○高橋善彦学校教育課長 スクールソーシャル

ワーカーにつきましては、機動的かつ多様な活動

が必要とされておりますが、当市におきまして

も、児童生徒の悩みの多様化とともに各校からの

支援要望も増加傾向にありまして、市内全校を巡

回する必要がありますことから、任用初年度から

かなりの業務量が見込まれているところでござい

ます。 

一方、北海道の事業におきましては、スクール

ソーシャルワーカーの配置、運用とともに、不登

校未然防止の在り方の調査研究や、研修事業の実

施といったところが義務づけられているところで

ございます。これらの点と、事業初年度であるこ

とを踏まえまして、児童生徒への支援を滞りなく

実施することを最優先と考えまして、現時点にお

きましては、令和７年度につきましては、同補助

事業の活用を見送ったといった理由でございま

す。 

○古都宣裕委員 全く意味がわからないのですよ

ね。スクールソーシャルワーカーが活用されない

昨年は利用して、別に今年スクールソーシャル

ワーカーは実際に配置するわけじゃないですか。

なのに、活用事業補助金を入れない。補助メ

ニューとしてあったけれども、今の答弁だと、あ

えてそれは要求しなかったという感じになるので

すけれども、なぜですか。別に活用するから、全

然補助の対象だったら、使えるものを使ったらい

いじゃないですか。なぜ使わないのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 ちょっと言い方があれ

でしたけれども、この事業は北海道から委託を受

けるといった事業になります。今申し上げました

とおり、調査研究であったり、そういった保護者

への研修であったり、必須とされる部分がかなり

多岐にわたって、この事業の初年度を迎えるに当

たって、なかなかその任が重たいのではないかと

いうところを考えて、今回の事業の申請は見送ら

せていただいたといった内容でございます。 

○古都宣裕委員 では、質問ちょっと変えますけ

れども、これは網走市の全校で１名配置とありま

した。予算の内容を見ると、この人がずっと網走

市内のみをぐるぐる巡回するのかと思ったら、多

分そうではないのだろうと、ほかのまちとかと兼

用しているのかなとは思うのですけれども、では

実労として網走市では何日とかという確保がされ

ているのか、それとも問題が起きたときに連絡が

行って、来るような契約なのか、どういった形に

なるのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 まず、こちらにつきま

しては、網走市が任用します会計年度任用職員と

なります。ですので、近隣町ですとか他市に赴く

といったことは想定しておりませんので、網走市

市のみでの活動になってございます。 

○古都宣裕委員 では、この方は１年間ずっと網

走市にいてくださって、業務に当たっていただく

と。実労日数とかというのは、フルタイムでとか

だったら金額合わないのかなと思うのですけれど

も、どういう形での運用になるのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 勤務形態につきまして

は、９時から17時まで、週５日勤務ということで

想定をした予算を見込んでおります。 

○古都宣裕委員 各学校をいろいろぐるぐる回る

形なのか、どこか所定の場所があるのか、どうい

う形になりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 勤務地については、教

育委員会と子育て支援課が設置をしています家庭

児童教育相談室、こちらのほうに配置をしまし

て、各校を回っていくというようなことを想定し

ております。 

○古都宣裕委員 スクールソーシャルワーカー、

先ほど説明したとおり、社会福祉や精神保健福祉

などの資格を持った上で、スクールソーシャル

ワーカーの研修を受けないとなかなかなれないの

で、成り手というか、まだ全然人がいないという

中なので、しっかりと活用していただければと思

います。 

次に、その下、部活動指導員配置事業、これ

ちょっと先ほど来あったので、端的に令和６年度
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は229万7,000円だったのが減額しているのですけ

れども、その理由をお示しください。 

○里見達也学校教育課参事 部活動指導員の予算

の減額理由でございますが、令和６年度予算で

は、部活動指導員３名分の任用に係る予算を計上

しました。令和５年度末まで、市内には２名の指

導員を配置しておりました。昨年の予算審査でも

御説明したとおり、そこに対してさらに１名分の

予算を措置して、令和６年度スタートしたわけで

ございますけれども、その前年度から継続で引き

受けていただいた１名の指導員が退任をすること

になりまして、スタートが中学校に１名の配置で

スタートしました。そして、６年度中、途中で別

の学校に指導員、調整がつきまして任用したので

すけれども、少し活動していただいたのですけれ

ども、その方も本人の都合もありまして、年度途

中で、残念ながら退任になったということがござ

います。そういったことから、若干後ろ向きには

なってしまうのですけれども、令和７年度につい

ては、２人分の予算ということで減額になったも

のでございます。 

○古都宣裕委員 なかなか難しいのだなというの

を理解いたしました。 

次に、学校経営支援事業、いじめ対策事業、こ

れも先ほど来いろいろあったのですけれども、最

近、教育長の教育執行方針とかにもあったのです

けれども、いじめは絶対に許さないというのです

けれども、具体的に許さないとはどう許さないの

ですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 いじめにつきまして

は、これまでもずっと代表質問とか、代表の答弁

とかでも話しましたとおり、決して許されないと

いうことについては、いわゆる子供たちの持つ権

利とか、それから心身への被害、影響とか、そう

いったことも含めて、絶対にやってはいけないと

いうことを子供たちにしっかりと伝えた上で、そ

のための指導を学校全体で取り組んでいくもので

ございます。 

○古都宣裕委員 その指導はわかるのです。許さ

ないというのは、起きた場合に許しませんよとい

うことだから、具体的に許さないとは、どう許さ

ないのかというところがわからないのですよね。

いじめは絶対に許さないというスローガン自体は

別にいいのですけれども、どう許されないのかと

いう意味がわからないのですよ。 

○大垣正紀学校教育部次長 先ほど申したとお

り、いわゆる相手を傷つけるとか、今は定義が変

わってきていまして、相手に嫌な思いをさせる、

そういったことも含めて、それが全ていじめの定

義となっていますけれども、そういったことをさ

せてはいけない、してはいけないというところを

しっかりと子供たちに伝えていく、そこが許され

ないということの定義を教えていくことが大切だ

と思っています。 

○古都宣裕委員 してはいけないよと教えること

はわかるのです。それはわかるのです。許さない

ということは、起きたことに対して許しませんよ

ということを言っているわけじゃないですか。許

さないと言っているのですから。だから、それが

意味がわからない。許さないと言うのはどう許さ

ないのだろうというのが全然わからない。全然伝

わらないのではないかと思うのですよね。 

○大垣正紀学校教育部次長 委員のおっしゃると

おりなのですけれども、起きたときに許されない

ということよりも、まずは起こさないために、起

こさないためにいじめということは絶対駄目なの

ですよということを、その段階で事前から指導し

ていく中で、許されないということをしっかりと

伝えていくということでございます。 

○古都宣裕委員 では、当市の教育委員会が考え

るいじめとは何ですか。どういったものを挙げま

すか。 

○大垣正紀学校教育部次長 先ほどお話ししまし

たとおり、まずは子供たちが嫌な思いをする、そ

の子が嫌な思いをする。それから心身への被害、

身体も伴う被害もそうなのですけれども、心に対

する被害も含めて、そういったところを全ていじ

めとして捉えているところでございます。 

○古都宣裕委員 もっと具体的に言えば、殴った

ら暴行罪、けがをさせたら傷害罪、物を取ったら

窃盗罪、全部犯罪ですよ、これ。いじめってオブ

ラートに包んでいるだけで、いじめは絶対に許さ

ないと言っているけれども、これはそもそも犯罪

だということをしっかりと認識してもらうことこ

そが止める一助になるのではないかなというのを

ずっとかねてより言っているのですけれども、そ

の辺の考えはいかがですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 委員のおっしゃると

おり、まさしく今、いじめの内容についても多様

化、複雑化してきていまして、本当にそれが単な
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る、いわゆる嫌な思いをさせてしまったのか、本

当に犯罪的な内容なのかということについては、

まさにその辺りは本当になかなか難しいところで

はあるのですけれども、犯罪ということについて

も、関係機関との連携をしっかりとすることにつ

いても、国、それから道のほうからも示されてい

ますので、そういったところも含めて、しっかり

と予防することも含めて、子供たちに伝えていく

というところになっています。 

○古都宣裕委員 最近、こうしたいじめという言

い方で、僕はオブラートに包むのはよくないのか

なと思うのですけれども、犯罪自体も低年齢化し

てきております。巻き込まれるのも低年齢化して

きている。そうしたところを見ると、しっかりと

弁護士とかを交えて、こうしたものは刑法第何条

でこういうのというのを専門家からびしっと言っ

てもらったほうが理解もあるし、あっと思うこと

も多いのかなと思うので、そうした部分も含めて

指導していくこと自体で防げることもあるのでは

ないかなと思うのですけれども、考えはいかがで

すか。 

○大垣正紀学校教育部次長 現在は学校のほう

で、いじめも含めた情報モラル教育、もしくは生

活モラル教育について、そういった専門的知見を

持った方、講師の方に入っていただいて、今、委

員のおっしゃったとおり、いわゆる法律の面か

ら、これについてはこういう犯罪に当たるのです

よという指導も行われていますので、そういった

ところも含めて、広く取組を進めていきたいと

思っています。 

○古都宣裕委員 次に行きます。 

その下の学力向上推進事業について伺います。 

学力向上対策事業について、こちら、網走市も

様々やってきているのですけれども、ＩＴ学習の

先進地と言われているスウェーデンでは、2010年

からタブレットを全部配布しているわけですよ。

2016年から2021年のデータで、それをやったこと

によって、子供の読解力が低下しているというふ

うにデータが出まして、そこで先進地のスウェー

デンは逆に紙と鉛筆でしっかり勉強しようと、そ

うした上で子供の教育の学力を担保していこうと

いうふうに方針転換したのですけれども、網走市

としては今まさにデジタル化を進めているわけで

すけれども、そうしたデータを受けて、今後どう

いった方向で行くのでしょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 いわゆる国のＧＩＧ

Ａスクール構想、これが急速に進む中で、網走市

もそうなのですけれども、児童生徒が当たり前に

端末を活用することが見られています。このデジ

タル学習基盤につきましては、今のこれからの新

しい学びを進めていく上では、極めて重要なイン

フラであり、こういったことも含めまして、ＩＣ

Ｔを活用して学ぶということが、目的ではないの

ですけれども、必然と言えます。 

しかし一方で、今、文部科学省のほうで諮問機

関である今後の教育課程、学習指導及び学習評価

の在り方に関する有識者会議の中では、教科の特

性に応じて、いわゆるデジタルとリアルのバラン

スを図ること、これがこれからの社会を生きる子

供たちに必要な資質・能力の育成に取り組むには

大切だという指摘もされていることからも、子供

たちの特性や発達段階に応じた、いわゆるデジタ

ルとアナログ、これを活用した学習が望ましいと

考えています。もちろん、デジタルとアナログ、

どちらか一方に偏るのではなく、それぞれの特性

を理解した上で、学習の目的や内容、児童生徒の

内容に応じましたハイブリッドな使い方、適切に

使い分けることが重要であると考えています。 

○古都宣裕委員 時代にあったやり方で、それを

先進的に取り組んでいくというのは大事だと思う

のですよね。一方で、今回、ＧＩＧＡスクール構

想では端末を整備するというふうになっているの

ですけれども、例えば、これは５年で減価償却を

行うと思うのですけれども、１年生から４年生ま

では主に紙、タブレットを渡さずにそうした学習

にして、５年生のときにもう渡してしまうと。５

年間といったら中学３年卒業、そのときにはもう

使い慣れたものを渡してしまってという形でやる

やり方もあると思うのです。そうしたふうにした

ほうがローコストでやれたりとか、低学年に先ほ

ど金兵委員の質疑でもありましたけれども、1.5

キロを毎日持たせるというのは、それはちょっと

かわいそうじゃないかなというところも考えた

ら、そうしたやり方もあるのではないかなと思う

のですけれども、いかがですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 先ほどの議論の中で

もありました、いわゆる端末の軽量化というとこ

ろについては、確かに子供たちの負担軽減という

こともありますので、その辺り、もちろん学校の

教室での活用はもとより、家庭での取扱いについ
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てもしっかりと検討していかなくてはいけないの

ですけれども、いわゆる低学年から端末を活用さ

せること、すること、これはいきなり高学年に

なって使い方を覚えていくのではなくて、低学年

のうちから使い方を学んでいく中で、その活用が

さらに広がっていって、より効率的、効果的な活

用につながっていくと考えております。ですの

で、その辺り、先ほど委員もおっしゃったとお

り、新しい学びに適した学習内容、先ほども言っ

たとおり、端末を使うことを目的とするのではな

くて、端末を効果的に活用できるツールとして、

その辺り、低学年、それから中学年、高学年、そ

れから中学生、発達段階に応じた活用について活

用の仕方、それから授業改善をしていくことが大

切なのかなと考えています。 

○古都宣裕委員 本気でＧＩＧＡスクールに取り

組むのだったら、最初にｉＰａｄぐらい渡して、

マインクラフトでもプログラミングで学べるよう

な形でやったほうが、まちとしても面白いのでは

ないかなと思うのですけれども、そこで先ほどの

ＧＩＧＡスクール端末整備について聞きたいので

すけれども、今回入れ替えることによって、今あ

る既存の品というのは、下取りに出したりするも

のなのでしょうか。どのような扱いになるので

しょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 現在使用中の端末の取

扱いでございますが、使用可能である端末につき

ましては、教職員における予備の端末のほか、例

えばオンラインでの授業配信を行う際の補助端末

としての活用を、小中学校の要望などを確認しな

がら再利用していくということを検討してござい

ます。また、故障等により再利用できない端末も

ございます。こちらにつきましては、国の指針に

基づきまして、小型家電リサイクル法の認定事業

者、または端末メーカーへの再利用、再資源化の

委託を検討してまいりたいと考えてございます。 

さらに処分する際には、端末内に残存するデー

タの消去も併せて必要となりますので、こちらに

つきましては、令和８年度以降の予算措置で検討

していきたいと考えてございます。 

○古都宣裕委員 すみません。最初に言います。

端的にお願いします。 

今の話だと、５年でやって下取りもないと、そ

のまま基本的には管理の中でいろいろできて、で

きないようだったら売ったりとかという活用だと

思うのですけれども、基本的にはそのような活用

であれば、きちんとあげるような形で、先ほど話

したような運用にしていったほうが、私は活用で

きるのではないかなと思うので、指摘させていた

だきます。 

次に111ページ、社会教育振興事業について伺

います。 

この中の国際理解体験事業について伺います。

これは毎年やっているのですけれども、網走市も

市自体で８言語化するほど、いろいろなグローバ

ル化が進んでおります。そうした中で、いろいろ

な国の人がいるということがわかっている中で、

どのような国の人たちに対して一緒にやっている

のか、それとも決められた国、決められた事業を

毎年行っているような形になっているのでしょう

か、伺います。 

○湯浅崇社会教育課長 古都委員の御指摘の件で

すが、まず国際理解体験事業につきまして、本年

度は北海道文教大学と網走市が包括連携協定を結

びましたので、そちらの事業に基づき、文教大学

の国際交流センターの留学生と教員９名及び市内

在住のスリランカ人１名が講師を務め、モンゴ

ル、中国、スリランカ３か国の文化、行事、自然

環境や産業について学べる交流を通じまして、学

びが生まれる機会となっております。 

市内在住の方々が増えているということもあり

まして、今後は外国人の方々も市民との交流機会

を求めているということもありますので、社会教

育課が実施します多文化共生推進事業の進捗を見

ながら、様々な外国人の方々にも、こちらの事業

に参画できるような交流を図っていきたいと思っ

ております。 

○古都宣裕委員 わかりました。多方面で取り組

んでください。 

次に115ページなのですけれども、学校給食運

営費について伺います。 

学校給食無償化事業について、こちら令和６年

度、１億3,697万9,000円だったのですけれども、

若干減りまして１億3,634万6,000円となっており

ます。これは子供が減ったから減ったのかなとい

う部分も多少は理解するのですけれども、ここま

で物価高騰が続く中で、果たして本当に減額なの

かなというのがあります。これは何で減っている

のでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 予算自体は若干減額を
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しておりますけれども、やはり近年の物価高騰に

伴いまして、１食当たりの給食単価につきまして

は、小学校、中学校ともに10円値上げしている状

況でございます。減額となった理由につきまして

は、委員お見込みのとおり、児童生徒数が昨年よ

り減少しているところが要因となってございま

す。 

○古都宣裕委員 では、物価高騰はあるけれど

も、それよりも中学で卒業していなくなる人数の

ほうが多いから減額になるという理解でいいです

か。 

○高橋善彦学校教育課長 一応、児童生徒数の見

込み数に提供食数と単価を掛け合わせた金額を見

込んでございますので、その結果が昨年より比べ

ていささか減少しているという状況でございま

す。 

○古都宣裕委員 単価が上がっているというのは

わかったのですけれども、１食当たり10円という

ことで、この10円というのは、栄養的には量が十

分確保できる金額なのでしょうか。それとも、網

走市として、10円程度ぐらいでという形でなって

いる金額なのでしょうか、どういう算出で10円と

なったかお示しください。 

○高橋善彦学校教育課長 栄養価につきまして

は、この金額なのですけれども、もともと小学校

290円、中学校340円というような形で、当然栄養

価が保たれるという形で考えてございました。 

なぜ10円値上げをしたかというところでござい

ますけれども、近年のいろいろ主食をはじめ牛乳

ですとか、そういった部分も値上がりをしており

ます。総体で10円程度を値上げすることによっ

て、今年度、令和６年度と同等の栄養価が保っ

て、量も保てるといったところで、この10円と

いったところで決めたということでございます。 

○古都宣裕委員 また４月からいろいろなものが

値上げ等々言われております。となってくると、

今後、令和７年度としても、思った以上の値上げ

の見込みがある可能性もあるのですけれども、も

しそうなったときは、補正とか組んで、しっかり

と子供たちに給食が担保されるような形になるの

でしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 当然ながら、物価高騰

に伴って、この令和７年度に上げた給食単価より

も上回る形で、各調理場の中で運営が厳しいとい

うことであれば、補正予算ということも考えなけ

ればいけないと思っております。 

また、一方で、無償化をしているので、国の財

源を頂くことはできないのかなとは思っておりま

すけれども、今後、国での無償化というところも

いろいろと言われておりますので、そういったと

ころも引き続き注視してまいりたいと考えてござ

います。 

○古都宣裕委員 わかりました。もうちょっと端

的にお願いします。 

次に、学校給食施設改修事業について伺いま

す。これは何を改修するのかだけ端的にお願いし

ます。 

○高橋善彦学校教育課長 学校給食施設改修事業

につきましては、四つの改修工事を予定しており

ます。 

一つ目につきましては、潮見地区共同調理場の

屋上防水改修工事でございます。二つ目につきま

しては、桂ヶ岡地区共同調理場の空調設備改修工

事でございます。三つ目、四つ目で、同じ工事に

なりますけれども、西小学校と呼人小中学校に設

置されております給食配送用の小荷物昇降機電気

制御機器及び巻上機の改修工事を行うものでござ

います。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 次、117ページ、スポーツ合宿誘致事業なので

すけれども、これは観光でも言ったのですけれど

も、観光の閑散期と一緒にきちんとやれば、どち

らもウィン・ウィンの事業にできるのではないか

なと思ってお話ししたのですけれども、観光と連

携していただくことは可能でしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 先日、観光課のほうで

答弁もありましたが、閑散期につきましては、時

期的にスポーツ合宿というのはなかなか難しい時

期となっております。ただ、10月、今年も北海道

の高校駅伝も開催されるというところもあります

ので、そういう大会によっての宿泊が増える可能

性はあるのかなと思っておりますので、ただ、強

化合宿として実施するチームは、この時期につき

ましてはちょっと難しいのかなと思っております

が、閑散期対策としてスポーツ合宿を活用してい

ただくというか、それで宿泊を延ばしていただく

施策があるのであれば、そこは観光課と連携して

取り組んでまいりたいと思っております。 

○古都宣裕委員 今おっしゃったとおり、高校で

来ると。大会並びにその前に、試走とかも来ると
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思うので、そうしたときに補助金があると、余計

来てもらいやすくなるのかな、閑散期対策になる

かなと思います。 

次に、日体大屋内直線走路なのですけれども、

こちら、どのような利用状況かだけ伺います。お

願いします。 

○大西広幸スポーツ課長 こちらにつきまして

は、令和３年度が３団体14件、令和４年度が３団

体28件、令和５年度が３団体35件、令和６年度に

つきましては、２月末現在で２団体18件となって

おります。 

○古都宣裕委員 もし可能であれば、令和６年度

がいきなり減っているのですけれども、それは何

か理由があったのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 令和６年度につきまし

ては、昨年まで網走市内高校２校使用していたの

ですが、１校が短距離走路を使う選手が少なく

て、投てき選手が多いということで利用がなく

なったというふうに伺っております。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次、スキー場管理運営事業について伺います。 

こちら、従来、人工降雪機を入れるべきという

話があったのですけれども、先日の教育長の答弁

の中で、導入には５億円ほどかかる。この５億円

の根拠というのはどういうのがあるのですか。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 人工降雪機導入に係

る経費についてでございますが、事業者からお聞

きしているところとして、まず、網走レーク

ビュースキー場の一つのコースを上から下まで30

センチ程度の雪を作ると仮定した場合に、降雪機

本体とその設置工事に１億880万円、給水配管、

電源設備、通信設備工事に１億3,100万円、貯水

槽工事、その水を送るポンプ等送水設備工事に１

億6,000万円、受電設備工事に4,000万円、運搬

費、諸経費が7,220万円、合計で５億1,200万円と

いうような額となっております。 

○古都宣裕委員 私、先日、若松スキー場、北見

にありますけれども、人工降雪機を運用しており

ます。イニシャルでどれくらいかかったのか、運

用どれくらいかかっているのかというのを直接聞

いてみました。平成10年に１台目入りました。１

台1,480万円です。平成15年に２台目を入れまし

た。1,470万円。平成22年に３台目を入れまし

た。1,197万円。今、３台体制で運用していま

す。それと別に、北見工大で入れていて、そちら

の整備はあるのですけれども、それとはまた別の

金額で入れております。 

修繕に係る費用、令和６年度で、この３台の修

繕で86万円だそうです。これ、全然できるのでは

ないかなと思うのですよ。 

管理費、ランニングコストは教えてもらえない

ということだったのですけれども、管理として委

託料を出しているのは3,445万円です。これを考

えたときに、５億円、果たして本当なのでしょう

かというのを思うのですけれども、なぜ一番近い

北見に対して全然聞いていないのかなというのを

思うのですけれども、その辺きちんと本当に調査

しているのですか。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 北見市の状況はお聞

きしております。移動型の３台を使って、あと北

見工大が持っている、これは固定式というふうに

聞いております。 

今回、経費の確認をした際には、こちらは固定

式の形で聞いております。固定式のメリットとし

ては、今全て通信線も用意しますけれども、自動

なり遠隔で操作ができるという部分がありますの

で、人件費については少ないと。あと、温度です

とか湿度ですとか、量を確認しながら、機械のほ

うが自動で調整をしてくれるという形になります

ので、無駄のない降雪ができるというふうに聞い

ております。この辺、移動式になりますと、移動

もそうですし、風を向ける、雪をつける向きとい

うのも全て手動になってしまいますので、それぞ

れやり方、メリット、デメリットがあると思うの

ですけれども、そういったところは今後また研究

してまいりたいと思います。 

○古都宣裕委員 もう時間が来ているのでやめま

すけれども、イニシャルがこれだけかかっている

と高いほうで見積もっても、安いほうの移動式で

見積もったほうが、今オープンできなくて困って

いるわけじゃないですか。人もそれで仕事がない

と困っている。12月からこれで稼働すれば、全然

オープン時期も早まるし、北見はこの３台体制で

二つのコースを整備しているわけですよ。全然こ

れ可能なのではないかなと思うのですよね。そう

いうやり方、だって安いほうでやらないと、高い

ほうでどんどん見積もっていたら、それはできま

せんよね。だから、安くできるほうを見積もっ

て、早く長く整備してオープンすることによっ

て、事業収入も大きくなるわけじゃないですか。
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やれたほうが全然いいわけじゃないですか。こ

れ、やれない金額じゃないと思うのですよね。５

億円に比べてですよ。全然かからない方法がある

のだなと、僕、知って逆にびっくりしたのですよ

ね。何で金額かかるほうを、今、人が働けなくて

困っているのだったら、別に人かかってもできる

わけじゃないですか。そういうやり方をやったほ

うが、網走市にとってもメリットがあるし、市民

も早くオープンすることによって、スキーなりス

ノーボードが長い間楽しめると。指定管理も長い

期間オープンできるから、収量も上がると。別に

そんなにすごく悪いことあるのかなと思うのです

けれども、何で考えないのですかね。 

○井戸達也委員長 質疑の時間が超過しておりま

すので、この辺でまとめさせていただきたいと思

います。 

○古都宣裕委員 でも、去年、最後の項目で終

わっていれば、それは最後まで質疑させてもらっ

ていたじゃないですか。 

○井戸達也委員長 どこまで続きますか。 

○古都宣裕委員 この項目で終わっているから、

項目でどういう質疑が返ってくるかによるから。 

○井戸達也委員長 答弁お願いします。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 降雪機のやり方とい

うのは、今後もさらに研究しなければいけないと

思っております。 

例えば、今一つのコースという形で、例えば給

水配管、電源設備、通信設備工事等、これが１億

3,000万円ということで聞いているのですけれど

も、これがコース二つ分になると、これがもう一

つかかるという形になります。降雪機の移動式を

持ってきたとしても、これらの配管、電源設備等

は必要になりますので、そういったところで、ど

ういう形が一番効率的で求めるスキー場整備がで

きるのかというところを、さらに研究をしなけれ

ばいけないと思っております。 

○古都宣裕委員 安いやり方があるのだ、そうし

たことをしっかりやるべきだということを指摘さ

せてもらって、僕の時間が終わりなのでやめさせ

てもらいます。 

以上です。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後８時10分といたします。 

午後８時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後８時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

○小田部照委員 私のほうからも、時間押してい

ますので、端的に確認していきたいと思います。 

まず、先日、他の委員会で、予算委員会でも質

疑させてもらいましたが、中学校の部活動の地域

移行に関して、一般質問で質問させていただきま

した。その中で、地域の子供たち、小中高生が公

共施設を利用する場合、これは学校施設も含めて

無償化すべきだと私は提案させていただきまし

た。それについて教育長が、協議検討が必要だか

らというような答弁をいただいておりました。そ

の検討状況はどのようになっているか伺います。 

○里見達也学校教育課参事 今、委員からお話が

あったとおり、昨年12月の議員からの一般質問

で、そのような御提案というか、お話があり、そ

の後、こちらで検討協議をしますということで御

答弁しておりました。 

その際ですが、現在、教育委員会が所管する施

設、学校施設、それから社会体育施設、さらには

市長部局が所管する施設、その他公共施設などに

おいて、何かしら子供たちの活動支援ができない

かという検討協議を内部で行っていたところでご

ざいます。 

その検討の場におきましては、各施設によって

は、使うお金が利用料であったり、使用料といっ

たところ、また、それの中身においては、条例規

則などで定めていたり、あるいは個人利用料で

あったりですとか、団体利用料、あとは場所貸し

というような設定など、いろいろ取扱いの条件の

違いがございまして、一律に無償化をする、ある

いは減免するということにつきましては、もう少

し条件整理が必要かというふうになったところで

ございます。 

これにつきましては、部活動の在り方、部活動

の今後の地域移行に係る方針に沿って、何か子供

たちの活動がまずできないかというところから考

えたいと思っておりまして、なかなか進まないと

いう、先ほどの委員からありましたとおり、部活

動の地域移行の方針をまずはある程度見通した上

で、その足がかりの支援として、今の御提案のと

ころの検討を進めたいと思っております。 

具体的なお話でいきますと、部活動の地域移行
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を見据えまして、地域のクラブチーム、少年団で

すとかがそこに協力いただくという団体登録のよ

うな制度を、新年度、組み立てられないかと思っ

ておりまして、その団体登録をしていただいたと

ころから、その施設を利用される場合に減免、あ

るいはそういったところというような仕組みを段

階的につくりたいと考えているところでございま

す。 

○小田部照委員 全然、もう本当に棚に上げて何

にも進んでいないってことだよね。検討したので

しょう、これ。教育長、検討すると言ったよね。

やらないとは言っていないまで言っていたよね。

３か月、何検討したのか。 

ちなみに、全施設無償化とした場合、総額幾ら

ぐらいかかるって検討、もう積算されているのだ

ろうから、検討したのだから。幾らですか。 

○里見達也学校教育課参事 まずは私どもの所管

している学校開放の部分でございますけれども、

そこにつきましては、使用料自体は大体１団体当

たり１回につき530円ぐらいという金額を取って

おります。そこについては金額が低いのですけれ

ども、それにプラス暖房料というところがかかり

ますので、ざっくりでいきますと、大体年間で

100万円ぐらいかなというところでございます。

社会教育施設のほうにつきましても、いろいろ施

設はございますが、概算で申し訳ありません、概

算で大体年間300万円ぐらいではないかなという

ところまで詰めているところでございます。 

○小田部照委員 100万円と300万円じゃないです

か。これ400万円でできるじゃないですか。これ

ぐらい無償化してあげてくださいよ。 

令和７年度予算書を見ても何の方針も示せな

い。この部活動の地域移行に関しては、令和元

年、２年と三中の部活動が廃部となってから、毎

年のように俺は質問しています。こんな後手後手

にならないようにと、何度も質問していますよ。

そのたびに検討します、検討しますと、何にも進

まない。子供たちのことをどうやって考えている

のですか。もう小学校で夢育事業を５年生で行っ

て、この事業、ほかの委員もありましたが、内容

も夢を持つこと、目標に向かって頑張ることの大

切さ、これを学べる。プロのスポーツ選手が来た

りＯＢが来たりして、これはすごくいい事業だな

とみんな思っているわけですよ。ただ、その子供

たちが中学校に上がったら、やりたいスポーツも

部活もない、この網走市の現状で、いきなり夢を

砕かれますよ。目標に向かう環境が整っていない

のですよ。民間クラブに行けばいい。何度も言う

けれども費用かかるのですよ。だから行きたくて

もいけない子が毎年のようにいるのだよ。だから

それを早急に何とかしなくちゃいけないでしょ

う。こうやって義務教育の中で格差を生んじゃい

けないでしょう。だから網走市民、子育て世代、

どんどん網走から離れていくわけですよ。人口減

少止まらないのだよ。網走というまちに魅力がな

いから。何でここを進めないの、教育長。何かビ

ジョンはないのか。網走の子供たちをこれからど

うやって育てていくのか。冬になればスキー場は

オープンできない。ほかの他市は、降雪機導入し

て、冬休みもスキーやスケートができる。そうい

う環境がある。部活動も早急に、令和８年度には

学校部活動を廃止するのだと、強い気持ちで推し

進めている隣市町村あるじゃないですか。何で網

走はこんなに後手後手で、何にも取り組んでいか

ないのですか。これ、市長どう思いますか。 

何にも考えていませんか。給食費無償化した、

医療費無償化した、これは一定程度の評価あるか

もしれないけれども。でも、ごはんを食わせれば

いいじゃないよ。網走にやりたいスポーツや文化

活動、これを中学校入っても継続していけない状

況であれば、魅力あるまちじゃないですよ、子育

てとして。だからどんどん地方に出ていっている

じゃないですか。先ほどの質疑の答弁の中でも、

高校に行く進学の３割はもう地方に行ってしまっ

ている、そういうことですよ。網走の高校には、

やりたいスポーツや文化活動、もっともっと勉強

も含めて、ないからですよ。そういう状況を網走

はつくってしまっているのですよ。これ、教育委

員会がしっかり進めていかないから、こういう状

況になってしまっているのですよ。魅力あるまち

にならないから、どんどんどんどん人口減少、歯

止めかからない、止まらないのも一緒ですよ、こ

れ。どうかしてください、市長。ビジョン示して

ください、ちゃんと。 

○岩永雅浩教育長 今、御指摘をいただいた部活

動の地域移行、なかなか進まないということで、

子供たちに将来的な展望を見せられていないとい

う御指摘については、受け止めなければいけない

なというふうに思っています。 

管内でも拠点校方式であったり、様々な取組が
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始まろうとしておりますけれども、そこの部分に

つきましては、網走市で行っている就学指定変更

との関係はどうなのかといったことも確認をして

きました。拠点校方式については、これはそこの

まちの担当者にお聞きしましたが、まだ地域移行

ではなくて部活動の一形態で進めていっているの

だということのようです。先進的に進めていると

いうふうに見られているまちでも、なかなか苦労

があるなというふうに思って、そこも参考にさせ

ていただきながら、先ほど参事から説明があった

ように、方針を令和７年度で定めるということを

申し上げたところです。 

また、子供たちのいわゆる活動の場への支援と

いいますか、これについても参事から申し上げま

したけれども、まず、方向感としては、いわゆる

市教委が所管をしている学校開放など、学校施設

を利用されているものから対応して、続いて社会

体育施設の利用に対象を拡大する。最終段階で

は、先日、コミセンの答弁もあったようですけれ

ども、首長部局の施設についても何らかの方法、

それは減免なのか、補助なのか、様々な方法があ

るかと思いますけれども、そういう方法で負担軽

減の支援ができないかということを、検討を進め

ていきたいという答弁をさせていただいたところ

です。 

段階的にやらざるを得ないのは、これも先ほど

参事から申し上げましたが、施設の管理の方法で

あったり、管理の規定をしている条例や規則、あ

るいは利用料金が個人料金であったり、団体料金

であったり、様々条件というか、形態が違うとい

うことも今さらながらわかったところもあります

ので、一律に負担軽減するのは難しいけれども、

何らかの条件整理をしていきたいというふうに

思っていて、先ほど学校開放に関して言えば、昨

年12月にもお話があったように、暖房料への負担

感が大きいというふうにもお聞きしているので、

これを軸にシーズン前には結論を求めたいなとい

うふうに考えています。 

○小田部照委員 もう本当すっとぼけた答弁でし

たね。各施設の条例が違うとかルールが違う、そ

んなものみんなわかっているじゃないですか、担

当違ったら。そんなもの、教育長がそんな答弁し

てどうするの。そんなもの、皆さんが一番わかっ

ていることじゃないですか、当初から。何年も前

から同じことじゃないですか。何にも検討されて

いない、協議されていない、その方向に進んでい

ないだけですよ。何言っても、市長に答弁を求め

ても、子供の教育に対して何もビジョンがないと

いうこともわかりましたので。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後８時23分 休憩 

───────────────────────── 

午後８時24分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 市長の答弁から。 

○水谷洋一市長 ありがとうございます。 

部活の移行にして、また、小田部委員から様々

な施設の、小田部委員は無償化というお話がござ

いましたが、減免も含めて検討したらどうだとい

うお話、教育長のほうからは、減免についてそれ

ぞれの施設に応じて検討したいというお話があり

ました。それが遅いか早いかという議論は、それ

は受け止めさせていただきたいと思いますが、教

育長のほうでは検討しているということであると

思います。 

ここは議論のあるところだと思うのですが、子

供たちのビジョンというお話はまた後でさせてい

ただきたいと思いますが、施設のアクセスを考え

るときに無償というのはフリーアクセスになるの

で、それぞれ利用したいときに使えなくなるとい

う、子供たちに本当にそれがプラスになるのかど

うかというのは、やはり検討しなければならない

のだというふうに私は思います。ただということ

は、全ての方がフリーでアクセスできるわけです

から、そのときにこの施設においては、ここの種

目が必要なので、そこは減免という形で使いやす

くすることによって調整をするということは私は

あると思っているのですが、誰でもフリーアクセ

スになることによって、この競技で使いたいの

に、いや、ただだから使えるのではないかという

ような議論があってもいけないので、そうした全

体を見計らいながら、対応を検討すべきだと私は

思っています。 

教育の考え方ということで、大きいことをまず

申せば、やはり今昭和100年でありますけれど

も、80年前の教育委員会制度というのは、どうし

てこれができたのかというのは、私はやはり大き

く踏まえなければならないと、このように思って

おりまして、いかに教育に対して政治が関与する

ことによって、ろくでもないことになったのかと
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いうことをやはり私たちは踏まえた上で、今の教

育委員会制度というものを持っていかなければい

けないというふうに私は思っています。ですか

ら、私がどうこうということを、教育の在り方に

ついて、やはり教育委員会制度の中で教育委員会

がやるべきであって、そこに対する予算の配分等

については、市長部局が責任を持ってやっていく

ということが、私は教育の行政の根本であろうと

思います。そこの延長の中で、子供たちの環境を

どう整備をするのか、その教育の中身について

は、やはり教育委員会がしっかりとやって、そこ

において財源措置がどれだけ必要なのか、施設が

どれだけ必要なのかというのは、市長部局が考え

ることだと思いますが、どういう教育をつくって

いって、どういう教育方針を持っていくのかとい

うのは、これはやはり80年前の、私たちは歴史を

踏まえた中で教育行政というのは行われるべきだ

ろうと、私はそう考えています。その延長の中で

子供たちが、どう健やかに過ごしていけるのかと

いうことが、共通の皆さんの課題だと思いますか

ら、より一層議論をしていって、子供たちの未来

というものが、どのように健やかに過ごしていけ

るのかといったような問題は、共通で議論を重ね

ていくことだと私は思っています。 

○小田部照委員 もう余計な時間を使いたくない

ので、次に行きますけれども、この部活動の在り

方については、もう本当にこの調子で行くのであ

れば、多分スムーズに網走は進まないのだろう

と、今の御答弁でよくわかりました。 

関連しますので、確認いたします。 

中学校の体育文化褒奨金、これも他の委員から

先ほどありました。これは中学校の部活動で活躍

して、その実費、交通費、宿泊費等を支出してい

るような事業でありますが、今年度、野球の部門

で行っても、数名の方が海外のほうにも活躍して

日本の代表として行かれました。これは体育文化

褒奨金で支出するのかなと思ったら、スポーツ課

のほうで支出されたのですよね。一方で、同じ大

会で、女子生徒も代表として、北海道の代表とし

て、ここは、福島だったかな、大阪だったかな、

どこかに行ったのですよ。これは体育文化褒奨金

のほうで支出しているのです。今年、いろいろな

活躍する子供たちが、今まで昔と違って、そう

やって海外だとかも行くようになったのですよ

ね、代表として。これはすばらしいことで、本当

に応援すべきことでいいのですけれども、ここで

確認しておきたいのが、スポーツ課で持っている

支援制度、少年団等も含めてですね、それで中学

校の部活ではない子たちを支援していると思うの

ですよ。これを整合性を取らなくてはいけないだ

ろうと、以前から何度も質問させていただいてお

ります。 

今後、このスポーツ課の支援制度というのは、

中学校の部活動がないから、民間クラブに入って

いる中学生徒に適用するのは、体文振と公平性を

保った、整合性を保てるような支出をしていくと

いう認識でよかったですか。 

○大西広幸スポーツ課長 今、委員がおっしゃっ

たとおり、今年度、野球で海外に行かれた選手と

か、様々、隣町のシニアの野球で全国大会に行っ

たりですとか、そちらの部分につきましては、部

活動というところではないという範疇なので、

我々のスポーツ課の所管しているスポーツ少年団

の活動支援事業で、移動費の一部を負担させてい

ただいております。 

先ほど言われたように、同じ大会に出て、支給

額が違う、支援額が違うというところもございま

したので、令和７年度につきましては、少年団等

活動支援事業につきましては、令和６年度300万

円でしたけれども、令和７年度から650万円と、

350万円を拡充しまして、予算要求しているとこ

ろであります。これに併せまして、中学生につき

ましても、体文振と同等の支援と、額的には宿泊

費も含めてすることとしておりますし、また、そ

れに併せて少年団につきましても、今まで交通費

のみの支給でしたが、宿泊費と参加料につきまし

ても支援していくということでしております。 

○小田部照委員 詳しく確認しておきたいのです

が、中学校の体文振は、全道・全国大会ってあま

り関係ないですよね。宿泊を伴うような大会に出

場した場合は、その宿泊、交通費の補助というの

をしているのが、この体育文化の事業なのですよ

ね。これは、部活動はどんどん減っているけれど

も、これだけ活躍して支援の輪を広げたというこ

とで、どんどん金額は増額されているのです。こ

れは大いに結構だと思っているのですけれども、

一方で、スポーツ少年団関係は、今までは全道・

全国大会に出場しないと、交通費含めて、宿泊

費、次年度からと言うけれども、出ていなかった
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のですよね。ちなみに今週末、サッカーでいえば

中学生たちが、洞爺湖に２泊３日か３泊４日ぐら

いで遠征に行っているのですよ。そして、大空シ

ニアの網走の子供たちは、この週末、函館に遠征

に行っています。これももちろん宿泊費も交通費

も、今の状況だと何の補助もないのですよ。大会

にこうやって、だけれどもこれは、何度も言うけ

れども、中学校の部活動がないから民間クラブに

お金かけて入れているのだよね。同じ義務教育の

子供たちを支援する枠組みをきちんと整合性持っ

てつくってくださいと、何度も言っているのです

よ。今年度は６年度だから、今、今週末行ってい

るのは。だけれども、次年度からは、こういう宿

泊を伴うような遠征は、きちんと全て対象になる

という考え方でいいのですか。今の答弁だとそう

いうことですよね。 

○大西広幸スポーツ課長 説明不足だったかもし

れませんが、支給対象の大会につきましては、令

和６年度と同様に、全道大会以上、全道・全国大

会の部分についての支給というか、支援をするも

のになりますので、地域クラブに入っているよう

な中学生ですとか、今までのスポーツ少年団につ

きましては支援させていただきますが、そこの区

分につきましては、まだちょっとお時間いただい

て、そこをできる限り近いうちに、地区大会です

とかその辺まで、一緒の体文振と合わせた形で、

部活の地域移行も始まりますので、支給対象がず

れないように、合わさるような形にしていきたい

と考えております。 

○小田部照委員 これ本当に調整はかなり難しい

のだと思います。今まで全道・全国と言っていた

けれども、部活動はそうじゃないですから。地

域、その辺行くのでも支援されますからね。まし

てや全国・全道でなくても宿泊が伴うような遠征

だってあるわけですよ。それも支出されているわ

けです。 

何が言いたいかといったら、これ最初の部活動

の地域移行に戻るのですけれども、要は、そう

やってお金がかかるわけですよ。洞爺に遠征行っ

たり、函館に行ったり、民間クラブに入ると。だ

からやらせてあげたくてもやらせられないわけで

すよね。でも、部活ないのも現状じゃないです

か、サッカーだって野球だって。そうなのです

よ、網走。だから、そういう支援の枠組み、きち

んと整合性取ってやってくれというような答弁

で、７年度検討してきちんと調整していきたいと

いうお考えを今聞きましたので、ちょっと見守り

ながら、７年度、僕も状況を見ながら、どういう

対応をされるのか、しっかり注視していきたいと

思います。ひとまずちょっとまだあるので、また

ちょっと別の機会に質問させていただきます。 

次に、確認しておきます。 

学校スケートリンク設置事業、これもどんどん

減額になっているのだけれども、合っていれば答

弁要りません。今まで西小も作っていたものをや

めました。そして、スケートの授業もやめまし

た。今回は網小もスケートリンクを作るのをやめ

たということで、理解でいいですね。 

○高橋善彦学校教育課長 お見込みのとおり、今

現在、今年度は白鳥台小学校のみリンクを造成し

ております。 

○小田部照委員 これも、僕、議員になってもう

少しで10年ぐらいたちますけれども、ずっと当初

から言ってきたことです。我々のときはスケート

の授業もやってスキーの授業もやって、こうやっ

て冬のスポーツを楽しみながら、網走の環境で

育ってきたのだけれども、網走からスケートとい

う文化がどんどんなくなっていってしまうのでは

ないかと。だから何とかすべきだと。学校でリン

クを作らなくても、市営スケート場を利用してく

れるような仕組みをつくってくれというような話

も、今までずっとしてきたけれども、結局学校単

位で決めているから、学校全体で協議してくれと

も、これまで何回も言ってきたけれども、何にも

していないでこんな状況になったわけです。もう

町場で、学校でスケートリンクを作ることもな

く、スケートの授業を今年度はやったけれども、

これからはスキーの授業に移行していくわけです

よ。町なかの小学校、白鳥台は地域性もあります

ので、スキーの授業というと遠いので、今両方

やっている場合もあるのかな。ですけれども、自

分のところで作っているのは、もはや白鳥台だけ

なのですよね、授業をやるのも。ということは、

もうスケートリンクの利活用というのは、今後も

どんどん必要性はなくなっていくのですよ。補正

も組んで1,000万円かけて、スケートリンクをあ

の調子でやっていますけれども、ここにてこ入れ

することもなかったわけですよ。ずっと言ってき

たけれども、ホッケーリンクは舗装されましたか

ら、何ぼかよくなりましたけれども。でも、その
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運営方法、水まき、ザンボの導入含めて、これも

お金かかるからとやれなかったのです。 

何でこんなことになっていくのか。教育委員会

がこういう方針で学校に任せてきたから、こう

なってきたのですよね。今の子供たち、だから、

小学生、今、一中でかろうじてスケートの授業を

やっていますけれども、これは網小がやっていた

から一中でもあるわけです。網小と潮見小の半分

が一中に行くわけです。今まではこれもちょっと

問題だと議論もさせてもらったけれども、片方は

スケートやっていないのが、同じ義務教育で上

がって何なのだという話もありました。だから、

やっていない潮見小の子供の親御さんたちは、市

営リンクに行って一生懸命練習させたりしていま

したよ。学校の授業があるからですよ、これ。み

んな熱心に。スキー場もそうです。学校の授業が

あるから、親御さん熱心に通わせているのです

よ。でもこれ、もうスケートの授業をスキー授業

に転換しているのに、スキー場自体がもはや教育

施設として成り立っていないじゃないですか。こ

れはお金の問題ではないじゃないですか、育施設

ですから。お金かかるから、網走の子供たちはス

キーもスケートもできないよと。何か代表質問で

も、スノーシューを履かせてその辺歩いている学

校もありますみたいな。そんなこと誰が求めてい

るのか。網走の子供たち、スノーシューを履いて

の授業を求めているのか、保護者も。中学校もそ

うですよ。中学校に入ると今度何か知らないけれ

ども、歩くスキーやらされるのですよ。もう全然

一貫した教育方針を持っていないから、てんでば

らばらで、学校に任せるからこういうことになる

のですよ。今のままだと、網走の子供たちの冬、

スケートの授業もスキーも行えなくなりますよ。

もうスケートなんて授業でもないから行く必要な

いですもの。活用しないですよ。みんな今までは

授業であるから、親御さん一生懸命連れていって

いたわけですよ。スキー場だって担当課はよくわ

かっているじゃないですか。これだけ２月３日、

オープンは遅れたけれども、オープン初日に、市

のスキー教室入れたら、あれだけ親御さんたち

いっぱい殺到していたじゃないですか。何であん

なにスキー場に来ると思いますか。学校の授業で

やるから、親御さん、ほかの子たちと同じように

滑れるようになってほしいから、そうやって授業

の前に連れていくわけですよ。こういう思いでや

るのに、スキー場全然機能していないじゃないで

すか。冬休みに入ったらオープンしなければおか

しいじゃないですか。時代についていけていない

のがスキー場ですよ、ここも。時代についていく

ために、みんなほか降雪機導入して、12月の中に

は、一部でもコースを開けて、子供たち、市民の

方が利用できるように、工夫して努力をしている

のが他市町村ですよ。何にもてこ入れしないで、

ここまで来てしまったスキー場、今年度なんてど

うですか。リフトの改修、降雪機云々の前にリフ

トが駄目になってしまったじゃないですか。もう

オープンしていないじゃないですか、13日から。

しかも部品もこの辺にないそうですよ。道外に行

かないと部品がない。だから部品届くのを待って

いたって、もうシーズン終わってしまうのです

よ。こんな状況のスキー場、何だと思っているの

ですか。これ、お金がないからやらなくていい

じゃないよ。教育施設ですから、社会教育施設。

お金云々じゃないですよ。必要なものですから、

行政がきちんと支援して。どうですか、この辺、

２月３日のオープン、そして、３月13日にはもう

利用できないのです。しかもホームページにも載

せないから、土曜日なんて、みんな親御さん送迎

行って出戻りですよ、やっていませんでしたと。

これもきちんと周知しないと駄目ですよ。その辺

いかがですか。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 スキー場につきまし

ては、今、委員おっしゃったとおり、先週の途中

から、リフトのセンサーの故障等ありまして、運

営を中止しております。一応、その段階では、指

定管理者のほうで、ブログのほうで発信をしてい

るという状況です。 

スキー場そのものの運営につきましては、確か

に今年も２月に入ってからのオープンということ

で、学校授業についても、かなりの部分できな

かった状況にございます。それはもう私たちとし

ても、とても残念な状況ではあるのですけれど

も、先ほど委員も言われたスキー教室ですね、ス

ポーツ課でやっているスキー教室にたくさんの方

が来てくれて、スキー授業がこの後ないという状

況であっても、来年のためにということで、その

ままスキー教室に通ってくれている子もたくさん

おりました。 

そういった状況の中で、何とかスキー場の運営

を安定させたいとは思いますが、現状自然の状況
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にどうしても左右されるという中で、必要なでき

ることをやっていくしかないという状況になって

います。 

○小田部照委員 できることをやっていくみたい

な答弁したけれども、できることをやっていない

からこんなことになっているのです。やるべきこ

とをやっていないからこんなことになっているの

ですよ。もうだから言っているとおり、センサー

が故障したって、安全面で、たしか平成５年設

置って、もう30年以上たっているのです、あのリ

フト、索道。もう耐用年数もあるし、安全面の指

導も入っているというような話、ちらっと聞いて

いますけれども、これを更新するのに、前回の話

だと、これも５億円みたいな話だけれども、降雪

機も導入しない、いつオープンするかもわからな

いようなスキー場に５億円の投資なんか、今の網

走はすべきじゃないですよ、できないですよ。ま

ず先に降雪機を導入して、５億円もかからないで

すから、導入して、きちんとした社会教育施設と

して、一定期間きちんとした対応、公共施設とし

ての適切な管理、運営体制ができるように整えて

からじゃないと、老朽化だからといって、リフト

を無駄に改修できませんよ。もう耐用年数だっ

て、リフトだって、現場のほうに言われているの

ではないですか。どうですか、その辺。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 リフトにつきまして

は、平成５年に設置されたもので、既にメインと

なる支柱であったり、乗る部分、搬器等も老朽化

が進んでおりまして、部分的な改修というのはも

う難しいというのは、リフトの保守業者からも言

われております。更新する際には、全面的な更新

という形が必要な状況になっているということで

ございます。 

○小田部照委員 だからもはやスキー場のオープ

ン維持存続すら、この予算書、もうそういう議論

ですよ。もうこれ以上、降雪機を導入して、オー

プン期間を安定させる、子供たちが、市民の皆さ

んが、12月中旬からは利用できるようなスキー場

にしていくというお考えがないなら、この支出

だって何千万円も支出すべきではないですよ。も

う金、神頼みみたいな。それなら、今もそうです

けれども、オープン前に、隣、地方のスキー場に

通われている交通費を援助したりとか、そういう

方向に転換していかないともう無理ですよ。あと

は、何度も言いますけれども、広域で協議して、

このスキー場の在り方も広域連携で運営してい

く、そういう考え方しかもう可能性はないと思い

ますよ。この辺どうですか。 

教育長しか答えられないと思いますけれども、

下向いていないで。時間ないので端的にお願いし

ます。 

○岩永雅浩教育長 スキー場の持続可能な運営も

含めてになると思いますけれども、今言われてい

るとおり、リフトについても支柱、搬器などが老

朽化しているという話を、代表質問のときにも答

弁をさせていただいておりますけれども、更新す

るときには全面的な改修も必要だろうという認識

を原課では持っています。 

また、リフトに電力を供給する設備についても

改修時期が迫っているというのも実態です。さら

に、そのリフトに高圧を運ぶ施設についても、さ

らに経費がかかるということも、原課では原課な

りの算定をしておりますので、スキー場に限ら

ず、それから学校教育部、社会教育部に限らず、

それぞれ今御指摘のあった事業については重要だ

というふうには、もちろん原課が一番よく理解し

ていますし、私自身もそういうふうに思っていま

すが、限られた財源の中では取捨選択せざるを得

ないというのはまた現実だというふうに思ってい

ます。最終的には、そこは私が責任を負っている

わけですね。その上で、教育委員会の予算につい

ても、スポーツ課であれば、体育館であったり、

各館の協議会の委員の皆さんや社会教育委員の皆

さんなどの意見も聞いた上で、教育委員会にお諮

りをして、予算として提案をさせていただくとい

う段取りを取っています。そういう中で編成され

ていますので、御指摘については痛いほどと言っ

たら言い過ぎかもしれませんけれども、非常にわ

かりますが、現時点での到達点として、様々な検

討をさせていただいているということを、御理解

いただければなと思っています。 

○小田部照委員 全然理解できないのですけれど

も、時間ないのであれですけれども、降雪機は７

年度間違いなくつきません。予算もないしね、つ

かないのですよ。これはわかっています。ただ、

つかないなりの少雪の雪でも対応できるスキー場

作りというのがあると思います。これはシーズン

前のやはり整地なのですよね。これの重要性と現

場の方もよく言っていました。これをしないか

ら、圧雪車両を新しく更新したけれども、圧雪も
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できない状況なのですよ、もうぼこぼこで。それ

で、穴ぼこに、前も言ったけれども、スノーモー

ビルにそりを引っ張って、一生懸命穴ぼこに雪を

詰めているわけですよ。何ぼ４トンで毎日何台も

雪を運んだって知れていますよ。圧雪車両も入ら

れない状況ですから。これ、夏の整備も要望が上

がっていると思います。今までしたことないとい

うのが、俺、考えられないのですよね。もっと要

望が上がっていますよね。コースのナイター照

明。ナイター照明も、木がもう生い茂ってしまっ

て。何か国定公園の関係で木が切れないから、暗

くてもしようがないみたいな、そんなばかな話は

ない。危険な状態があるのだよ。これももう要望

は上がっているのだよ。上がっているけれども知

らないと言っているのだよ。でも、２コースの場

所もわかりますけれども、木が伸びてしまって、

ナイターがもうかぶってしまって、要は。だから

当たらないから暗くて危険なわけですよ。こうい

う箇所があるのですよ。これも要望が出ていると

思いますが、そういう対応を全然していないか

ら、よりオープン日が遅れるわけですよ。夏場、

シーズン前なんて適当な草刈りぐらいしかしてい

ないじゃないですか。これはきちんと整備が必要

ですよ。いかがですか。要望を含めて、どんな要

望が上がっていますか、現場から。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 スキー場のシーズン

前の整備等を含めまして、委員おっしゃるとお

り、現在のところ、草刈りというのは秋口にやっ

ております。斜面の整備、穴だとか溝だとかとい

うことは、これまでやったことがない状況です。

穴が空いて、そこに、先ほど言ったスノーモービ

ルで雪を運んで埋めるという作業、今年もずっと

それをしているということで、そのときに整備、

整地ができないものですかということは、現場か

らそこで相談を受けております。来年度、令和７

年につきましては、雪が解けた段階で現地確認し

まして、斜面ですから、どういった手法が取れる

のか、そこで経費がどういった形になるのか、先

ほど言った自然公園法の関係がありますので、北

海道にも確認をしながら、整地については検討し

ていきたいと考えております。 

○小田部照委員 時間もないから、全然できな

かったのだけれども、整地に関しては、熱心に

シーズン前整備しているところ、スキー場いっぱ

いありますから、大抵そうですから。そういうと

ころにきちんと教えてもらいながら、これしなけ

れば、必要なことですからやってください。やり

方だってすぐわかりますよ。経費かかってもこれ

ぐらいの対応はしてあげてくださいよ。全然違う

そうですよ、現場の人に言わせると。やはりこれ

である程度の降雪があれば、圧雪車も走れたら、

オープンも早くなる。今の状態で圧雪車両も走ら

せられないから、オープン日もちまちま雪を運ん

でやらなくてはいけないから。これ全部、きちん

とやってくださいよ、少し。今まで一回もやった

ことないってあり得ないですよ、これ。 

ほかの要望ももう時間ないから、もうスキー場

についてあれですけれども、市長、教育長にこれ

だけ言っておきますけれども、今言うような御答

弁、返ってきました。降雪機の考え方も含めて

ね。教育の80年前の話もしていましたけれども、

網走に、今後子供たちの教育する上で、スキー場

とスケートリンクがなくなって、冬のアクティビ

ティーも何にもないまちになったら、もっともっ

と人口減少が加速しますよ。中学校に部活動、や

りたい部活もない状態ですので、高校も先ほど

言った間口の問題もあります。高校一つになって

しまうかもしれません、５年先は。このままだ

と、どんどんどんどん人口減少はこれ以上、緩和

どころか加速しますよ、市長。網走にスキー場が

なくなったら余計ですよ。近隣市町村でもスキー

場がなくなったところは、そんな感じですよ。最

後に、なくなってもいいのだ、しようがないの

だ、そうお考えなのか、市長、どうですか。 

○水谷洋一市長 今、小田部委員がスキー場がな

くなったら子供が減るという、そのエビデンスは

私は知見を知りませんので、小田部委員の主張だ

というふうに受け止めさせていただきますが、や

はりこういう状況になったときに、私たちは何を

基本に考えるべきかというと、どう変化に対応し

ていくかということだと思っておりますので、今

のこの状況に対してどう変化をして、子供たち

が、冬、アクティビティーも含めてできるかとい

うこと、その変化にどう対応できるか、我々の提

供ができるかというところをしっかりと考えてい

くことであると、このように考えています。 

○小田部照委員 終わります。 

○栗田政男委員 やめるつもりでしたが、ちょっ

と残っていたので、ちょっと整理をしたいので。 

各委員のほうで、スキー場の問題、大変だとい



 

－ 310 －

うことでよくわかりました。原課のほうも大変苦

労されているということもわかります。やはりお

金がないと何もできないですし、一つ一つ取り組

まなくては、それで多分、去年、やっと圧雪車の

更新を、多額の費用でされたのだということを理

解した上で、できる可能性を探していくのがやは

り今必要なのだと思うのですね。100％満足のい

くものは当然、先ほど言われたように、すばらし

いものをつくるのであれば、５億円の降雪機も導

入しなくてはいけないでしょうけれども、今、

ちょっと調べただけでも、１機2,000万円ぐらい

のものがぱらぱらと出てきます。それに工事費用

を入れても１億円もあると、比較的滑れる状態の

スキー施設というのができるようなのですね、簡

単に調べただけで。だから、どうして５億円っ

て、私がすごく腹立たしかったのは、できない理

由を、我々にさせないがためにそういうマックス

というか、法外な見積金額を言ったのかなという

ことに対して、すごく腹が立った気がするのです

が、それは違いますよね。ちょっとその辺だけ、

答弁いただきたいと思います。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 人工降雪機の導入経

費につきましては、人工降雪機を扱っている事業

者に確認をしまして、その事業者にも現地を見て

いただいて、一番最適な形というものでの積算と

いうふうに認識しています。 

○栗田政男委員 それはちなみに、上が頂点です

よね、リフトの。上から下までにロングランで、

そういう設備をつくるという意味合いで、積算と

いうか、見積りを取ったということで、だからた

くさん何キロものコースを、ある程度つくりたい

というイメージだったのかな。 

○佐藤潤一スポーツ課参事 レークビュースキー

場の一番一般的な第３コースと言われるところで

すね。どうしても、うちはリフトが下から上ま

で、中間で降りられる場所というものがないです

ので、どこか１コースの上から下までにコースを

つくらないといけないという形で、１コース分の

導入経費という形になります。 

○栗田政男委員 その辺が、やはり我々の考えて

いる食い違いがあるのですよね。リフトの関係は

クリアしなくてはいけないけれども、通常、ス

キー場というのは、低速リフト、高速リフトが

あったり、ファミリーゲレンデ用のリフトも通常

あったり、それをロープトゥでクリアしたり、

ロープトゥのほうが設備費は安いですから。 

私も以前あそこで、バッジテストとかを受けて

いましたので、以前はスキーに夢中になっていま

したので、よく知っていますけれども、そういう

関係で、我々が言っているのは、最初のことで、

みんなが授業等に対応できる部分ですと、ファミ

リーゲレンデの200メーターぐらいをある程度、

雪のあるエリアにしてあげて、それに対して、例

えばリフトが不可能であれば、ロープトゥの施設

は、今、簡易式のものもありますから簡単につけ

られるので、そういうもので対応するという努力

をしてほしいという意味で、みんな議員、特にお

子さんがちょうど成長期の皆さんは、やはり子供

にスキーをさせてあげたいと、せっかく網走にス

キー場があるのだから、そういう気持ちだと思う

のですよね。だから、決して説明員であるあなた

方に僕は言っているのではなくて、ただし、責任

者である教育長だとか市長も答弁しました。市長

は、それは政治的なことが絡んでは教育局はまず

いからみたいな話をしていましたが、市長という

のは、政治家である面と行政マンのトップである

ということなのですよ。だから、市長がやはり網

走のスポーツ施設に対して、スポーツ施設は教

育、子供たちだけのものではなくて、私たち大人

も、言うなれば、今は高齢者のスポーツ施設なの

ですね。そういうことを考えると、市民のサービ

ス施設なのですよ。今、どうしても子供たちがク

ローズアップになっていますが、そういうふうに

考えたときに、トータルでやはりこのスキー場と

いうのは考えてほしいなというふうに思います

し、一回に全部やり直すと、聞くと、リフトも駄

目だ、何も駄目だとなると、本当にお金が一気に

かかってしまうのですよ。ハウスもそのときには

取り替えなくてはいけないなということになる

と、改修しなくてはいけないなということになる

と大変だと思うのですよ。ですから、ではやめて

しまったらどうかと、本当に。 

 北見にバスで運んだほうが絶対安くなってしま

うし、そういうことも一つの手段というのは、市

長が今言われた、そういうものを時代に合わせた

考え方なのではないかというのだったら、そうい

う決断を出してもらうのであれば、また議論の余

地はあると思います。 

広域的、これもずっと言ってきています。ほか

スキー場、小さいのを持っています。でも、網走
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のスキー場は比較的いいスキー場です。スキー場

としては楽しめるというか、もちろんインバウン

ドにも対応できるような距離もありまして、すば

らしい一流ゲレンデとは言いませんよ。だけれど

も、距離も取っていますし、いいものがありま

す。だから、何とか創意工夫して、みんなで考え

ませんか。どういう形にするのか。それはいっぱ

い教育委員会で悩んでいたって前に進まないと思

うのですよ。 

やはりこれは市長の英断も必要でしょうし、教

育長を任命しているのは市長なのだよ。市長がや

はりその思いというか、網走をどういう方向にし

ていって、市長の言い方を聞いていると、人口減

少はしようがないよ、みんな減っているのだか

ら。だから、合わせてやっていくという言い方だ

けれども、少しでも歯止めをかけると努力してく

れないと、我々どうしようもないじゃないです

か。夢も希望もなくなってしまう。こんなまちに

住めなくなってしまいますよ。本当に今の発言を

聞いても、答弁を聞いても、残念でならなかっ

た。何とかこの網走を少しでも元気にしたいとい

う思いで、頑張って、こっちはこうやっていろい

ろな嫌なことを言っているわけですから、その辺

を御理解いただきたいのと、説明員である市の職

員の皆さんに、私はうらみがあって言っているわ

けではないですから、あくまでも責任を取るべき

立場の人がしっかりと責任を持ってやってほしい

し、大事な答弁は、僕は冒頭、副委員長として申

し上げました。大事なときは、しっかりと責任の

ある方が答弁をしてほしいと、それがあるべき姿

だというお話をしたので、ぜひとも少しでもいい

から協力をよろしくお願いしたいと思います。 

以上で終わります。 

○水谷洋一市長 今、栗田委員のほうから様々な

御主張があったというふうに思っておりますが、

子供たちのために施策を講じていないかというよ

うな御指摘があるならば、それは私は的が違うと

いうふうに思っておりますし、また様々な政策予

算をもって、このまちに住めるような取組をして

いる、私は自負を持っております。 

今回の件については、スキー場の是非といいま

すか、その改修も含めてどうあるべきかという議

論だったというふうに思っておりますので、それ

が、その１点をして子供たちがいなくなるとか、

子供たちのために考えていないとかというのは、

少し私は違うのではないかというふうに、私は受

け止めております。 

その上で、今、先ほど、小田部委員のほうか

ら、広域も含めて検討したらどうだという御提言

があったというふうに私は受け止めましたので、

そこは、お答えとして、様々な変化に対応すべき

ことなのでしょうというふうなお答えをさせてい

ただいたわけで、やるとかやらないとかというお

答えを私はしたつもりはございません。そこは、

しっかりと聞いていただきながら、私は取り組ん

でまいりたいと、このように思います。 

また、80年前の話でということで、何か指摘を

されましたけれども、私はここは基本だと思って

おりまして、やはり確かに私は行政の長であり、

選挙で選ばれた政治を行う者ですから、そこは御

指摘のとおりなのですが、やはりそこは抑制的に

私は、教育委員会という政治的中立なところで行

政組織を持っているということに対して、一定の

リスペクトと、そして一定の私は配慮というもの

はやはりしていかなければならないと、このよう

に思っています。ですから、教育行政について

は、教育委員会がしっかりと様々な先生であると

か、教育委員であるとか、学校評議員であると

か、そうした教育関係者の皆様方がどう考えてこ

の教育をしていくのかということが、まず第一に

あるのだろうと。その上で、予算措置が必要で

あったり、施設が必要であれば、それは予算権限

を持つ市長がやるべきことであって、第一義的に

市長が政治家として選ばれたから、教育委員会を

差し置いて何かをやるということは、私は順番が

違うというふうに思っております。そこは指摘は

されていないと思いますけれども、私はそこは

きっちり教育委員会制度というものが守られてき

ているということを踏まえて、私は教育行政に携

わってまいりたいと、このように思います。 

○栗田政男委員 議員生活は長いですが、市長

と、市長も市政に携わって15年以上、初めてこう

いう議論をさせていただきました。これが本来の

あるべき姿だったというふうに思います。本当に

その部分に関しては、非常にうれしく思っていま

すし、こういう機会が設けられたことは、本当に

この長時間にわたって、この予算審議をしたこ

と、本当に大切なことだったのかなというふうに

思いますけれども、今言われた話に関しては、や

はりそれぞれ意見の相違がありますから、私の考
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えと市長の考えというのは、大きく違う部分と言

われていることも理解をした上で、これから度々

こういう議論が公の場でしっかりできる体制がで

きれば、本当によかったなと思います。 

今日はありがとうございました。以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは以上で、本日の日程であります一般会

計の歳出のうち、土木費、教育費及びその特定財

源に関する歳入並びに関連議案１件の細部審査を

終了いたします。 

本日はこれにて散会といたします。 

再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

御苦労さまでした。 

午後９時05分 散会 

 

 

 

 

 


